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改訂履歴 

 
年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由 

平成２８年６月２９日 策定 

平成２８年８月２４日 地震・津波関連の説明等を追加 

平成２９年１１月８日 特定重大事故等対処施設、地盤、竜巻対策関連の説明

等を追加 

平成３０年１２月１９日 バックフィット、地震、津波、火山対策関連の説明等

を追加 

令和４年１２月１４日 新規制基準の体系、特定重大事故等対処施設、火山対

策関連の説明等を加筆修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜本資料について＞ 
○ 本資料は、専門技術者以外の利用も想定しており、表現方法等について、できる限り

分かりやすいものとして作成されている。そのため、学術論文等の厳密な記載方法と

は異なる部分があることに留意が必要である。 
○ 本資料は、新たに説明すべき事項や、より分かりやすい記載にした方がよいものがあ

れば、適宜改善していく。 
  



   

ii 
 

本資料で使う主な略語又は用語は以下のとおり。 
 
 

略 語 正 式 名 称 又は 定 義 
原子炉等規制法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号） 

実用炉則 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年

通商産業省令第７７号） 

設置許可基準規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第５号） 

設置許可基準規則の

解釈 
（「同規則の解釈」「＿

条の解釈」等も同じ。） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306193 号・原子力規

制委員会決定） 

技術基準規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

（平成２５年原子力規制委員会規則第６号） 
技術的能力基準 実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止の必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準（原規技発第 1306197 号・原子力規制

委員会決定） 
設置（変更）許可申請

者 
原子炉等規制法４３条の３の５第１項の発電用原子炉の設置

許可を受けるため申請した者及び同法４３条の３の８第１項

により同法４３条の３の５第１項の設置許可を変更する許可

を受けるため申請した者 
 

用 語 用 語 の 定 義 
運転時の異常な過渡

変化 

通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくは

その誤作動及び運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻

度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態

であって、当該状態が継続した場合には発電用原子炉の炉心

又は原子炉冷却材圧力バウンダリの著しい損傷が生ずるおそ

れがあるものとして安全設計上想定すべきものをいう（設置

許可基準規則２条２項３号） 

設計基準事故 発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であ

って、当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多

量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計

上想定すべきものをいう（設置許可基準規則２条２項４号） 
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用 語 用 語 の 定 義 
設計基準対象施設 発電用原子炉施設のうち、運転時の異常な過渡変化又は設計

基準事故の発生を防止し、又はこれらの拡大を防止するため

に必要となるものをいう（設置許可基準規則２条２項７号） 

重大事故等対処施設 重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故等」

と総称する。）に対処するための機能を有する施設をいう（設

置許可基準規則２条２項１１号） 

設計基準事故対処設

備 
設計基準事故に対処するための安全機能を有する設備をいう

（設置許可基準規則２条２項１３号） 
重大事故等対処設備 重大事故等に対処するための機能を有する設備をいう（設置

許可基準規則２条２項１４号） 

原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ 
発電用原子炉施設のうち、運転時の異常な過渡変化時及び設

計基準事故時において、圧力障壁となる部分をいう（設置許

可基準規則２条２項３５号）。§３ ３－２ 3-2-1を参照 
基準地震動 最新の科学的・技術的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地

質・地質構造、地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地

震工学的見地から想定することが適切なものとして策定する

地震動をいう（設置許可基準規則の解釈別記２の５）。§５ 

５－３を参照 
基準津波 最新の科学的・技術的知見を踏まえ、波源海域から敷地周辺

までの海底地形、地質構造及び地震活動性等の地震学的見地

から想定することが適切なものとして策定する津波をいう

（設置許可基準規則の解釈別記３の１）。§５ ５－４を参照 
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実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について（全体の構成） 

 

§１ 原子力規制委員会及び原子炉等規制法の概要 

１－１ 原子力規制委員会の独立性・中立性 

１－２ 原子力規制委員会の専門技術的裁量と安全性に対する考え方 

１－３ 原子炉等規制法における実用発電用原子炉の規制の体系 

１－４ 新規制基準の体系 

 

§２ 設置許可基準規則の基本的な考え方 

２－１ 原子力発電所の仕組み 

２－２ 設置許可基準規則等の策定経緯 

２－３ 国際原子力機関の安全基準と我が国の規制基準の関係 

２－４ 深層防護の考え方 

２－５ 深層防護の考え方 避難計画 

２－６ 安全目標と新規制基準との関係 

２－７ 安全重要度分類・耐震重要度分類の考え方 

２－８ 共通要因に起因する設備の故障を防止する考え方 

 

§３ 設置許可基準規則等の合理性（総論） 

３－１ 設置許可基準規則の概要 

３－２ 設計基準対象施設 

３－３ 重大事故等対処施設 

３－４ 大規模損壊対策 

 

§４ 設置許可基準規則等の合理性（各論：個別の施設・設備関係） 

４－１ 電源確保対策 

４－２ 使用済燃料の貯蔵施設 

 

§５ 設置許可基準規則等の合理性（各論：自然現象関係） 

５－１ 自然現象による損傷の防止 

５－２ 地盤 

５－３ 地震 

５－４ 津波 

５－５ 火山 

５－６ 竜巻 

 

§６ その他 

６－１ 立地審査指針 
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§１ １－３ 原子炉等規制法における実用発電用原子炉の規制の体系 

 

１ 原子炉等規制法の分野別安全規制について 

原子炉等規制法における安全規制は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利

用につき、これを核燃料の加工の事業や使用済燃料の再処理の事業、原子炉の設

置、運転等の各種分野に区分し、それぞれの分野の特質に応じて、所要の安全規

制を行うという分野別安全規制の体系が採られている。 

具体的には、原子炉等規制法の規制対象を、製錬事業（原子炉等規制法第２章）、

加工事業（同第３章）、原子炉の設置、運転等（同第４章）、使用済燃料の貯蔵

事業（同第４章の２）、再処理事業（同第５章）、廃棄事業（同第５章の２）、核

燃料物質等の使用等（同第５章の３）、国際規制物資の使用等（同第６章の２）

等に分け、それぞれの分野別に行政庁の指定、許可等を受けるべきものとしてい

る。 

 

２ 原子炉等規制法の発電用原子炉の設計から運転までに関する段階的安全規制

について 

（１）発電用原子炉の段階的安全規制の体系について 

原子炉等規制法の発電用原子炉に関する規制は、発電用原子炉施設の設計か

ら運転に至る過程を段階的に区分し、それぞれの段階に対応した許認可等の規

制手続を要求し、これらを通じて原子炉の利用に係る安全確保を図るという、

段階的安全規制の体系を採用している。 

具体的には、発電用原子炉を設置しようとする者は、その際には、まず、①

 

1-3-1 原子炉等規制法における実用発電用原子炉の規制の設計から運転までに関

する体系はどのようなものか。 
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原子力規制委員会の原子炉設置許可を受けることを要する（同法４３条の３の

５、４３条の３の６）。次に、工事に着手するためには、②工事の計画につい

て原子力規制委員会の認可を受けなければならない（同法４３条の３の９）。

そして、発電用原子炉施設の使用を開始するためには、③原子力規制委員会の

使用前検査を受け、これに合格しなければならないほか（同法４３条の３の１

１）、④原子炉施設の運転に関し、保安のために守るべき事項を保安規定によ

り定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない（同法４３条の３の

２４）。さらに、運転開始後においても、⑤一定の時期ごとに、原子力規制委

員会が行う施設定期検査を受けなければならない（同法４３条の３の１５。②

から⑤の工事の計画の認可以降の規制は、いわゆる「後段規制」と称されている

規制である。）。 

なお、発電用原子炉設置許可を受けた者が、発電用原子炉の位置、構造及び

設備や、発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項等（同法４３条

の３の５第２項２号から５号まで又は８号から１０号まで）を変更しようとす

るときは、⑥原子力規制委員会の設置変更許可（同法４３条の３の８）を受け

た上で、必要な範囲において、設置許可の場合と同様に、工事計画（変更）認

可（②）、使用前検査（③）及び保安規定（変更）認可（④）を受けなければな

らない（同法４３条の３の９第１項本文及び第２項本文、同法４３条の３の１

１第１項本文、同法４３条の３の２４第１項）。 

 

（２）発電用原子炉の段階的安全規制における各規制の範囲について 

このような段階的安全規制のうち、①の設置許可及び⑥の設置変更許可にお

いては、申請に係る原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関

わる事項の妥当性等が判断される。上記事項は、設置許可基準規則等を用いて

審査することとされている。そして、②から⑤までの後段規制においては、発

電用原子炉施設に対し、具体的な部材・設備の強度、機能に問題がないか否か
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等の詳細設計の妥当性を審査し、その上で、現実に工事がされた物に対し使用

前検査を行うことによって上記事項を確認することや、保安規定により定めた、

原子炉施設の運転に関し、保安のために守るべき事項の妥当性を審査すること

が定められている。 
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§1 １－４ 新規制基準の体系 

 

１ 新規制基準の範囲 

平成２５年７月８日及び平成２５年１２月１８日施行の改正原子炉等規制法に

基づき、原子力規制委員会規則、告示及び内規等が制定又は改正され、その後も

必要に応じ、内規等が制定されている（本問末尾の「主な規則、告示等一覧」（以

下「一覧」という。）参照。一覧は全ての原子力規制委員会規則、告示及び内規

等を網羅的に掲載したものではない。）。一般に使われている「新規制基準」と

いう用語は、法令上の用語ではなく、行政実務上の通称にすぎないため、必ずし

も明確な定義がされているわけではない（内規を含めた全てを総称する場合のほ

か、原子力規制委員会規則のみを指す場合や、行政手続法上の命令等（同法２条

８号）に当たるもののみを指す場合もある。）。 

以下、本説明においては、新規制基準の範囲として、実用発電用原子炉の規制

に係る上記規則等について、形式上の分類、許認可等との関係における位置付け、

従前の指針類との関係について説明する。 

 

２ 規則等に係る形式上の分類 

上記規則等は、①行政手続法上の命令等（同法２条８号）に当たるもの（一覧

（１）～（１５））と、②これに当たらないもの（一覧（１６）～（４４））とに

大別される。 

また、上記①は、原子力規制委員会規則（国家行政組織法１３条１項、行政手

続法２条８号イ本文）として定められているもの（一覧（１）～（４））、告示

 

1-4-1 東京電力福島第一原子力発電所事故以降に新たに制定又は改訂された新規

制基準とはどのような体系になっているか。 
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（同法２条８号イ括弧書）として定められているもの（一覧（５）、（６））、審

査基準（同法２条８号ロ）として定められているもの（一覧（８）～（１５））に

分類される。他方、上記②は、原子力規制委員会の内規として、規制基準に関連

するもの（一覧（１６）～（３８））及び手続に関連するもの（一覧（３９）～

（４４））に分類される。 

 

３ 許認可等との関係における各規則等の位置付け 

規則等に係る形式上の分類ではなく、上記規則等を原子炉等規制法上の許認可

等との関係において整理すると、以下のとおりとなる。 

（１）設置（変更）許可関係（原子炉施設の位置、構造及び設備に関するもの） 

原子炉等規制法４３条の３の５第１項においては、発電用原子炉を設置しよ

うとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可（以下「原

子炉設置許可」という。）を受けなければならない旨規定され、同法４３条の

３の６第１項において、その許可基準について規定されている。また、同法４

３条の３の８第１項においては、原子炉設置許可を受けた者が、同法４３条の

３の５第２項２号から５号まで又は８号から１１号までに掲げる事項を変更し

ようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可（以

下「原子炉設置変更許可」という。）を受けなければならない旨規定されてい

る。 

ここで、原子炉等規制法４３条の３の６第１項４号においては、原子炉設置

許可又は原子炉設置変更許可（以下、併せて「原子炉設置（変更）許可」とい

う。）の基準の一つとして、「発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃

料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害

の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合する

ものであること。」（以下「４号要件」という。）と規定されているが、同号で

いう原子力規制委員会規則が、設置許可基準規則（一覧（２））であり、この
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解釈を示すものが、設置許可基準規則の解釈（一覧（９））である。また、設

置許可基準規則８条に定める火災防護の設計要求に関し、「実用発電用原子炉

及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（原規技発第１３０６１９５号。

一覧（１１））が定められている。 

なお、実用炉則（一覧（１））３条及び５条において、主に原子炉設置（変

更）許可の申請事項等の詳細が定められている。 

そして、４号要件の適合性を判断するに当たり、行政手続法上の命令等に当

たらない規制基準に関連する内規として、以下のものが定められている。 

・原子力発電所の火山影響評価ガイド（原規技発第１３０６１９１０号。一

覧（１６）） 

・原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（原規技発第１３０６１９１１号。一

覧（１７）） 

・原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（原規技発第１３０６１９１２号。

一覧（１８）） 

・実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド（原規技発第１３０６１９１５号。一覧（２

１）） 

・実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド（原規技発第１３０６１９１６号。一覧（２

２）） 

・実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド（原規技発第１３０６１９１７号。一覧（２

３）） 

・敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド（原管地発第

１３０６１９１号。一覧（２５）） 

・基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド（原管地発第１３０６１９
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２号。一覧（２６）） 

・基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（原管地発第１３０６１９

３号。一覧（２７）） 

・基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド（原管地発第１３０

６１９４号。一覧（２８）） 

・実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処施設に関する審査ガイド（原

規技発第１４０９１７７号。一覧（３１）） 

・実用発電用原子炉に係る航空機衝突影響評価に関する審査ガイド（原規技

発第１４０９１７８号。一覧（３２）） 

さらに、行政手続法上の命令等に当たらない手続に関連する内規として、「発

電用原子炉施設の設置（変更）許可申請に係る運用ガイド」（原規技発第１３

０６１９１９号。一覧（３９））が定められている。 

 

（２）設置（変更）許可関係（技術的能力に関するもの等)  

原子炉等規制法４３条の３の６第１項２号においては、「その者に発電用原

子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。」（以下

「２号要件」という。）が、同項３号においては、「その者に重大事故（括弧

内省略）の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があるこ

と。」（以下「３号要件」という。）が、同項第５号においては、「前条第２項

第１１号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであるこ

と。」（以下「５号要件」という。）*1 が、原子炉設置（変更）許可の基準の一

つとされている。 

 
*1
 原子炉等規制法４３条の３の５第２項第１１号では、発電用原子炉施設の保安のための業務に

係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項が規定されている。 
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そして、２号要件（技術的能力に関するものに限る。）及び３号要件（重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に

関するものを除く。）の適合性の判断については、「原子力事業者の技術的能

力に関する審査指針」（平成１６年５月２７日原子力安全委員会決定。一覧（８））

が用いられる。 

また、３号要件のうち重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施す

るために必要な技術的能力に関する適合性の判断については、「実用発電用原

子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置

を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（原規技発第１３０６１

９７号。一覧（１３））が定められている。 

なお、上記で述べたとおり、実用炉則３条及び５条において、主に原子炉設

置（変更）許可の申請事項等の詳細が定められている。 

さらに、行政手続法上の命令等に当たらない手続に関連する内規として、「発

電用原子炉施設の設置（変更）許可申請に係る運用ガイド」（原規技発第１３

０６１９１９号。一覧（３９））が定められている。 

また、５号要件の適合性の判断については、「原子力施設の保安のための業

務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」（令和２年１月２３日原

子力規制委員会規則第２号。一覧（４））が、その解釈として、「原子力施設

の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈」

（原規規発第１９１２２５号－２。一覧（１２））が用いられている。 

 

（３）設計及び工事の計画の認可等 

原子炉等規制法４３条の３の９第１項においては、原則として、発電用原子

炉施設の設置又は変更の工事をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規

制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び

工事の方法その他の工事の計画について原子力規制委員会の認可（以下「設計
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及び工事の計画の認可」という。）を受けなければならない旨規定されている。 

また、同条３項においては、原子力規制委員会は、上記認可の申請が同項各

号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならないと規

定されており、同項２号として、「発電用原子炉施設が第４３条の３の１４の

技術上の基準に適合するものであること。」が設計及び工事の計画の認可の要

件とされている。 

ここで、同項２号にいう原子炉等規制法４３条の３の１４の技術上の基準と

しては、技術基準規則（一覧（３））が定められており、その解釈として、「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（原規技発

第１３０６１９４号。一覧（１０））が定められている。 

なお、実用炉則８条から１４条において、主に設計及び工事の計画の認可に

係る申請事項等の詳細が定められている。 

また、実用発電用原子炉及びその附属設備の火災防護に係る審査基準（原規

技発第１３０６１９５号。一覧（１１））が定められている。 

さらに、技術基準規則への適合性を判断するに当たり、以下のとおり、行政

手続法上の命令等に当たらない規制基準に関連する内規が定められている。 

・原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（原規技発第１３０６１９１３号。

一覧（１９）） 

・原子力発電所の内部火災影響評価ガイド（原規技発第１３０６１９１４号。

一覧（２０）） 

・実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に

係る被ばく評価に関する審査ガイド（原規技発第１３０６１９１８号。一

覧（２４）） 

・耐震設計に係る設工認審査ガイド（原管地発第１３０６１９５号。一覧（２

９）） 

・耐津波設計に係る設工認審査ガイド（原管地発第１３０６１９６号。一覧
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（３０）） 

その他、行政手続法上の命令等に当たらない手続に関連する内規として、「発

電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係る手続きガイド」（原規技発第１３

０６１９２０号。一覧（４０））が定められている。 

 

（４）保安規定認可 

原子炉等規制法４３条の３の２４第１項においては、発電用原子炉設置者

は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定を定め、発電用

原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けな

ければならないと規定されている。また、同条２項においては、原子力規制

委員会は、保安規定が同項各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項

の認可をしてはならないと規定されている。 

これを受け、実用炉則９２条において、保安規定認可の詳細が定められて

いる。 

さらに、保安規定認可の判断に関連する内規として、「実用発電用原子炉

及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」（原規技

発第１３０６１９８号。一覧（１４））が定められている。 

 

（５）原子力規制検査 

原子炉等規制法６１条の２の２においては、発電用原子炉設置者は原子力規

制委員会が行う検査を受けなければならないと規定されており、当該検査にお

いて、原子力規制委員会は、同法４３条の３の１１第２項に基づく使用前事業

者検査及び同法４３条の３の１６第２項に基づく定期事業者検査の実施状況、

同法４３条の３の１４の技術上の基準の遵守状況、同法４３条の３の２４第１

項の規定に基づき認可を受けた保安規定に従って講ずべき措置の実施状況等を

確認することとしている。これに関連し、原子力規制検査等に関する規則が定
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められている。 

使用前事業者検査は、同法４３条の３の１１第１項において、発電用原子炉

設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事

をする発電用原子炉施設について検査を行わなければならないと規定されてお

り、当該発電用原子炉施設に係る工事が、同法４３条の３の９第１項若しくは

第２項の認可を受けた設計及び工事の計画又は同法４３条の３の１０第１項の

規定による届出をした設計及び工事の計画に従って行われたものであること、

同法４３条の３の１４の技術上の基準に適合するものであることのいずれにも

適合していることを確認しなければならない。 

定期事業者検査は、同法４３条の３の１６第１項において、発電用原子炉設

置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、発電用原子炉

施設について検査を行われなければならないと規定されており、当該発電用原

子炉施設が同法４３条の３の１４の技術上の基準に適合していることを確認し

なければならない。 

 

（６）安全性向上のための評価の届出・公表 

原子炉等規制法４３条の３の２９においては、発電用原子炉設置者は、原則

として、原子力規制委員会規則で定めるところにより、同規則で定める時期ご

とに、当該発電用原子炉施設の安全性について、自ら評価をして原子力規制委

員会に届け出なければならず、その結果等を公表するものとすると規定されて

いる。 

これを受け、実用炉則９９条の２から９９条の７において、安全性向上のた

めの評価の届出・公表の詳細が定められている。 

さらに、行政手続法上の命令に当たらない手続に関連する内規として、「実

用発電用原子炉の安全性向上評価に関する運用ガイド」（原規技発第１３１１

２７３号。一覧（４４））が定められている。 
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（７）発電用原子炉の運転の期間等 

原子炉等規制法４３条の３の３２において、発電用原子炉の運転の期間を、

最初に同法４３条の３の１１第３項の確認（使用前確認）を受けた日から起算

して４０年としているが、原子力規制委員会規則で定めるところにより、期間

延長の申請がされ、これが原子力規制委員会により認可された場合、１回に限

り２０年を超えない期間について延長することができる旨規定されている。ま

た、同条５項においては、原子力規制委員会規則で定める基準に適合している

と認めるときは、認可をすることができると規定されている。 

これを受け、実用炉則１１３条及び１１４条において、発電用原子炉の運転

期間の延長に係る認可の詳細が定められている。 

さらに、発電用原子炉の運転期間の延長の判断に関連する内規として、「実

用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」（原管Ｐ発第１３１１２７１

号。一覧（１５））が定められ、行政手続法上の命令等に当たらない手続に関

連する内規として、「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガ

イド」（原管Ｐ発第１３０６１９７号。一覧（４２））が定められている。 

 

４ 発電用原子炉設置許可の審査基準と従前の原子力安全委員会の指針類との関

係について 

原子力規制委員会は、行政手続法５条１項の審査基準等を、「核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規制委員会の処分

に係る審査基準等」（原規総発第１３１１２７５号。一覧（７））における別

表の形式で定めている。 

上記別表で、発電用原子炉設置許可に係る基準の内容は、「基準は、法第４

３条の３の６第１項各号の規定並びに実用発電用原子炉及びその附属施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則（括弧内省略）及び品質管理基準規則に
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よるものとし、以下の規程を基として個々の事案ごとに判断する。」として、

以下の四つの規程が用いられることとされている。 

・「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針」（平成１６年５月２７日

原子力安全委員会決定。一覧（８）） 

・「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」

（原規技発第１３０６１９７号。一覧（１３）） 

・「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則の解釈」（原規技発第１３０６１９３号。一覧（９））（設置許可基

準規則の解釈） 

・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関す

る規則の解釈（原規規発第１９１２２５７号－２。一覧（１２）） 

なお、上記四つの規程が別表に列記されているが、このうち設置許可基準規

則の解釈においては、従前用いていた原子力安全委員会が策定した安全審査指

針類の一部等も引用されており、同解釈で引用された安全審査指針類は、現在

の審査基準においても、基本的には、規制体系の一部を構成している。 

例えば、同解釈１３条１項では、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

に対する解析及び評価を「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指

針（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）及び「発電用原子炉施設の安

全解析に関する気象指針」（昭和５７年１月２８日原子力安全委員会決定）等

に基づいて実施することとされている。 

このように、審査基準は、必要に応じて、原子力安全委員会の安全審査指針

類を引用する体系となっている。（立地審査指針の位置付けについては、本資

料「§６ ６－１ 6-1-2」参照。） 
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主な規則、告示等一覧 

原子力規制委員会規則 

（１）実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年１２月２８日

通商産業省令第７７号）（実用炉則） 

（２）実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則（平成２５年６月２８日原子力規制委員会規則第５号）（設置許可基準

規則） 

（３）実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年

６月２８日原子力規制委員会規則第６号）（技術基準規則） 

（４）原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関す

る規則（令和２年１月２３日原子力規制委員会規則第２号） 

 

告示 

（５）核原料物質又は核燃料物質の精錬の事業に関する規則等の規定に基づく線

量限度等を定める告示（平成２７年８月３１日原子力規制委員会告示第８号） 

（６）工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細

目等を定める告示（昭和５３年１２月２８日通商産業省告示第６６６号） 

 

内規（行政手続法の審査基準等を定めるもの） 

（７）核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力

規制委員会の処分に係る審査基準等（原規総発第１３１１２７５号） 

 

 

内規（行政手続法の審査基準に該当するもの） 

（８）原子力事業者の技術的能力に関する審査指針（平成１６年５月２７日原子

力安全委員会決定） 
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（９）実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則の解釈（原規技発第１３０６１９３号）（設置許可基準規則の解釈） 

（１０）実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原

規技発第１３０６１９４号） 

（１１）実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（原規技

発第１３０６１９５号） 

（１２）原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関

する規則の解釈（原規規発第１９１２２５７号－２） 

（１３）実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原

規技発第１３０６１９７号） 

（１４）実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定

の審査基準（原規技発第１３０６１９８号） 

（１５）実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準（原管Ｐ発第１３１１

２７１号） 

 

内規（行政手続法の審査基準に該当しないが、基準に関連するもの） 

（１６）原子力発電所の火山影響評価ガイド（原規技発第１３０６１９１０号） 

（１７）原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（原規技発第１３０６１９１１号） 

（１８）原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（原規技発第１３０６１９１２

号） 

（１９）原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（原規技発第１３０６１９１３

号） 

（２０）原子力発電所の内部火災影響評価ガイド（原規技発第１３０６１９１４

号） 

（２１）実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の
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有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第１３０６１９１５号） 

（２２）実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第１３０６１９１６号） 

（２３）実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第１３０６１９１７号） 

（２４）実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性

に係る被ばく評価に関する審査ガイド（原規技発第１３０６１９１８号） 

（２５）敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド（原管地発

第１３０６１９１号） 

（２６）基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド（原管地発第１３０６１

９２号） 

（２７）基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（原管地発第１３０６１

９３号） 

（２８）基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド（原管地発第１３

０６１９４号） 

（２９）耐震設計に係る設工認審査ガイド（原管地発第１３０６１９５号） 

（３０）耐津波設計に係る設工認審査ガイド（原管地発第１３０６１９６号） 

（３１）実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処施設に関する審査ガイド（原

規技発第１４０９１７７号） 

（３２）実用発電用原子炉に係る航空機衝突影響評価に関する審査ガイド（原規

技発第１４０９１７８号） 

（３３）有毒ガス防護に係る影響評価ガイド（原規技発第１７０４０５２号） 

（３４）高エネルギーアーク損傷（ＨＥＡＦ）に係る電気盤の設計に関する審査

ガイド（原規技発第１７０７１９６号） 

（３５）健全な安全文化の育成と維持に係るガイド（原規規発第１９１２２５７

号－５） 
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（３６）原因分析に関するガイド（原規規発第１９１２２５７号－６） 

（３７）人間工学設計開発に関する審査及び検査ガイド（原規技発第２１０４０

７２号） 

（３８）建物・構築物の免震構造に関する審査ガイド（原規技発第 ２２０２２４

６号） 

 

内規（行政手続法の審査基準に該当しないが、手続に関連するもの） 

（３９）発電用原子炉施設の設置（変更）許可申請に係る運用ガイド（原規技発

第１３０６１９１９号） 

（４０）発電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係る手続ガイド（原規技発第

１３０６１９２０号） 

（４１）発電用原子炉施設に使用する特定機器の型式証明及び型式指定運用ガイ

ド（原基技発第１３０６１９２１号） 

（４２）原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のた

めの措置等に係る運用ガイド（原規規発第１９１２２５７号－７） 

（４３）実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド（原管Ｐ発

第１３０６１９７号） 

（４４）実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド（原管Ｐ発第１

３０６１９８号） 

（４５）実用発電用原子炉の安全性向上評価に関する運用ガイド（原規技発第１

３１１２７３号） 
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§２ ２－２ 設置許可基準規則等の策定経緯 

 

設置許可基準規則については、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生後、原

子力規制委員会発足前の各組織による調査・検討や、原子力規制委員会発足後の各

種基準検討チームによる検討等を経て策定しており（表１）、その経緯について詳

述する。 

 

表１ 設置許可基準規則の策定経緯に関する時系列 

 

2-2-1 設置許可基準規則を含む新規制基準は、どのような検討を経て策定された

のか。特に策定段階において、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏ま

えた議論がなされたのか。 

 

平成 23 年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 24 年 
 
 
 
 
 

３月 
 
 
６月 
 
７月 
 
 
 
９月 
 
 
10
月 
 
 
 
 
２月 
 
 
 
 
 
 

東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波発生 
福島第一原子力発電所事故発生 
 
ＩＡＥＡ閣僚会議に対する日本国政府の報告書取りまとめ 
 
原子力安全委員会、安全設計審査指針等検討小委員会（安全規制に関する検
討）を設置（～平成２４年３月） 
原子力安全委員会、地震等検討小委員会を設置（～平成２４年２月） 
 
原子力安全・保安院、「地震・津波の解析結果の評価に関する意見聴取会」及
び「建築物・構造に関する意見聴取会」を設置 
 
原子力安全・保安院、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的
知見に関する意見聴取会」を設置 
原子力安全委員会、「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対
策について」を決定 
 
原子力安全・保安院、シビアアクシデント対策規制の基本的考え方の整理を行
い、「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策規制の基本的
考え方に係る意見聴取会」を開催（～同年８月） 
原子力安全・保安院、「地震・津波の解析結果の評価に関する意見聴取会」及
び「建築物・構造に関する意見聴取会」の報告書が取りまとめられ、原子力安
全委員会に報告 
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１ 原子力規制委員会発足前の検討の経緯 

（１）東京電力福島第一原子力発電所事故の概要 

平成２３年３月、東北地方太平洋沖地震の揺れを受けて、当時運転中であっ

た福島第一原子力発電所１～３号機は、原子炉が正常に自動停止した。地震に

よる送電鉄塔の倒壊などにより外部電源喪失状態となったものの、直ちに、非

常用ディーゼル発電機が起動し所内電源を確保するとともに、炉心冷却系が起

動したことにより、原子炉は正常に冷却された。ところが、福島第一原子力発

電所１～５号機においては、非常用ディーゼル発電機、配電盤、蓄電池等の電

気設備の多くが、海に近いタービン建屋等の１階及び地下階に設置されていた

ため、地震随伴事象として発生した津波という共通要因により、建屋の浸水と

ほとんど同時に水没又は被水して機能を喪失した。これにより、全交流動力電

 
平成 24 年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 25 年 

 
３月 
 
 
 
 
６月 
 
７月 
 
 
８月 
 
 
９月 
 
10
月 
 
11
月 
 
２月 
 
 
４月 
 
６月 

 
原子力安全・保安院、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的
知見について」を取りまとめ 
地震等検討小委員会、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針及び関連
の指針類に反映させるべき事項について（とりまとめ）」を取りまとめ 
 
原子炉等規制法改正（重大事故等対策を新たに規制対象とする等） 
 
国会事故調による調査報告書取りまとめ 
政府事故調による調査報告書取りまとめ 
 
原子力安全・保安院、「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント 
対策規制の基本的考え方について（現時点での検討状況）」を取りまとめ 
 
原子力規制委員会発足 
 
原子炉施設等基準検討チーム会合開催（～平成２５年６月） 
 
地震等基準検討チーム会合開催（～平成２５年６月） 
 
原子力規制委員会、原子炉施設等基準検討チーム及び地震等基準検討チームで
取りまとめた骨子案に対する意見を公募 
 
原子力規制委員会、行政手続法に基づき、新規制基準案に対する意見を公募 
 
原子力規制委員会、設置許可基準規則制定 
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源喪失(ＳＢＯ*1)となり、交流電源を駆動電源として作動するポンプ等の注水・

冷却設備が使用できない状態となった。直流電源が残った３号機においても、

最終的にはバッテリーが枯渇したため、非常用ディーゼル発電機が水没を免れ、

かつ、接続先の非常用電源盤も健全であった６号機から電力の融通が出来た５

号機を除く、１～４号機において完全電源喪失の状態となった。また、海側に

設置されていた冷却用のポンプ類も津波により全て機能喪失したために、原子

炉内の残留熱や機器の使用により発生する熱を海水へ逃がす、最終ヒートシン

ク（ＵＨＳ*2）への熱の移送手段が喪失（ＬＵＨＳ*3）した。 

その結果、運転中であった１～３号機においては、冷却機能を失った原子炉

の水位が低下し、炉心の露出から最終的には炉心溶融に至った。その過程で、

燃料被覆管のジルコニウムと水が反応することなどにより大量の水素が発生

し、格納容器を経て原子炉建屋に漏えいし、１・３号機の原子炉建屋で水素爆

発が発生した。また、３号機で発生した水素が４号機の原子炉建屋に流入し、

４号機の原子炉建屋においても水素爆発が発生した。また、２号機においては、

ブローアウトパネル*4が偶然開いたことから水素爆発には至らなかったものの、

放射性物質が放出され、周辺の汚染を引き起こした。 

 

  

 
*1 Station Blackout の略。 

*2 Ultimate Heat Sink の略。発電用原子炉施設において発生した熱を最終的に除去するために

必要な熱の逃がし場のこと。例えば、我が国の原子力発電所では、発生した余分な熱を海水と

熱交換することで海に逃がしている。 

*3 Loss of Ultimate Heat Sink の略。 

*4 原子炉建屋内の圧力が急上昇した場合に開放し、圧力を下げるためのパネル。 
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図１ 東京電力福島第一原子力発電所事故の進展の概要 
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（２）東京電力福島第一原子力発電所事故の技術的調査・検討 

東京電力福島第一原子力発電所事故の原因については、様々な機関により調

査・検討され、平成２３年６月、原子力安全に関するＩＡＥＡ閣僚会議に対す

る日本国政府の報告書、平成２４年７月、東京電力福島原子力発電所事故調査

委員会（国会事故調）による調査報告書、平成２４年７月、東京電力福島原子

力発電所における事故調査・検証委員会（政府事故調）による調査報告書がま

とめられた。また、原子力安全・保安院においても、平成２４年３月、東京電

力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について検討結果が取りま

とめられた。これらの調査・検討結果により、当該事故の発生及び進展に関す

る基本的な事象は明らかにされている。 

 

（３）東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓 

ア はじめに 

東京電力福島第一原子力発電所事故の技術的調査・検討の結果を踏まえ、

原子力安全委員会及び原子力安全・保安院は、当該事故を教訓として活かす

べく、下記のとおり、安全規制に関する検討を行った。 

イ （地震及び津波を除く）原子力安全委員会及び原子力安全・保安院におけ

る検討 

１）事故防止対策に係る検討 

ａ 原子力安全委員会における検討 

原子力安全委員会においては、「原子力安全基準・指針専門部会」の

下に設置された「安全設計審査指針等検討小委員会」において、安全規

制に関する検討が行われた。 

当該小委員会は、平成２３年７月１５日から平成２４年３月１５日に

かけて計１３回にわたり開催され、その中で、福島第一原子力発電所が

東北地方太平洋沖地震とその後の津波により全交流動力電源を喪失した
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ことで、上述のような深刻な事態が生じたことから、東京電力福島第一

原子力発電所事故から得られた教訓のうち、安全設計審査指針及び関連

指針類に反映させるべき事項として、全交流動力電源喪失対策及び最終

的な熱の逃がし場である最終ヒートシンク喪失（ＬＵＨＳ）対策を中心

に検討が行われた。検討に当たっては、深層防護の考え方を安全確保の

基本と位置づけ、アメリカの規制動向や諸外国における事例が参照され

た。 

ｂ 原子力安全・保安院における検討 

原子力安全・保安院は、事故の発生及び事故の進展について、当時ま

でに判明している事実関係を基に、工学的な観点から、出来る限り深く

整理・分析することにより、技術的知見を体系的に抽出し、主に設備・

手順に係る必要な対策の方向性について検討することとした。そして、

原子力安全・保安院は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の

技術的知見に関する意見聴取会を設置し、平成２３年１０月２４日から

平成２４年２月８日まで計８回にわたり開催され、原子力安全・保安院

の分析や考え方に対する専門家の意見を聴きながら、検討を進めた。 

その結果、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知

見について（平成２４年３月原子力安全・保安院）」として、事故の発

生及び進展に関し、当時分かる範囲の事実関係を基に、今後の規制に反

映すべきと考えられる事項として、３０項目が取りまとめられた。 
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２）重大事故等対策に係る検討 

ａ 原子力安全委員会等における検討 

重大事故等対策については、平成４年５月に原子力安全委員会におい

て決定した「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント*5対策

としてのアクシデントマネージメントについて」では、原子炉設置者が

効果的なアクシデントマネージメント（ＡＭ）の自主的整備と万一の場

合にこれを的確に実施できるようにすることが強く奨励されていた。 

しかしながら、東北地方太平洋沖地震及びそれに伴って発生した津波

により、福島第一原子力発電所で炉心損傷、原子炉格納容器の破損等に

至ったことを受け、政府の作成した平成２３年６月の「原子力安全に関

するＩＡＥＡ閣僚会議に対する日本国政府の報告書」では、ＡＭ対策を

原子炉設置者による自主的な取組とすることを改め、これを法規制上の

要求にするとともに、設計要求事項の見直しを行うことなど、シビアア

クシデント対策に関する教訓が取りまとめられた。 

原子力安全委員会では、同年１０月に「発電用軽水型原子炉施設にお

けるシビアアクシデント対策について」を決定し、上記の平成４年５月

の原子力安全委員会決定を廃止するとともに、シビアアクシデントの発

生防止、影響緩和に対して、規制上の要求や確認対象の範囲を拡大する

ことを含めて安全確保策を強化すべきとした。同決定では、シビアアク

シデント対策の具体的な方策及び施策について、原子力安全・保安院に

おいて検討するよう求めた。 

ｂ 原子力安全・保安院における検討 

原子力安全・保安院では、平成２４年３月の報告書「東京電力株式会

 
*5 設計基準事象を大幅に超える事象であって、安全設計の評価上想定された手段では適切な炉

心の冷却又は反応度の制御ができない状態であり、その結果、炉心の重大な損傷に至る事象。 
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社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について」において、シビア

アクシデント対策については、東京電力福島第一原子力発電所事故で発

生しなかった事象も広く包含する体系的な検討を整理する必要があるこ

とを指摘したほか、今後の規制に反映すべき視点として、深層防護の考

え方の徹底、シビアアクシデント対策の多様性・柔軟性・操作性、内的

事象・外的事象を広く包含したシビアアクシデント対策の必要性、安全

規制の国際的整合性の向上と安全性の継続的改善の重要性が掲げられ

た。 

また、原子力安全・保安院では、平成２４年２月から８月にかけて、

シビアアクシデント対策規制の基本的考え方に関する整理を行った。そ

の過程において、「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデン

ト対策規制の基本的考え方に係る意見聴取会」を７回開催し、専門家や

原子炉設置者からの意見を聴取した。また、基本的考え方に関する整理

に当たっては、まず、原子力安全・保安院及び関係機関がこれまでに検

討していたシビアアクシデントに関する知見、海外の規制情報、東京電

力福島第一原子力発電所事故の技術的知見等を踏まえて、技術面でのシ

ビアアクシデント対策の基本的考え方を検討・整理し、「発電用軽水型

原子炉施設におけるシビアアクシデント対策規制の基本的考え方につい

て（現時点での検討状況）」を報告書として取りまとめた。 

もっとも、上記報告書は検討過程としての側面を有しており、用語や

概念の厳密な整理にはまだ完全ではない点が残っていたため、シビアア

クシデント対策規制については、今後、新たに設置される原子力規制委

員会において検討が進められることとなった。その際、上記報告書が原

子力規制委員会での検討に当たって参考にされることが期待された。 

ウ 地震及び津波に関する原子力安全委員会及び原子力安全・保安院における

検討 
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１）原子力安全委員会における検討 

東京電力福島第一原子力発電所事故以前においては、原子力安全委員会

は、平成１８年に耐震指針を改訂しており、同指針は、当時の地質学、地

形学、地震学、地盤工学、建築工学及び機械工学等の専門家らにより検討

されたものであった。 

その後、既に述べたとおり、平成２３年３月に東北地方太平洋沖地震が

発生し、福島第一原子力発電所においては、地震とその後の津波を原因と

した事故が発生した。 

そこで、原子力安全委員会は、平成１８年の耐震指針改定後に蓄積され

た知見、平成２３年３月１１日以降に発生した地震及び津波に係る知見並

びに上述した福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、地震及び津波に

対する発電用原子炉施設の安全確保策について検討することとした。そし

て、専門的な審議を行うため、原子力安全基準・指針専門部会に地震・津

波関連指針等検討小委員会（以下、「地震等検討小委員会」という。）が

設置された。同小委員会は、平成１８年耐震指針の検討時よりも津波に関

する専門家を増員し、平成２３年７月１２日から平成２４年２月２９日ま

での間、計１４回の会合が開催された。 

同小委員会において、平成１８年耐震指針及び関連指針類を対象とした

検討が行われた。 

具体的には、同小委員会は、東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波

の分析に加えて、東北電力株式会社女川原子力発電所、東京電力株式会社

福島第一原子力発電所、同福島第二原子力発電所及び日本原子力発電株式

会社東海第二発電所で観測された地震や津波の観測記録等の分析を行うと

ともに、東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波に係る知見並びに福島

第一原子力発電所事故の教訓を整理したほか、平成１８年耐震指針の改訂
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後に実施された耐震バックチェック *6によって得られた経験及び知見を整

理した。さらに、同小委員会は、地震調査研究推進本部（文部科学省）、

中央防災会議（内閣府）、国土交通省等の他機関における東北地方太平洋

沖地震及びこれに伴う津波についての検討結果に加えて、土木学会におけ

る検討状況、世界の津波の事例及び国際原子力機関（以下「ＩＡＥＡ」と

いう。）やアメリカの原子力規制委員会等の規制状況、東京電力福島第一

原子力発電所事故に関連した調査報告書も踏まえて検討を行った。 

以上の検討を踏まえ、同小委員会は、平成２４年３月１４日付「発電用

原子炉施設に関する耐震設計審査指針及び関連の指針類に反映させるべき

事項について（とりまとめ）」を取りまとめ、東京電力福島第一原子力発

電所事故においては、津波による海水ポンプ、非常用電源設備等の機能喪

失を防止するため、ドライサイトコンセプト*7を基本とする津波防護設計の

基本的な考え方や津波対策を検討する基礎となる基準津波の策定を義務付

けるべき旨を取りまとめた。 

２）原子力安全・保安院における検討 

原子力安全委員会は、平成２３年４月、東北地方太平洋沖地震等の知見

を反映して、原子力安全・保安院に対し、耐震安全性に影響を与える地震

に関して評価を行うよう意見を述べた。 

原子力安全・保安院は、平成２３年９月、事業者より報告された東北地

方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による原子力発電所への影響などの評

価結果について、学識経験者の意見を踏まえた検討を行うこと等により、

地震・津波による原子力発電所への影響に関して的確な評価を行うため、

 
*6 原子力安全・保安院は、平成１８年９月、発電用原子炉設置者等に対し、平成１８年耐震指

針に基づき、耐震安全性の再確認（耐震バックチェック）を行うよう、指示した。 

*7 津波からの防護として、敷地高さの設定や津波に対する防御施設の設置等により、まず防護

対象施設が設置される敷地に津波を到達・流入させないことを基本とするという考え方。漏水

対策等と相まって、より一層信頼性の高い津波対策となる。 
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「地震・津波の解析結果の評価に関する意見聴取会」（第２回より「地震・

津波に関する意見聴取会」と改称）及び「建築物・構造に関する意見聴取

会」を設置し、審議を行った。 

地震・津波の解析結果の評価に関する意見聴取会においては、東北地方

太平洋沖地震及びこれに伴う津波について、福島第一原子力発電所、福島

第二原子力発電所、女川原子力発電所及び東海第二発電所における地震動

及び津波の解析・評価を行い、これに基づく同地震に関する新たな科学的・

技術的知見について、耐震安全性評価に対する反映方針が検討された。 

建築物・構造に関する意見聴取会においては、上記の各原子力発電所に

おける建物・構築物、機器・配管系の地震応答解析の評価、津波による原

子力施設の被害状況を踏まえた影響評価を行い、これに基づく東北地方太

平洋沖地震に関する新たな科学的・技術的知見について、耐震安全性評価

に対する反映方針が検討された。 

これらの意見聴取会において、それぞれ報告書が取りまとめられ、平成

２４年２月、原子力安全委員会に報告された。 

 

２ 原子力規制委員会発足後の検討の経緯 

（１）原子力規制委員会における検討チームの構成 

上記事故を契機として、重大事故等への対策を規制の対象と位置づけること

とした、平成２４年６月２７日に改正された原子炉等規制法の趣旨に則り、原

子炉の設置許可の要件に関する規制基準の見直しが行われることとなった。そ

こで、平成２４年９月に新たに設置された原子力規制委員会は、上記の重大事

故等対策、地震及び津波以外の自然現象への対策に関する設計基準に加え、こ

れまで原子炉設置許可の基準として用いられてきた原子力安全委員会が策定し

た安全設計審査指針等の内容を見直した上で、原子力規制委員会が定めるべき

基準を検討するため、更田豊志委員（当時）を中心として発電用軽水型原子炉
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の新安全基準に関する検討チーム（第２１回より、発電用軽水型原子炉の新規

制基準に関する検討チームと改称。以下「原子炉施設等基準検討チーム」とい

う。）を構成した。また、自然現象に対する設計基準のうち、地震及び津波対

策については、原子力規制委員会の前身である原子力安全委員会に設置された

地震等検討小委員会の検討も踏まえた上で、原子力規制委員会が定めるべき基

準を検討するため、島﨑邦彦委員長代理を中心として発電用軽水型原子炉施設

の地震・津波に関わる規制基準に関する検討チーム（以下「地震等基準検討チ

ーム」という。）を構成した。それぞれの検討チームは、従来より原子力規制

行政に携わり、原子力規制に対して造詣が深い原子力規制庁職員も参加し、ま

た、関係分野の学識経験者を有識者として同席を求め、専門技術的知見に基づ

く意見等を集約する形で規制基準の見直しが行われた。 

このように、設置許可基準規則は、関係分野の学識経験者の専門技術的知見

に基づく意見等の集約を経ることにより、現在の科学技術水準を踏まえた科学

的合理的なものとして、原子力規制委員会において策定されたものである。 

 

（２）重大事故等対策を含む新規制基準（地震及び津波を除く。）の策定経過 

ア 原子炉施設等基準検討チームの構成等 

原子炉施設等基準検討チームにおける検討は、原子力規制委員会の委員の

うち、原子力安全委員会における安全設計審査指針の見直しを検討していた

安全設計指針等検討小委員会の構成員でもあった、更田豊志委員（当時）が

中心として行われた。また、中立的な立場から複数の外部専門家を関与させ

るため、シビアアクシデント解析等、関係分野の専門技術的知見を有する学

識経験者４名も同チームに参加した。さらに、独立行政法人（現在は国立研

究開発法人）日本原子力研究開発機構安全研究センターにおいて研究主席の

地位にある者についても（これらの者は、安全設計指針等検討小委員会の構

成委員でもあった。）、電気事業者等との中立性の確認が行われた上で、同
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チームに参加した。 

このように、原子炉施設等基準検討チームには、安全設計指針等検討小委

員会の構成委員が含まれており、福島第一原子力発電所事故の教訓について、

原子力規制委員会発足前から検討されていた知見を、事実上、引き継いでい

る。 

なお、重大事故等対策を含む安全基準全体についての新規制基準の策定に

当たっては、透明性・中立性を確保するため、原則として、原子炉施設等基

準検討チームの議事、資料及び議事録を公開するとともに、外部専門家に対

しては、利益相反の可能性を考慮して電気事業者等との関係に関する情報の

申告を要求し、当該情報も公開している。 

イ 原子炉施設等基準検討チームにおける検討経過等 

原子炉施設等基準検討チームにおいては、平成２４年１０月２５日から平

成２５年６月３日までの間、原子炉施設の新規制基準（地震及び津波対策を

除く。）策定のため、学識経験者らの参加の下、計２３回の会合が開催され

た。 

ウ 原子炉施設等基準検討チームにおける検討概要等 

１）事故防止対策に係る規制についての検討概要等 

東北地方太平洋沖地震の随伴事象として発生した津波という共通要因に

よる東京電力福島第一原子力発電所事故について、上述のとおり、原子力

安全・保安院及び原子力安全委員会において検討が行われたが、原子炉施

設等基準検討チームでは、これらの検討に参画していた有識者を含め、外

部専門家として招聘して検討が進められた。原子炉施設等基準検討チーム

においては、福島第一発電所事故から得られた地震の随伴事象として生じ

た津波という共通要因によって複数の安全機能が同時に喪失した等の教訓

による設計基準を超える事象への対応に加え、設計基準事象に対応するた

めの対策の強化を図る視点で、新規制基準のうち事故防止対策に係る規制
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については、原子力安全委員会が策定した安全設計審査指針等の内容を基

に、見直した上で規則化等を検討することとされた。検討に当たっては、

ＩＡＥＡ安全基準や欧米の規制状況等の海外の知見も勘案された。 

２）重大事故等対策に係る検討概要等 

平成２４年６月２７日に改正された原子炉等規制法は、重大事故等対策

を新たに規制対象とした。 

原子炉施設等基準検討チームにおいては、新たに規制の対象になった重

大事故等対策について重点的な検討を行うこととし、東京電力福島第一原

子力発電所事故の教訓及び海外における規制等を勘案し、仮に、上記の事

故防止対策を講じたにもかかわらず複数の安全機能の喪失などの事象が万

一発生したとしても、炉心損傷に至らないための対策として、重大事故の

発生防止対策、更に重大事故が発生した場合の拡大防止対策等、重大事故

等対策に関する設備に係る要求事項及び重大事故等対策の有効性評価の考

え方等について検討された。 

３）原子炉施設等基準検討チームによる基準案の取りまとめ 

原子炉施設等基準検討チームは、以上の検討結果を踏まえ、新規制基準

の骨子案を作成し、これらについて、原子力規制委員会が平成２５年２月

に意見公募手続を行った結果も踏まえ、基準案を取りまとめた。 

 

（３）地震及び津波の分野の基準の策定経過 

ア 地震等基準検討チームの構成等 

平成２４年９月、原子力規制委員会が発足し、原子力安全委員会に設置さ

れた地震等検討小委員会の検討も踏まえた上で、原子力規制委員会が定める

べき基準を検討するため、原子力規制委員会に地震等基準検討チームが設置

された。 

そして、地震等基準検討チームにおける検討は、元日本地震学会会長の島
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﨑邦彦委員長代理（当時）が委員として参加した。また、このチームには、

上記の原子力安全委員会における耐震指針等の報告書の検討に参画した有識

者のほか、東北地方太平洋沖地震以降、耐震関係の様々な見直しの場に参画

し、基準の策定に貢献した有識者らの中から地震、津波及び地盤等の各種専

門分野の専門技術的知見を有する学識経験者６名が選抜され、検討内容に応

じて、地形学、地震、津波及び建築に関する学識経験者がチームに参加した。

また、原子炉等基準検討チームと同様、これらの学識経験者らについては、

電気事業者等との中立性の確認が行われた上で、同チームによる検討に参加

した。 

イ 地震等基準検討チームにおける検討経過等 

地震等基準検討チームにおいては、平成２４年１１月１９日から平成２５

年６月６日までの間、発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新規制

基準策定のため、学識経験者らの参加の下、計１３回の会合が開催された。 

ウ 地震等基準検討チームにおける検討概要等 

１）地震・津波に係る規制についての検討概要等 

地震等基準検討チームは、原子力安全委員会の下で地震等検討小委員会

が取りまとめた耐震指針等の改訂案のうち、地震及び津波に関わる安全設

計方針として求められている各要件については、新たに策定する基準にお

いても重要な構成要素となるものと評価するとともに、基準の骨子案を策

定するにあたっては、上記改訂案の安全設計方針の各要件について改めて

分類・整理し、必要な見直しを行った上で基準の骨子案の構成要素とする

方針を示した。 

そして、地震等基準検討チームは、この検討方針に基づき、地震及び津

波について、ＩＡＥＡ安全基準、アメリカ、フランス及びドイツの各規制

内容のほか、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた国会及び政府

等の事故調査委員会の主な指摘事項のうち耐震関係基準の内容に関するも
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のを整理し、これらと平成１８年耐震指針とを比較した上で、国や地域等

の特性に配慮しつつ、我が国の規制として適切な内容を検討した。また、

地震等基準検討チームは、発電用原子炉施設における安全対策への取組の

実態を確認するため、電気事業者に対するヒアリングを実施するとともに、

東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波を受けた東北電力株式会社女川

原子力発電所の現地調査を実施し、これらの結果も踏まえ、安全審査の高

度化を図るべき事項についての検討を進めた。 

２）地震等基準検討チームによる基準案の取りまとめ 

地震等基準検討チームは、以上の検討結果を踏まえ、地震・津波に関す

る新規制基準の骨子案を作成し、これについて、原子力規制委員会が平成

２５年２月に意見公募手続を行った結果も踏まえ、基準案を取りまとめた。 

 

３ 原子力規制委員会による基準等の策定 

さらに、原子力規制委員会は、基準案に対し、行政手続法に基づいて平成２５

年４月１１日から１ヶ月間の意見公募手続を行い、その上で、設置許可基準規則

等の規則及び当該規則の解釈を策定するとともに、発電用原子炉の設置許可に係

る基準適合性審査で用いる各種審査ガイドを策定した。 

 

４ 結論 

以上のとおり、設置許可基準規則は、東京電力福島第一原子力発電所事故の教

訓を踏まえ、海外知見も参考にしつつ、地震及び津波の分野については、原子力

規制委員会の発足前後を通じて、各専門分野の学識経験者等の専門技術的知見に

基づく意見等を集約し、また、それ以外の分野についても、原子力規制委員会発

足前の専門技術的知見に基づく意見等を集約した上で、中立性が担保された学識

経験者の関与の下、公開の議論を経て、新規制基準の骨子案及び規則案等に対す

る意見公募手続等の適正な手続を経て策定されたものである。このような策定過



54 
 

程から明らかなとおり、同規則は、各専門分野の学識経験者の有する最新の専門

技術的知見を集約して策定されたものであるから、現在の科学技術水準を踏まえ

た合理的なものであるといえる。  
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§２ ２－２ 設置許可基準規則等の策定経緯 

 

１ 東京電力福島第一原子力発電所事故と同種の事故を再度発生させないために

必要となる教訓、知見は得られていること 

東京電力福島第一原子力発電所事故に関しては、様々な事故原因等の調査がさ

れてきたが、事故が発生した原子炉施設の内部については線量が高いため、内部

の状況に関する調査は限られた部分でしかできていない。そのため、例えば、格

納容器の具体的な損傷箇所が不明であること、非常用発電機の故障の原因が最終

的にどの部品によるものであるか等が未解明であると指摘されている。 

東京電力福島第一原子力発電所事故で発生した全ての設備の故障、破損が具体

的な位置や状態までは調査できない状態である。一方、本資料「§２ ２－２ 2-

2-1」で述べたとおり、各種調査・検討の結果により、当該事故の発生及び進展に

関する基本的な事象は明らかにされており、当該事故の発生及び進展は、最新の

科学技術的知見に基づくシビアアクシデントに関する研究結果と大きく異なると

ころはなかった。これらの調査・検討結果により、東京電力福島第一原子力発電

所事故で起きたような事故を再度起こさないため、地震、津波等の外部事象を含

めた、共通要因に起因する設備の故障を防止するための対策の強化や、重大事故

等が発生した場合における対策の要求の必要性等の教訓は得られている。 

その結果を踏まえ、新規制基準の設置許可基準規則においては、共通要因に起

因する設備の故障を防止するため、地震・津波対策を含めた自然現象による損傷

防止対策や、内部火災、内部溢水による損傷防止対策の強化等により事故防止対

策を強化した。さらにその上で、万が一、炉心の著しい損傷を伴う事故等が起き

 

2-2-2 なぜ、東京電力福島第一原子力発電所事故が全て解明されていなくても

新規制基準が策定できるのか。 
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た際の対策として、重大事故等対策を新たに要求した。 

 

２ 具体的な設備の損傷状態、詳細な原因等は、同種の事故の発生防止のための教

訓として必要不可欠ではないこと 

重大事故等対策は、設計基準対象施設を設計する際に想定する状況を超える事

態を想定し、対策するものである。このため、その原因となる施設・設備がどの

ように故障・損傷するかを具体的に想定できない状態でも、炉心の著しい損傷や

格納容器の破損に至り得るような様々な事態を敢えて想定し、それらを防止する

ための対策をとることが必要となる。 

例えば、設計基準対象施設として要求されている交流動力電源（非常用ディー

ゼル発電機）が機能喪失する原因は、様々な事象が考えられる。東京電力福島第

一原子力発電所事故においては、津波により非常用ディーゼル発電機が機能停止

したが、当該発電機の配電盤への海水の浸入による短絡（ショート）が原因なの

か、または、津波の進入時の衝撃により損傷があったのか、具体的な原因が全て

明らかになったわけではない。当該事故以外でも、非常用発電機の使用時に様々

な機械的故障が発生し、機能喪失した例があり、また、今まで発生したことがな

いような、想定外の事象により機能喪失することも考えられる。 

このように、機能喪失の具体的な原因は無数に考えられるため、その原因を全

て特定し、機能喪失の可能性を完全に排除し得ると考えることは不適当である。

したがって、重大事故等対策では、原因を問わず、設計基準対象施設の持つ安全

機能が喪失することを敢えて仮定し、その場合でも、重大事故等対処施設等によ

り、炉心の著しい損傷や格納容器の破損を防止すること等を要求している。 

つまり、東京電力福島第一原子力発電所事故における具体的な損傷設備や損傷

箇所の解明自体は、新規制基準を策定する上で必ずしも必要ではない。また、解

明された事故の発生・進展状況から得られる教訓に加え、最新の科学的知見、海

外の規制に関する最新知見等を結集することにより、新規制基準を策定すること



57 
 

は可能である。 
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§２ ２－２ 設置許可基準規則等の策定経緯 

 

１ バックフィット制度導入の趣旨 

平成２４年改正前の原子炉等規制法では、新たな科学的・技術的知見（新知見）

が得られたことにより、設置（変更）許可に係る基準を見直した場合などにおい

て、既に許可を受けている発電用原子炉施設が新たな許可基準に適合しなくなっ

たときに、発電用原子炉設置者に対し、当該許可基準に適合させるための措置を

法的に義務付ける枠組みがなかった*1。そのため、例えば地震や津波等に係る許可

基準を見直した場合においても、既に許可を受けている発電用原子炉施設を改正

後の許可基準に適合させる方法としては、発電用原子炉設置者に対する行政指導

によらざるを得ず、発電用原子炉設置者が自主的に設置変更許可の申請をしない

限り、新たな許可基準に適合するための発電用原子炉施設の改造等を行わせるこ

とはできなかった。 

これに対し、平成２４年の同法改正では、福島第一原子力発電所事故の教訓を

踏まえ、新知見が得られ、許可基準が変更された場合や許可基準は変更されない

ものの発電用原子炉施設が許可基準に適合しなくなった場合 *2などにおいて、原

 
*1 なお、工事計画の認可の基準については、発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令

（昭和 40 年通商産業省令第 62 号）に定められており、平成２４年改正前の電気事業法３９条

に基づき、実用発電用原子炉施設に係る事業用電気工作物に関して、その技術基準適合維持義

務があり、経済産業大臣は、同法４０条に基づき、事業用電気工作物が技術基準に適合してい

ないと認めるときは、実用発電用原子炉施設の一時使用停止命令を含む技術基準適合命令を発

出することができた。 

  また、保安のための必要な措置については、経済産業大臣は、平成２４年改正前の原子炉等

規制法３６条に基づき、主務省令等の規定に違反していると認めるときは、原子炉施設の使用

の停止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定、その他保安のために必要な措置を

命ずることができた。 

*2 発電用原子炉の許可基準が制定又は改正されなくとも、設置（変更）許可を受けた後に同施

 

2-2-3 バックフィット制度とは何か。 
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子力規制委員会は、当該発電用原子炉設置者に対し、発電用原子炉施設の使用の

停止や改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のため

に必要な措置の命令、いわゆるバックフィット命令（同法４３条の３の２３）を

行うことができることとした。 

 

２ バックフィット制度の内容 

設置許可等の処分後において、新知見が得られ、許可基準が変更された場合や

許可基準は変更されないものの発電用原子炉施設が許可基準に適合しなくなった

場合などにおいて、発電用原子炉設置者は、許可基準に適合しないこととなった

部分等についての基準適合義務を負うことになる。バックフィット制度とは、バ

ックフィット命令を行う権限を原子力規制委員会に与え、発電用原子炉設置者の

基準適合義務の履行を確保することを可能とする制度である。 

具体的には、原子力規制委員会は、発電用原子炉施設が、①その位置、構造及

び設備について同法４３条の３の６第１項４号の基準（設置許可基準規則）に適

合していないと認めるとき、②同法４３条の３の１４の技術上の基準（技術基準

規則）に適合していないと認めるとき、又は③発電用原子炉施設の保全等に関す

る措置が同法４３条の３の２２第１項の規定に基づく原子力規制委員会規則（実

用炉規則）の規定*3に違反していると認めるときには、発電用原子炉設置者に対し

て、発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転

 
設が当該基準に適合しなくなったと原子力規制委員会が認めるとき。設計基準対象施設は、基

準地震動、基準津波その他想定される自然現象に対して安全機能が損なわれるおそれがないも

のでなければならないが（設置許可基準規則４条３項、５条、６条１項）、想定される自然現

象により作用する衝撃、当該自然現象の規模等が設置（変更）許可処分後の新知見に基づき改

められた場合には、当該作用する衝撃、当該自然現象の規模等が設置（変更）許可処分時のも

のよりも大きくなることがあり得る。このような場合において、原子力規制委員会において、

設計基準対象施設が、当該自然現象に対して安全機能が損なわれるおそれがないものであるか

否かを改めて評価し直した結果、そのおそれがあると認めるときなど。 

*3 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和 53 年通商産業省令第 77 号）69 条から

90 条。 
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の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる（同法４３条

の３の２３。この規定による命令（バックフィット命令）に違反した場合には、

発電用原子炉の設置許可の取消し又は発電用原子炉の運転の停止を命ずることが

できる（同法４３条の３の２０第２項４号））。また、この命令に違反した場合、

罰則（１年以下の懲役若しくは１００万円以下の罰金又はその併科）が科され得

る（同法７８条８号の２、両罰規定（８１条２号））。 

なお、同法４３条の３の２３第１項の命令（バックフィット命令）は、所定の

基準又は規則に適合せず、又は規定に違反していることが認められた場合には直

ちにこれを発しなければならないというものではなく、原子力規制委員会におい

て、保安のために必要な限度において、その専門技術的裁量の下、個々の事例に

おける具体的事情を踏まえてバックフィット命令を発するか否か、発する場合に

いかなる内容の命令をどのタイミングで発するのか検討を要するものであり、例

えば、新設・変更された基準等の安全上の重要性、当該措置を命ずることの必要

性・緊急性、講ずべき措置の内容、発電用原子炉設置者の対応の状況等を総合考

慮した上で、当該命令の発令の要否並びにその時期及び内容等を決することとな

る。 

このように、新知見を採り入れた場合などにおいて、バックフィット制度によ

り、原子炉施設の安全のために、発電用原子炉設置者に対し、適時適切な措置を

講ずることを命じ得ることとし、最新の知見を反映した基準適合義務の履行を確

保することにより、当該原子炉施設において核原料物質、核燃料物質及び原子炉

による災害を防止するのに必要な規制が実施されることとなっている。 
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§２ ２－５ 深層防護の考え方 避難計画 

 

１ 国際原子力機関(ＩＡＥＡ)の「原子力発電所の安全：設計」等における避難計

画の位置づけ 

国際原子力機関(ＩＡＥＡ)の安全基準「原子力発電所の安全：設計」（ＳＳＲ

－２／１（Ｒｅｖ．１））においては、避難計画に関する事項は、第５の防護レ

ベルにおける「所内と所外の緊急事態の対応に関する緊急時計画と緊急時手順の

整備」に含まれる。 

もっとも、ＩＡＥＡの「原子力発電所の安全：設計」においては、深層防護の

概念を原子力発電所の設計に適用すべきとされているにとどまり、必ずしもその

第１層から第５層に係る全ての対応を設置許可基準規則等の原子力事業者に対す

る規制に規定することが求められているわけではない。 

また、ＩＡＥＡの安全基準「原子力又は放射線の緊急事態に対する準備と対応」

（ＧＳＲ Ｐａｒｔ ７）においても、政府は、規定を設け、原子力又は放射線源

による緊急事態に対する準備と対応に関する役割と責任を明示し、割り当てるこ

とを確実なものとしなければならないとされており、避難計画に関する事項を含

む緊急事態に対する準備と対応について原子力事業者に対する規制として規定す

ることは求められていない。 

 

 

2-5-1 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）で採用されている深層防護の考え方によれば、

その第５の防護レベルにおいて、緊急時の対応における緊急時計画の整備などが

必要であるとされている。対して、現行法制において、避難計画に関する事項は

設置許可基準規則等における事業者規制の内容に含まれていない。そのため、設

置許可基準規則等は、国際基準に抵触するものではないか。 
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２ 我が国の法体系における避難計画の位置づけ 

（１）原子炉等規制法について 

平成２４年６月２７日に改正された原子炉等規制法は、原子力基本法の精神

にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ

ることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放

射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出

されることその他の核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し、

及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再

処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関し、大規模な自然災害

及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原

子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、

国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い、もって国民の生命、健康及

び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として

いる（原子炉等規制法１条）。 

そして、同法は、設置許可の基準として、発電用原子炉が平和の目的以外に

利用されるおそれがないこと（同法４３条の３の６第１項１号）、発電用原子

炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること（同項２号）、

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があるこ

と（同項３号）、発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しく

は核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障

がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであるこ

と（同項４号）に適合していることを求めている。 

原子炉等規制法における設置許可基準規則においては、重大事故等対策を講

じることを要求事項とするが（深層防護のうち第４の防護レベル）、所内及び

所外の緊急事態の対応に関する緊急時計画等の整備（深層防護のうち第５の防
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護レベル）等は要求事項とされていない。 

また、原子炉等規制法全体としても、ＩＡＥＡが示す深層防護のうち、第１

から第４の防護レベルまでに関する事項については、核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の利用を行う者に対する事業の規制を通じて担保されている。 

一方で、第５の防護レベルに関する事項については、我が国の法制度上、「災

害」の一形態としての「原子力災害」に対し、国、地方公共団体、原子力事業

者等がそれぞれの責務を果たすこととされており、災害対策基本法及び原子力

災害対策特別措置法によって措置されている。 

 

（２）災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法について 

ア 災害対策基本法について 

災害対策基本法は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護

するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公

共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防

災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金

融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的

な防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の

確保に資することを目的とする法律である（災害対策基本法１条）。この場

合の災害には、原子力災害を含んでいる（同法２条１号、同法施行令１条）。 

イ 原子力災害対策特別措置法について 

また、原子力災害対策特別措置法は、原子力災害の特殊性に鑑み、原子力

災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び

原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災

害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子炉等規制法、

災害対策基本法その他原子力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災

害に対する対策の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、身体及び
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財産を保護することを目的とする法律である（原子力災害対策特別措置法１

条）。 

さらに、原子力災害対策特別措置法において、「原子力災害」とは、原子

力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいい（同法２条

１号）、「原子力緊急事態」とは、原子力事業者の原子炉の運転等により放

射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外へ放

出された事態をいうものとされている（同条２号）。 

ウ 国及び地方公共団体の防災計画 

国は、原子力災害対策特別措置法又は関係法律の規定に基づき、原子力災

害対策本部の設置、地方公共団体への必要な指示その他緊急事態応急対策の

実施のために必要な措置並びに原子力災害予防対策及び原子力災害事後対策

の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災

害対策基本法３条１項の責務を遂行しなければならないとされている（原子

力災害対策特別措置法４条１項。なお、災害対策基本法３条１項は、国は、

同法２条の基本理念にのっとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災

害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災

に関し万全の措置を講ずる責務を有する旨規定している。）。そして、内閣

府に設置される中央防災会議は、防災に関する総合的かつ長期的な計画や防

災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項等を定める防災基

本計画を作成することとされている（災害対策基本法１１条、３４条、３５

条）。さらに、専門的・技術的事項については、原子力規制委員会が、原子

力事業者、国の各機関、地方公共団体等による原子力災害対策の円滑な実施

を確保するための指針（原子力災害対策指針）を定めることとされている（原

子力災害対策特別措置法６条の２）。 

地方公共団体は、原子力災害対策特別措置法又は関係法律の規定に基づき、

緊急事態応急対策などの実施のために必要な措置を講ずること等により、原
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子力災害についての災害対策基本法４条１項及び５条１項の責務を遂行しな

ければならないとされている（原子力災害対策特別措置法５条。なお、災害

対策基本法４条１項は、都道府県は、当該都道府県の地域並びに当該都道府

県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の

地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を

作成し、及び法令に基づきこれを実施するなどの責務を有する旨規定してお

り、同法５条１項は、市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村

の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するた

め、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る

防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する

旨規定している。）。そして、都道府県に設置される都道府県防災会議は、

原子力災害についても、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づく都道

府県地域防災計画を作成することとされており（原子力災害対策特別措置法

２８条、災害対策基本法１４条、４０条）、この地域防災計画として、ＰＡ

Ｚ *1及びＵＰＺ *2圏内の住民の避難の基本フレームとなる広域避難計画の作

成等を行っている。また、市町村に設置される市町村防災会議（市町村防災

会議が設置されない場合は市町村長）は、原子力災害についても、防災基本

計画及び原子力災害対策指針に基づく市町村地域防災計画を作成することと

 
*1 Precautionary Action Zone（予防的防護措置を準備する区域）の略。予防的防護措置を準備

する区域とは、急速に進展する事故を考慮し、重篤な確定的影響（一定の放射線量以上でなけ

れば医学的に検知できないとされている影響）等を回避するため、緊急事態区分に基づき、直

ちに避難を実施するなど、放射性物質の環境への放出前の予防的防護措置（避難等）を準備す

る区域であり、発電用原子炉では、施設からおおむね半径５キロメートルの区域をいう（原子

力災害対策指針参照）。 

*2 Urgent Protective Action Planning Zone（緊急時防護措置を準備する区域）の略。国際基

準等に従って、確率的影響（放射線の量に比例して発生する確率が高くなると考えられている

影響）のリスクを最小限に抑えるため、環境モニタリング等の結果を踏まえた運用上の介入レ

ベル（ＯＩＬ：Operational Intervention Level）、緊急時活動レベル（ＥＡＬ：Emergency 

Action Level）に基づき、避難、屋内退避、安定ヨウ素剤の予防服用等を準備する区域であ

り、発電用原子炉施設では、施設からおおむね半径３０キロメートルの区域をいう（原子力災

害対策指針参照）。 
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されており（原子力災害対策特別措置法２８条、災害対策基本法１６条、４

２条）、この地域防災計画として、広域避難計画にのっとったＰＡＺ及びＵ

ＰＺの設定に基づく避難計画の作成等を行っている。 

エ 原子力事業者の防災計画 

さらに、原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、当該原子力事業所に

おける原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その

他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るた

めに必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成等しなければなら

ないとされている（原子力災害対策特別措置法７条１項）。 

この原子力事業者に係る義務については、立法過程で原子炉等規制法の体

系に位置づけることも検討されたが、地方公共団体が防災に関して基本的な

責務を有していることや緊急時における原子力事業者と地方公共団体との連

携といった観点に鑑み、原子力災害対策特別措置法において、災害対策基本

法に係る特別の措置と併せて規定されたものである。 

そして、同条１項の義務を実効化するため、内閣総理大臣及び原子力規制

委員会は、原子力事業者が同項の規定に違反していると認めるとき、又は、

原子力事業者防災業務計画が当該原子力事業所に係る原子力災害の発生若し

くは拡大を防止するために十分でないと認めるときは、原子力事業者に対し、

同計画の作成又は修正を命ずることができ（同条４項）、仮に、原子力事業

者である発電用原子炉設置者がこれに違反した場合、原子力規制委員会は、

設置許可の取消し又は１年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を

命ずることができるとされている（原子炉等規制法４３条の３の２０第２項

２２号）。 

 

３ 深層防護の考え方等に対する避難計画に関する事項についての我が国の法体

系について 
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前記１のとおり、避難計画に関する事項等は、ＩＡＥＡの安全基準である「原

子力発電所の安全：設計」における第５の防護レベルに関する事項に含まれてい

る。もっとも、ＩＡＥＡの深層防護の考え方においては、第１層から第５層に係

る全ての対応を設置許可基準規則等の原子力事業者に対する規制に規定すること

は求められていない。また、同じくＩＡＥＡの安全基準である「原子力又は放射

線の緊急事態に対する準備と対応」においては、緊急事態に対する準備等におけ

る役割と責任を予め割り当てることを求められているのであって、避難計画に関

する事項を含む緊急事態に対する準備等を原子力事業者に対する規制に規定する

ことは求められていない。 

そうであるところ、前記２のとおり、我が国の法制度上、避難計画等、第５の

防護レベルに関する事項については、災害対策基本法及び原子力災害対策特別措

置法に基づいて措置がとられることとされており、設置許可基準規則に避難計画

に関する事項が含まれていないことのみをもって、設置許可基準規則がＩＡＥＡ

の安全基準に抵触するものではない。 

なお、緊急事態に対する準備等における役割と責任については、前記２（２）

で述べたとおり、災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法において、国、

地方公共団体、原子力事業者等にそれぞれ割り当てられている。 

以上に加え、法制度面のみならず、実態面でも、災害対策基本法及び原子力災

害対策特別措置法を始めとする関係法令等に基づき、国、地方公共団体、原子力

事業者等が実効的な避難計画等の策定や、訓練を通じた検証等を行っており、こ

の点からも、第５の防護レベルにおいて求められている措置は担保されており、

ＩＡＥＡの安全基準に抵触するものではない。 
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§２ ２－５ 深層防護の考え方 避難計画 

 

１ 都道府県、市町村等が作成する避難計画等に関する国の関与、支援について 

原子力災害に関する避難計画等については、災害対策基本法及び原子力災害対

策特別措置法において、国が示す防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、

都道府県、市町村等が策定することとされている。 

そして、避難計画等の策定や改善については、以下に述べるとおり、原子力規

制委員会を含む国の行政機関によるきめ細やかな関与や支援を行っている。 

（１）計画策定に必要な情報の提供 

原子力規制委員会は、原子力災害対策特別措置法６条の２に基づき、国、地

方公共団体等が防災計画等を策定する際等における科学的、客観的判断を支援

するために、専門的・技術的事項等を定めた原子力災害対策指針を策定してい

る。同指針においては、例えば、発電所等からの放射性物質の放出前における

避難等の防護措置の判断の基準となる緊急事態区分*1及び緊急時活動レベル（Ｅ

ＡＬ*2）や、ＰＡＺやＵＰＺの距離の目安など、自治体等が防災計画等を策定す

るにあたって参照すべき専門的・技術的事項等が記載されている。 

 
*1 緊急事態の初期対応段階においては、原子力施設の状況等に応じた防護措置の準備やその実

施等を適切に進めることが重要であることから、原子力災害対策指針は、原子力施設の状況に

応じて緊急事態を、警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態の３つに区分しており、そ

れぞれの区分においてどのような措置等を講ずべきか記述している。 

*2 Emergency Action Level の略。どの緊急事態区分に該当する状況であるかを原子力事業者が

判断するための基準。 

 

2-5-2 原子炉等規制法では、原子力規制委員会による避難計画等の審査は行われ

ていないが、避難計画等については、原子力規制委員会を含む国の行政機関によ

る関与、支援はなされているのか。 

 



 

75 
 

また、内閣総理大臣を会長とし、関係閣僚等で構成する中央防災会議は、災

害対策基本法３４条に基づき、国、地方公共団体、原子力事業者等のそれぞれ

の役割や、地域防災計画等において重点をおくべき事項の指針を示した防災基

本計画を策定しており、第１２編において原子力災害対策について記述してい

る。 

 

（２）計画の具体化・充実化支援 

内閣府は、原子力防災会議*3の決定に基づき、原子力発電所の所在する地域ご

とに、原子力規制庁を含む関係府省庁、地方公共団体等を構成員等とする地域

原子力防災協議会（以下「地域協議会」という。）を設置している。そして、

内閣府を始めとする関係府省庁は、地域協議会における要配慮者対策、避難先

や移動手段の確保、国の実動組織の支援、原子力事業者に協力を要請する内容

等についての検討及び具体化を通じて、地域防災計画・避難計画の具体化・充

実化の支援を行っている。これに伴い、内閣府は、地域の防災拠点となる施設

や緊急時に必要となる資機材の整備等について、地方公共団体に対し、交付金

等での財政的支援も実施している。 

そして、内閣府を始めとする関係府省庁、地方公共団体等は、地域協議会に

おいて、避難計画を含むその地域の緊急時における対応（以下「緊急時対応」

という。）が、原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的なものであ

ることを確認するものとされている。内閣府は、地域協議会における確認結果

を原子力防災会議に報告し、同会議の了承を得ることとされている。既に、鹿

児島県の川内地域、愛媛県の伊方地域及び福井県の高浜地域については、緊急

時対応を各地域協議会において確認した後、原子力防災会議に報告し了承を得

 
*3 緊急時に備えて、平時から政府全体で原子力防災対策を推進するために内閣に設置された組

織であり、内閣総理大臣を始め全閣僚や原子力規制委員会委員長によって構成されている（原

子力基本法３条の３から３条の５）。 
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ており、他の地域についてもこうした取組を進めている。 

 

（３）計画のさらなる改善・強化に向けた支援 

避難計画等は、一度策定したら終わりではなく、防災訓練の実施による実効

性の検証等を通じ、さらなる改善・強化に継続的に取り組むことが重要である。

このため、地方公共団体が実施する防災訓練についても、訓練の目的、実施項

目、反省点の抽出方法等について地域協議会において検討を行うほか、国が防

災訓練に参加するなどの支援を行っている。これらの訓練の実施結果、成果、

抽出された反省点等については、地域協議会において検討、共有がなされ、地

域防災計画等の改善・強化につなげられる仕組みとなっている。 

 

２ 原子力事業者防災業務計画について 

原子力災害対策特別措置法７条に基づき原子力事業者が作成する原子力事業者

防災業務計画については、作成時や修正時に内閣総理大臣及び原子力規制委員会

への届出及び要旨の公表が義務付けられている（同条３項）。また、内閣総理大

臣及び原子力規制委員会は、原子力事業者防災業務計画が原子力災害の発生若し

くは拡大を防止するために十分でないと認めるときは、原子力事業者に対し、上

記計画の作成又は修正を命ずることができる（同条４項）。そして、原子力事業

者が上記命令に違反した場合、原子力規制委員会は、発電用原子炉の設置許可の

取消し又は１年以内の期間を定めてその運転の停止を命ずることができる。なお、

原子力規制委員会は、届出のあった原子力事業者防災業務計画について、順次公

表を行っている。 
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図１ 国による避難計画等の具体化・充実化支援等の全体図 
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§２ ２－６ 安全目標と新規制基準の関係 

 

１ 相対的安全の考え方に立脚した原子力分野における安全目標 

本資料「§１ １－２」で述べたとおり、科学技術分野においては絶対的な安

全性は達成することも要求することもできないものであるから、万が一、重大事

故が発生したときは、当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命、身体に

重大な危害を及ぼし、周辺環境を放射性物質によって汚染するなど、深刻な災害

を引き起こすおそれがあることを念頭に安全の確保を考える必要がある。 

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の国際原子力安全諮問グループ*1では、原子力発電

所の基本的安全原則（Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants 75-

INSAG-3 Rev.1、INSAG-12）を策定し、その中において、総合原子力安全目標を 

・原子力発電所において、放射線ハザードに対しての効果的な放射線防護策

を確立、維持することにより、個人、社会及び環境を守ること 

としている（１３項）。 

さらに、技術的安全目標として、 

・原子力発電所内の事故を高い信頼性を持って防ぐこと 

・発電所の設計段階で考慮される全ての事象に対し、また、発生確率が極めて

低い事故に対して、万が一放射線影響が生じる場合は、それが重大なもので

はないことを確かめること 

・深刻な放射線影響を伴うようなシビアアクシデントの可能性は極めて小さい

 

*1 国際原子力安全諮問グループ（ＩＮＳＡＧ(International Nuclear Safety Advisory Group)）

は国際的に重要な原子力安全問題一般について、情報交換や事務局長への勧告を行う諮問機関と

して事務局長の下に設置され活動している組織である。 

 

2-6-1 安全目標と新規制基準はどのような関係にあるか。 
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ことを確認すること 

を掲げる（１９項）。その上で、既設の原子炉と将来の新設炉を区別して具体的

な到達目標を定め、既設の原子炉に関して、 

・技術的安全目標に対応する到達目標は、重大な炉心損傷の発生する可能性が

約１０－４／炉年以下であることである。 

・シビアアクシデントの管理、緩和対策により、短期的な敷地外対応を必要と

するような大規模放射能放出の可能性は、少なくとも１０分の１に減少され

るであろう。 

と、具体的な到達目標を提示している（２７項）。 

なお、海外においても、安全目標を定めており、炉心損傷頻度に関して、例え

ば米国*2では既設炉に対し１０－４/炉年としている。また、放射性物質の大規模

放出に関して、例えば放出量は規定せず頻度のみを指標とする米国（LRF*3が既設

炉に対し１０－５/炉年）などの国もある一方、具体的な頻度とともに放出量も指

標に加えているカナダ*4（新設炉に対し、セシウム１３７の１００テラベクレル

以上の放出は１０－６/炉年未満）などの国もある。 

 

２ 規制と安全目標の関係について 

（１）原子力安全委員会での安全目標、性能目標の議論 

ア 安全目標の役割と定義について 

我が国では、安全目標について原子力安全委員会の安全目標専門部会にお

いて「安全目標に関する調査審議状況の中間とりまとめ（平成１５年１２月）」

 
*2 SECY-13-0029,“History of the Use and Consideration of the Large Release Frequency 

Metric by the U.S Nuclear Regulatory Commission”, March 22, 2013 

*3 LRF (Large Release Frequency) とは、放射性物質の大規模な放出が生じる頻度のことであ

り、大規模とはヨウ素又はセシウムの放出量で決まる。 

*4 RD-337,“Design of New Nuclear Power Plants”, Canadian Nuclear Safety Commission, 

November 2008 
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がなされ、原子力安全委員会において同中間とりまとめが了承されている。

そこでは、「安全目標は、国の安全規制活動が事業者に対してどの程度発生

確率の低いリスクまで管理を求めるのかという、原子力利用活動に対して求

めるリスクの抑制の程度を定量的に明らかにするものである。」とし、その

定性的目標案として、「原子力利用活動に伴って放射線の放射や放射性物質

の放散により公衆の健康被害が発生する可能性は、公衆の日常生活に伴う健

康リスクを有意には増加させない水準に抑制されるべきである。」としてい

る。また、定量的目標案として、「原子力施設の事故に起因する放射線被ば

くによる、施設の敷地境界付近の公衆の個人の平均急性死亡リスクは、年あ

たり百万分の１程度を超えないように抑制されるべきである。また、原子力

施設の事故に起因する放射線被ばくによって生じ得るがんによる、施設から

ある範囲の距離にある公衆の個人の平均死亡リスクは、年あたり百万分の１

程度を超えないように抑制されるべきである。」としている。 

イ 安全目標の取扱いについて 

上記のような安全目標の役割を踏まえた上で、平成１５年の原子力安全委

員会の中間とりまとめにおいて、「安全目標」の取扱いに関し、これまで安

全目標を活用した経験のない我が国としては、「まずは、規制活動の合理性、

整合性といった各種規制活動の全体にわたる判断の参考として適用し、個別

の施設に対する規制等、より踏み込んだ適用は、安全目標適用の経験を積ん

だ段階で着手するのが適切としている。これは、米国における初期の安全目

標適用の考え方と同様であり、リスク評価に不確実さが伴うことへの対処で

ある。ある施設は安全目標を満足しており、他の施設は満足していないとい

った結果が出てきた時、満足していない施設は不安全と直ちに結論付けるこ

とはせず、なぜそのような違いが生じたか、規制の何処に不適当なところが

あったかという見直しが行われることになる。個別の施設が安全か否かの判

断は、こうして見直された規制体系に基づいてなされることになる」。また、
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「将来、安全目標の適用経験が積まれ、かつ、リスク評価結果に対する信頼

性が一層高まれば、個別施設の安全性を安全目標に照らして判断するような

利用や、さらには、原子力施設の設計手法において安全目標が活用されるこ

ともあり得ると考えられる。」としており、リスク評価に不確実性が伴うこ

とを考慮しつつ、規制当局が行うべき各種規制活動の全体にわたる判断の参

考として適用することに言及している。 

ウ 性能目標の議論 

性能目標とは、平成１５年の原子力安全委員会の中間とりまとめにおいて、

原子炉施設の運転などの安全確保には多重防護の考え方が採用されているこ

とを踏まえると、原子炉であれば炉心の大規模な損傷事象の発生確率を評価

するレベル１ＰＳＡ *5及び格納容器から大量の放射性物質が放散する事象の

発生確率まで評価するレベル２ＰＳＡ *6の結果について、安全目標に適合し

ていることの判断の目安となる水準を、性能目標として検討し、示しておく

ことが合理的である、としている。 

そして、原子力安全委員会の安全目標専門部会の「発電用軽水型原子炉施

設の性能目標について-安全目標案に対応する性能目標について-（平成１８

年３月２８日）」*7においては、「発電炉周辺の公衆リスクは炉内の大量の放

射性物質の環境への放出に起因することから、性能目標として用いる指標は

炉心の健全性、即ちレベル１ＰＳＡや、格納容器の閉じ込め機能の健全性、

即ちレベル２ＰＳＡに関連し、施設の性能をよく代表するもの、かつ、定義

 
*5 炉心損傷の発生に至る事故シナリオを同定すると共に、その定量化を行って炉心損傷事故の

発生確率を評価する PSA をいう。なお、PSA とは、確率論的安全評価(Probabilistic Safety 

Assessment)のことであり、確率論的リスク評価（ＰＲＡ）と同じ。 

*6 レベル 1PSA に加え、格納容器から大量の放射性物質が放散する事故のシナリオを同定すると

共に、その発生確率及び放射性物質の放出量を評価する PSA をいう。 

*7 同報告書は、同専門部会にて取りまとめられた後、原子力安全委員会にて報告され、審議に

おいて、性能目標については、リスク情報活用に向けた活動を具体化する上で重要との認識が

示された。 
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が明瞭で、適切に定量化できるものを選ぶ必要がある。」としている。 

そして、指標としては炉心損傷頻度（ＣＤＦ：Core Damage Frequency）及

び格納容器機能喪失頻度（ＣＦＦ：Containment Failure  Frequency）を併

用することとし、「指標値案を導出するに当たっては、我が国において得ら

れた知見及び米国等におけるＰＳＡ結果等を参考に、個人の平均死亡リスク

で示された定量的安全目標値案に対応するＣＦＦについて、事故が発生した

とした場合の条件付平均死亡確率の分析を行った。」としている。具体的に

は、「発生確率は極めて低いが、発生した場合には、周辺公衆に急性あるい

はがん死亡をもたらすような格納容器機能喪失を伴う大規模な事故のソース

ターム*8を仮定した。さらに仮想サイトの気象、人口分布データを用い、施設

の外側の層にある防護機能としての防災対策については、控えめな仮定を設

けてその効果を評価し、上限に相当するような保守的な条件付死亡確率をま

ず推定した。一方、既に得られている我が国における代表的プラント及びサ

イトにおけるレベル３ＰＳＡ *9結果から推定される条件付死亡確率からその

保守性を確認した。このようにして、ここで得られた条件付死亡確率を基に、

ＣＦＦに対する指標値案１０－５/年程度を導出した。」としている。 

さらに、「格納容器機能喪失頻度は炉心損傷頻度と炉心損傷事故時の条件

付格納容器機能喪失確率（ＣＣＦＰ：Conditional Containment Failure 

Probability）の積で表され、前者は炉心損傷の防止機能を表し、後者は格納

容器の閉じ込めに関する性能を表すと考えることができる。公衆へのリスク

が同じであれば、炉心損傷に至る事故の発生頻度は低い方が望ましいため、

格納容器に過大な期待を置かないようにするとの考えから、ＣＤＦに対して

は１０－４/年程度を指標値案とする。」としている。 

 
*8 大気中に放出される放射性物質の種類、放出量、継続時間、放出エネルギー等の総称。 

*9 レベル 2PSA に加え、プラント周辺の気象条件等を考慮し環境に放出される放射性物質による

公衆の健康リスクを評価する PSA をいう。 
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（２）原子力規制委員会での安全目標の議論 

「安全目標」に関しては、原子力安全委員会において前記（１）のような議

論があったものの決定がなされていなかったため、原子力規制委員会は、この

検討を進め、平成２５年４月１０日に合意に至っている。 

具体的な合意内容は以下のとおりである。 

安全目標は、原子力規制委員会が原子力施設の規制を進めていく上で達成を

目指す目標である。 

平成１８年までに原子力安全委員会安全目標専門部会において詳細な検討が

行われていた 

・炉心損傷頻度について「１０－４/年程度」 

・格納容器機能喪失頻度について「１０－5/年程度」  

といった検討結果は原子力規制委員会が安全目標を議論する上で十分に議論の

基礎となるものと考えられる。 

ただし、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、放射性物質による環

境への汚染の視点も安全目標の中に取り込み、万一の事故の場合でも環境への

影響をできるだけ小さくとどめる必要がある。具体的には、世界各国の例も参

考に、発電用原子炉については、事故時のセシウム１３７の放出量が１００テ

ラベクレルを超えるような事故の発生頻度は、テロ等によるものを除き１００

万炉年に１回程度を超えないように抑制されるべきであることを追加するべき

である。（なお、事故時のセシウム１３７の放出量に係る判断基準が１００テ

ラベクレルになっている理由については、本資料「§３ ３－３ 3-3-5」にお

いて述べる。） 

そして、原子炉等規制法によるバックフィット規制の導入の趣旨に鑑み、現

状では安全目標は全ての発電用原子炉に区別無く適用するべきものである。 

なお、平成２５年３月６日の原子力規制委員会に提出された論点のうちの残
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された論点（例えば、新設炉と既設炉で目標値を分けるべきか否かなど）に関

する議論を含め、安全目標に関する議論は、継続的な安全性向上を目指す原子

力規制委員会として、今後とも引き続き検討を進めていくものとする。 

 

（３）新規制基準と安全目標の関係について 

原子力規制委員会は、安全目標は、基準ではなく規制を進めていく上で達成

を目指す目標であると位置付けた。 

そして、原子炉等規制法の改正により新設された４３条の３の２９（発電用

原子炉施設の安全性の向上のための評価）により、発電用原子炉設置者は施設

定期検査終了後６ヶ月以内に自ら、安全性の向上のための評価を実施し、その

結果を原子力規制委員会に届け出ることとなる。この安全性向上のための評価

には、炉心損傷頻度、格納容器機能喪失頻度及びセシウム１３７の放出量が１

００テラベクレルを超えるような事故の発生頻度の評価が含まれており、原子

力規制委員会は安全目標を参考にこの評価結果を踏まえ、必要な場合には、規

制基準等の見直しを行い、発電用原子炉設置者に対策をさせることとなる。 

こうした安全目標を参考とする取組みにより、発電用原子炉施設の安全性に

ついて継続的な向上を図ることができる。 
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§２ ２－７ 安全重要度分類・耐震重要度分類の考え方 

 

１ 安全重要度分類とは 

発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な各種の機能について、安

全上の見地からそれらの相対的重要度を定めて分類することを「安全重要度分

類」といい、これらの機能を果たすべき構築物、系統及び機器(以下「ＳＳＣ」

(Structure, System and Component)という。) の設計に対して、適切な要求を

行うために定められたものである。 

安全重要度分類については、設置許可基準規則及び発電用軽水型原子炉施設

の安全機能の重要度分類に関する審査指針（以下「重要度分類指針」という。）

に規定されている。 

このうち、設置許可基準規則においては、安全機能*1を有するＳＳＣは、 

① 安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されたも

のでなければならない。 

② 安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を

有するものは、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場

合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できるよう、当

 
*1 「安全機能」とは、発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な機能であって、次に

掲げるものをいう。 

イ その機能の喪失により発電用原子炉施設に運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発

生し、これにより公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがある機能 

ロ 発電用原子炉施設の運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の拡大を防止し、又は速や

かにその事故を収束させることにより、公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を

防止し、及び放射性物質が発電用原子炉を設置する工場又は事業所外へ放出されることを抑

制し、又は防止する機能（設置許可基準規則２条２項５号） 

 

2-7-1 安全重要度分類とはどのような考え方なのか。また、それを規制で採用する理由

は何か。 
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該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多

重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するものでなければならない。 

とし、重要度に応じた信頼性が求められている（１２条１項及び２項）。 

そして、重要度分類指針において、具体的に安全機能の分類及び重要度の分

類が定められている。 

このうち、安全機能の分類については、それが果たす安全機能の性質に応じ

て、次の２種類に分類される。 

① その機能の喪失により、原子炉施設を異常状態に陥れ、もって一般公衆

ないし従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれのあるもの（異常発生

防止系。以下「ＰＳ」（Prevention System）という。）。 

② 原子炉施設の異常状態において、この拡大を防止し、又はこれを速やか

に収束せしめ、もって一般公衆ないし従事者に及ぼすおそれのある過度の

放射線被ばくを防止し、又は緩和する機能を有するもの（異常影響緩和系。

以下「ＭＳ」（Mitigation system）という。）。 

さらに、重要度の分類については、ＰＳ及びＭＳのそれぞれのＳＳＣを、そ

の有する安全機能の重要度に応じ、最も重要度の高いクラス１からクラス３ま

での３つに分類している(表１参照)。 

このうち、ＰＳのクラス１（以下「ＰＳ－１」等という。）は、「その損傷

又は故障により発生する事象によって、(a)炉心の著しい損傷、又は(b)燃料の

大量の破損を引き起こすおそれのある構築物、系統及び機器」であり、原子炉

冷却材圧力バウンダリ機能（§３ ３－２ 3-2-1 参照）を有する原子炉圧力

容器等が該当する。また、ＰＳ－２は、「その損傷又は故障により発生する事

象によって、炉心の著しい損傷又は燃料の大量の破損を直ちに引き起こすおそ

れはないが、敷地外への過度の放射性物質の放出のおそれのある構築物、系統

及び機器」等であり、原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないも

のであって、放射性物質を貯蔵する機能を有する使用済燃料ピット等が該当す
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る。さらに、ＰＳ－３は、「異常状態の起因事象となるものであって、ＰＳ－

１及びＰＳ－２以外の構築物、系統及び機器」等であり、プラント計測・制御

機能を有する原子炉制御系等が該当する。 

また、ＭＳのクラス１（ＭＳ－１）は、異常状態発生時に原子炉を緊急に停

止し、残留熱を除去し、原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧を防止し、敷地周

辺公衆への過度の放射線の影響を防止する等のＳＳＣであり、原子炉の緊急停

止機能を有する制御棒及び制御棒駆動系等が該当する。さらに、ＭＳ－２は、

ＰＳ－２のＳＳＣの損傷又は故障により敷地周辺公衆に与える放射線の影響を

十分小さくするようにする等のＳＳＣであり、燃料プール水の補給機能を有す

る使用済燃料ピット補給水系等が該当する。そして、ＭＳ－３は、運転時の異

常な過度変化があっても、ＭＳ－１、ＭＳ－２とあいまって、事象を緩和する

等のＳＳＣであり、原子炉圧力の上昇の緩和機能を有する加圧器逃し弁の自動

操作等が該当する。 
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図１ 加圧水型原子炉における重要度分類の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉圧力容器  
(PS-1 原子炉冷

却材圧力バウン

ダリ機能) 

制御棒及びスクラ

ム機能 

(MS-1 原子炉の緊

急停止機能) 

原子制御系 

(PS-3 プラント計測・制

御機能) (この例では、原

子炉圧力制御系として、

加圧器スプレイ弁と加圧

器ヒータを図示) 

加圧器逃し弁(自動操作) 

(MS-3 原子炉圧力の上昇

の緩和機能) 
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図２ 使用済燃料貯蔵槽等における重要度分類の例 

 

各クラスに属するＳＳＣの基本設計ないし基本的設計方針は、確立された設

計、建設及び試験の技術並びに運転管理により、安全機能確保の観点から、次

のとおり、基本的目標を達成できるものでなければならないとしている。 

すなわち、クラス１については、「合理的に達成し得る最高度の信頼性を確

保し、かつ、維持すること。」、クラス２については、「高度の信頼性を確保

し、かつ、維持すること。」、クラス３については、「一般の産業施設と同等

以上の信頼性を確保し、かつ、維持すること。」とされている（重要度分類指

針Ⅴ.安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する設計上の考慮 １．基本

的目標）。 

そして、上記基本的目標を満足するように設計上の配慮がなされなければな

らないことから、重要度分類指針においては、信頼性に対する設計上の考慮と

して、(ａ) ＰＳ－１のうち、通常運転時に開であって、事故時閉動作によって

使用済燃料ピット補

給水系 (MS-2 燃料プ

ール水の補給機能) 

使用済燃料貯蔵槽  
(PS-2 原子炉冷却材圧力バウンダリ

に直接接続されていないものであっ

て、放射性物質を貯蔵する機能) 
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原子炉冷却材圧力バウンダリ機能の一部を果たすこととなる弁、(ｂ) ＭＳ－

１、(ｃ) ＭＳ－２のうち、事故時のプラント状態の把握機能を果たすべき系統、

については、「重要度の特に高い安全機能を有する系統」とみなし、その構造、

動作原理、果たすべき安全機能の性質等を考慮して、多重性又は多様性及び独

立性を備えた設計であることを要求している。 

 

２ 安全重要度分類を採用することの合理性について 

安全重要度分類によりクラス分類されたＳＳＣは、クラスごとに適用される

基準が異なる。 

具体的には、重要安全施設（設置許可基準規則２条２項９号に規定する重要

安全施設をいう。）は、クラス１に分類されるものであるが、他のクラスに属

する機器とは異なり、設置許可基準規則１２条２項に基づき多重性又は多様性

が要求される。また、これらのうち、機能を維持するために電力が必要となる

ものについては、同規則の解釈３３条１項に基づき、多重性を損なうことがな

いように、電力を供給するための電気系統についても系統分離を考慮して母線

が構成されること、電気系統を構成する個々の機器が信頼性の高いものである

こと、非常用所内電源系からの受電時等の母線の切替操作が容易であることが

要求される。 

このように、安全上の重要度の大きいＳＳＣに対して、他のＳＳＣより高度

の信頼性を要求することは工学的見地からすれば自然であり、合理的な考え方

である。 
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表１ 安全上の機能別重要度分類に係る定義及び機能 

分類 定義 機能 

クラス１ ＰＳ－１ その損傷又は故障により発生する事

象によって、 

(a)炉心の著しい損傷、又は 

(b)燃料の大量の破損 

を引き起こすおそれのある構築物、

系統及び機器 

１）原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 

（例：原子炉圧力容器、一次冷却材配管等） 

２）過剰反応度の印加防止機能 

（例：制御棒駆動装置等） 

３）炉心形状の維持機能 

（例：燃料集合体等） 

ＭＳ－１ １）異常状態発生時に原子炉を緊急

に停止し、残留熱を除去し、原子炉

冷却材圧力バウンダリの過圧を防

止し、敷地周辺公衆への過度の放

射線の影響を防止する構築物、系

統及び機器 

１）原子炉の緊急停止機能 

（例：制御棒等） 

２）未臨界維持機能 

（例：ほう酸水注入系等） 

３）原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機

能 

（例：加圧器安全弁等） 

４）原子炉停止後の除熱機能 

（例：余熱除去系、補助給水系等） 

５）炉心冷却機能 

（例：非常用炉心冷却系等） 

６）放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へ

い及び放出低減機能 

（例：原子炉格納容器、原子炉格納容器スプレ

イ系等） 

２）安全上必須なその他の構築物、

系統及び機器 

１）工学的安全施設及び原子炉停止系への作動

信号の発生機能 

（例：安全保護回路等） 

２）安全上特に重要な関連機能 

（例：非常用ディーゼル発電機、原子炉補機冷

却系等） 

クラス２ ＰＳ－２ １）その損傷又は故障により発生す

る事象によって、炉心の著しい損

傷又は燃料の大量の破損を直ちに

引き起こすおそれはないが、敷地

外への過度の放射性物質の放出の

おそれのある構築物、系統及び機

器 

１）原子炉冷却材を内蔵する機能（ただし、原

子炉冷却材圧力バウンダリから除外されて

いる計装等の小口径のもの及びバウンダリ

に直接接続されていないものは除く。） 

（例：原子炉冷却材浄化系（圧力バウンダリ以

外の部分）等） 

２）原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続さ

れていないものであって、放射性物質を貯蔵

する機能 

（例：使用済燃料ピット等） 

３）燃料を安全に取り扱う機能 

（例：燃料取扱クレーン等） 

２）通常運転時及び運転時の異常な

過渡変化時に作動を要求されるも

のであって、その故障により、炉心

冷却が損なわれる可能性の高い構

築物、系統及び機器 

 

 

 

 

 

１）安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能 

（例：加圧器安全弁（吹き止まり機能）等） 

ＭＳ－２ １）ＰＳ－２の構築物、系統及び機 １）燃料プール水の補給機能 
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分類 定義 機能 

器の損傷又は故障により敷地周辺

公衆に与える放射線の影響を十分

小さくするようにする構築物、系

統及び機器 

（例：燃料ピット水補給ライン等） 

２）放射性物質放出の防止機能 

（例：気体廃棄物処理設備の隔離弁等） 

２）異常状態への対応上特に重要な

構築物、系統及び機器 

１）事故時のプラント状態の把握機能 

（例：原子炉計装設備の一部等） 

２）異常状態の緩和機能 

（例：加圧器逃がし弁（手動開閉機能）等） 

３）制御室外からの安全停止機能 

（例：中央制御室外原子炉停止装置（安全停止

に関連するもの）等） 

クラス３ ＰＳ－３ １）異常状態の起因事象となるもの

であって、ＰＳ－１及びＰＳ－２

以外の構築物、系統及び機器 

１）原子炉冷却材保持機能（ＰＳ－１、ＰＳ－

２以外のもの） 

（例：試料採取設備の配管等） 

２）原子炉冷却材の循環機能 

（例：一次冷却材ポンプ等） 

３）放射性物質の貯蔵機能 

（例：液体廃棄物処理設備（貯蔵機能を有する

範囲）等） 

４）電源供給機能（非常用を除く。） 

（例：外部電源受電設備（開閉所、変電所）等） 

５）プラント計測・制御機能（安全保護機能を

除く。） 

（例：原子炉制御系の一部等） 

６）プラント運転補助機能 

（例：補助蒸気設備等） 

２）原子炉冷却材中放射性物質濃度

を通常運転に支障のない程度に低

く抑える構築物、系統及び機器 

１）核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散防

止機能 

（例：燃料被覆管等） 

２）原子炉冷却材の浄化機能 

（例：原子炉冷却材浄化系等） 

ＭＳ－３ １）運転時の異常な過渡変化があっ

ても、ＭＳ－１、ＭＳ－２とあいま

って、事象を緩和する構築物、系統

及び機器 

１）原子炉圧力の上昇緩和機能 

（例：加圧器逃がし弁（自動操作）等） 

２）出力上昇の抑制機能 

（例：制御棒引抜阻止インターロック等） 

３）原子炉圧力の上昇の緩和機能 

（例：ほう酸補給ライン等） 

４）タービントリップ機能 

（例：タービン保安装置等） 

２）異常状態への対応上特に重要な

構築物、系統及び機器 

１）緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把

握機能 

（例：通信連絡設備、消火設備等） 
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§２ ２－７ 安全重要度分類・耐震重要度分類の考え方 

 

 

 

 

 

１ 国際原子力機関における考え方 

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）においては、ＩＡＥＡの安全基準の一つである「原

子力発電所の安全：設計」（ＳＳＲ－２／１（Ｒｅｖ.１））において、安全重要

度分類の考え方が規定されており、すべての安全上重要なＳＳＣは特定されなけ

ればならず、また、それらの機能と安全上の重要度に基づいて、以下の４つの因

子に十分配慮して分類されなければならないとされている (要件２２) 。 

① 設備によって果たされるべき安全機能 

② 安全機能を果たせなかったときの影響 

③ 安全機能を果たすために設備が起動される頻度 

④ 想定起因事象が発生してから安全機能を果たすために設備が起動される時

間又は安全機能を果たすために設備が起動される期間 

また、これら４つの因子に基づき、安全上重要なＳＳＣを具体的にどのように

分類するかについては、「原子力発電所における構築物、系統及び機器の安全分

類」（個別安全指針Ｎｏ．ＳＳＧ－３０）で規定されている。 

具体的には、まず発電所の設計、安全解析（我が国の設置許可申請書の添付書

類１０における安全評価に相当）及び主要な安全機能がどのように達成されるか

という基本的な理解を基に、安全上重要なＳＳＣを「設計対応策(Design 

Provision)」または「機能(Function)」に分類する。「設計対応策」は、主に事

故の発生確率を低減させるものであり、我が国の「発電用軽水型原子炉施設の安

全機能の重要度分類に関する審査指針」（以下「重要度分類指針」という。）の

 

2-7-2 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）においては、安全重要度分類について、ど

のように考えられているか。 
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「ＰＳ（異常発生防止系）」に概ね相当する。また、「機能」は、事故の結果を

確率との関係から受容できるようにするものであり、我が国の重要度分類指針の

「ＭＳ（異常影響緩和系）」に概ね相当する。これらの包括的な考え方を図１に

示す。設計対応策は主として事故の確率を低減するために行われ、また、機能は

事故の確率に応じ、事故の結果を容認可能なレベルにまで小さくするものである

ことを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 確率と結果の基本原理(SSG-30 より引用) 

 

次に各ＳＳＣの安全クラス分類は、安全評価結果を活用して行うこととしてお

り、機能喪失した場合の過酷度 *1で安全重要度分類上の安全クラス１から３に分

 
*1 過酷度とは、その機能喪失により、設計基準事故の判断基準を超えるものを“高”、その機能

喪失により、予期される運転時の事象の判断基準を超えるものを“中”、その機能喪失により、
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類される。例えば、基本的安全機能を有する非常用炉心冷却装置は、設計基準事

故である１次冷却材喪失事故の安全解析において作動を期待しているが、仮に機

能喪失し、設計基準事故の判断基準を超える場合、過酷度は“高”となり、安全

クラス１に分類される。 

なお、修理等の時間や必要期間内に代替設備が使用できうることで当該機器の

信頼性を示すことができれば、クラス分類を低下できる可能性もあるとしている。 

このようにＳＳＧ－３０では、各ＳＳＣに安全クラスを振り付けることで、当

該ＳＳＣに適用されるべき信頼性や品質が明確になるとしている。 

 

２ 安全重要度分類の考え方に係る我が国とＩＡＥＡの比較 

前述のとおり、我が国の重要度分類指針においては、安全機能を有するＳＳＣ

をそれが果たす安全機能の性質に応じてＰＳとＭＳに分類し、それぞれが機能喪

失した場合の影響に基づきクラスを１から３に分類している。そして、その上で、

それぞれの分類に応じた信頼性の確保を求めることとしている。 

ＩＡＥＡにおいても、１で述べたとおり、安全上重要なＳＳＣを設計対応策と

機能で分類し、いずれも、機能喪失した場合の影響度に応じて分類するとしてお

り、各ＳＳＣに安全クラスを振り付けることで、適切な品質及び信頼性が明確に

なるとしている。 

したがって、ＩＡＥＡの安全重要度分類の考え方と我が国の安全重要度分類の

考え方とは基本的には同じとなっている。 

  

 
作業員の被ばくが線量限度を超えるものを“小”としている(SSG-30、3.11)。我が国の設計基準

事故の判断基準には、例えば周辺公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSv を超えない等

がある。  
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§２ ２－７ 安全重要度分類・耐震重要度分類の考え方 

 

１ 耐震重要度分類とは 

原子力発電所の施設が損傷すると、その施設が有している「止める」、「冷や

す」、「閉じ込める」といった安全機能が喪失し、事故が進展することによって

放射性物質が放出された場合等に、公衆に対し放射線による影響を与えることが

ある。こうした観点から、地震に起因する施設の損傷による放射線影響の程度に

応じて施設を分類しており、これを「耐震重要度分類」という。 

耐震重要度は、Ｓクラス、Ｂクラス、Ｃクラスの３クラスに分類される(別記参

照)。 

Ｓクラスに分類される施設は、安全機能が喪失した場合における公衆への影響

が大きい施設であり、例えば、原子炉を停止するために必要な機能を有する制御

棒やその駆動ユニット、炉心を冷却するために必要な機能を有する余熱除去ポン

プやその配管、放射性物質を内蔵している施設である原子炉圧力容器、放射性物

質の拡散を直接防ぐための施設である原子炉格納容器、使用済燃料を安全に貯蔵

するための使用済燃料プールやその水補給設備、津波防護機能を有する防潮堤等

の施設が該当する。いずれの施設も、その機能が喪失することにより放射性物質

が大量に放出される事故につながる可能性がある施設であり、公衆への影響が特

に大きい。 

Ｂクラスに分類される施設は、安全機能が喪失した場合における公衆への影響

がＳクラス施設と比べ小さい施設であり、例えば、放射性廃棄物を内蔵している

施設である液体廃棄物処理設備、使用済燃料を冷却するための施設である使用済

燃料ピット水冷却系等の施設が該当する。液体廃棄物処理設備は、放射性物質を

 

2-7-3 耐震重要度分類とは何か。 
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内蔵しているものの、原子炉圧力容器のように高温高圧の環境になるわけではな

く、放射性物質が臨界反応を起こしているような状態でもないため、Ｓクラスの

施設である原子炉圧力容器等より、相対的に公衆への影響は小さい。また、使用

済燃料ピット水冷却系は、その機能が喪失したとしても、使用済燃料ピットに水

を補給する設備（Ｓクラス）があり使用済燃料の冷却は継続できることから、相

対的に公衆への影響は小さい。 

Ｃクラスに分類される施設は、安全機能が喪失した場合における公衆への影響

が小さい施設であり、一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される程

度のものである。例えば、冷却水の水質を調査するための設備等である試料採取

系、発電所外へ送電する電気を発生させるための発電機等の施設が該当する。試

料採取系は、微量の放射性物質を含む冷却水を採取し、調査する設備等であるが、

その機能が喪失したとしても、放射性物質の大量放出等に至るものではなく、公

衆への影響は極めて小さい。 

なお、東北地方太平洋沖地震において、東京電力福島第一原子力発電所等で、

基準地震動と同等かそれを超える地震動による影響を受けた後に津波が襲来して

いることを考慮して、「津波防護機能を有する防潮堤等」は、基準地震動に耐え

てその機能を維持し、地震に続く基準津波に対しそれらの施設が耐津波性の機能

を発揮するよう求め、耐震重要度分類をＳクラスとしている。 

上記に示した施設は例示であり、必ずこの例示のとおりのクラス分類とするこ

とを要求しているものではない。各発電所はその施設、設備の内容がそれぞれ異

なるため、事業者は、実際の設計について、様々な条件、環境等を考慮した上で

施設のクラス分類を行う必要がある。 

 

２ 耐震重要度分類の合理性について 

耐震重要度分類によりクラス分類された施設は、クラスごとに適用される基準

が異なる。 
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すなわち、設置許可基準規則４条２項に基づき、設計基準対象施設が十分耐え

ることができるという地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計基

準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じ

て算定しなければならない。 

具体的には、同規則の解釈別記２により、例えば、Ｓクラスの施設は「弾性設

計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対してお

おむね弾性状態に留まる範囲で耐えること。」を要求されているのに対し、Ｃク

ラスの施設は「静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えること」

のみが要求されている。 

また、静的地震力における水平地震力の算定にあたり、建物・構造物の場合、

Ｓクラスは、Ｃクラスの３倍、ＢクラスはＣクラスの１．５倍大きい水平地震力

として算定すること等を要求している。 

なお、耐震重要施設（いわゆるＳクラスの施設）が、耐震重要度分類の下位の

クラス（Ｂ，Ｃクラス）に属する施設の機能喪失による影響（波及的影響）によ

って、その安全性を損なわないように設計することも要求しているため、例えば、

Ｂ，Ｃクラスに属する施設であっても、Ｓクラス並の強度を持たせることで、Ｂ，

Ｃクラスに属する施設が機能喪失しないように設計することもある。 

このように、発電用原子炉施設の耐震設計について、各施設の安全機能が喪失

した場合の影響の相対的な程度が大きい施設に対して、他の施設より水準の高い

要求をすることは工学的見地からすれば自然であり、合理的な考え方である。 

なお、米国も、我が国と同様に、重要な施設については、ＳＳＥ（安全停止地

震動）に対してその機能が維持されるよう設計されなければならないという考え

方である。  
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（別記） 耐震重要度分類に係る規制上の要求 

設置許可基準規則の解釈別記２では、耐震重要度分類の各クラスを以下のとお

り定義している。（施設の具体例は、本資料における追記。） 

○Ｓクラス 地震により発生するおそれがある事象に対して、原子炉を停止し、

炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵してい

る施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部

に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った

場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機

能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設、

並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止

するために必要となる施設であって、その影響が大きいものをいい、少なく

とも次の施設はＳクラスとすること。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系（例：原子炉圧力

容器、一次冷却材配管等） 

・使用済燃料を貯蔵するための施設（例：使用済燃料プール等） 

・原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設及び

原子炉の停止状態を維持するための施設（例：制御棒、ほう酸水注入系

等） 

・原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設（例：余熱除去系、

補助給水系等） 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するた

めの施設（例：非常用炉心冷却系等） 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物

質の放散を直接防ぐための施設（例：原子炉格納容器等） 
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・放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するた

めの施設であり、上記の「放射性物質の放散を直接防ぐための施設」以

外の施設（例：非常用ガス処理系、アニュラス空気浄化系等） 

・津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」という。）及び浸水

防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。）（例：防潮堤、

水密扉等。図１参照。） 

・敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設備」という。）

（例：津波監視カメラ等） 

 

図１ 津波対策施設・設備のイメージ 

 

○Ｂクラス 安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がＳクラ

ス施設と比べ小さい施設をいい、例えば、次の施設が挙げられる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、一次冷却材を内

蔵しているか又は内蔵し得る施設（例：原子炉冷却材浄化系等） 

・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし、内蔵量が少ない又は貯蔵

方式により、その破損により公衆に与える放射線の影響が実用発電用
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原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７

号）第２条第２項第６号に規定する「周辺監視区域」外における年間

の線量限度に比べ十分小さいものは除く。）（例：液体廃棄物処理設

備等） 

・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、

公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設（例：

使用済燃料ピットクレーン等） 

・使用済燃料を冷却するための施設（例：使用済燃料ピット水冷却系等） 

・放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するため

の施設で、Ｓクラスに属さない施設 

○Ｃクラス Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業

施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設をいう。 
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§２ ２－８ 共通要因に起因する設備の故障を防止する考え方 

 

１ 共通要因 *1に起因する設備の故障の防止 

安全施設 *2の機能が喪失する原因には、ある安全施設を構成する設備の偶発故

障（ランダム故障）とそれ以外の故障がある。後者は、地震等の自然現象と外部

人為事象（故意によるものは除く。）といった発電所外の事象（以下「外部事象」

という。）による故障と、内部火災、内部溢水等の発電所内の事象による故障で

ある。 

 
*1 ２つ以上の系統又は機器に同時に作用する要因であって、例えば環境の温度、湿度、圧力又

は放射線等による影響因子、系統若しくは機器に供給される電力、空気、油、冷却水等による

影響因子及び地震、溢水又は火災等の影響をいう。 

*2 設計基準対象施設のうち、安全機能を有するものをいう（設置許可基準規則２条２項８

号）。なお、同規則１２条１項は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されるも

のであることを要求しているが、その具体的内容については、発電用軽水型原子炉施設の安全

機能の重要度分類指針のとおりである。 

 

2-8-1 設計基準対象施設（設置許可基準規則第２章）における、共通要因に起因す

る設備の故障（共通要因故障）に対する基本的な考え方はどのようなものか。 
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図１ 安全施設を構成する設備を故障させる原因（例） 

 

設備の偶発故障に対しては、設備に高い信頼性を要求して、そもそも、設備が

偶発的に故障をしないようにするとともに、複数の設備が同時に偶発故障するこ

とを防ぐために、その要因を排除することを要求している。 

設備の偶発故障以外による設備の故障に対しては、その原因となる外部事象や

内部火災等の発電所内の事象が、共通要因故障を発生させ得るものであることか

ら、共通要因故障が発生すること自体を防ぐための対策を求めている（設置許可

基準規則３条から９条）。例えば設備に十分な強度を持たせ地震力に耐えること

である。なお、内部火災等の発電所内の事象による故障に対しては、それらによ

る事故を想定した対策も求めている。 
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§２ ２－８ 共通要因に起因する設備の故障を防止する考え方 

 

１ 設計基準対象施設に係る安全設計としての要求事項 

設置許可基準規則１２条１項は、「安全施設は、その安全機能の重要度に応じ

て、安全機能が確保されたものでなければならない。」と規定している。 

ここにいう「安全機能」とは、「発電用原子炉施設の安全性を確保するために

必要な機能」であって、「その機能の喪失により発電用原子炉施設に運転時の異

常な過渡変化又は設計基準事故が発生し、これにより公衆又は従事者に放射線障

害を及ぼすおそれがある機能」（以下「異常発生防止機能」という。）及び「発

電用原子炉施設の運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の拡大を防止し、又

は速やかにその事故を収束させることにより、公衆又は従事者に及ぼすおそれが

ある放射線障害を防止し、及び放射性物質が発電用原子炉を設置する工場又は事

業所外へ放出されることを抑制し、又は防止する機能」（以下「異常影響緩和機

能」という。）とされている（設置許可基準規則２条２項５号）。 

異常発生防止機能を有する系統については、高度の信頼性を確保し、そもそも、

異常な過渡変化又は設計基準事故の発生を防止する。さらに、事故が発生した場

合においても、事故を収束させるため、異常影響緩和機能を有する系統を要求し

ている。 

異常影響緩和機能を有する系統については、機器として高度の信頼性を確保す

るのみならず、システム（系統）としての高度の信頼性を確保するために、以下

に述べる「単一故障の仮定」を適用した場合においても機能できるよう、その系

統に多重性又は多様性及び独立性を確保することを要求している。具体的には、

 

2-8-2 設計基準対象施設（設置許可基準規則第２章）における設備の偶発故障に対

する対策はどのようなものか。 
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設置許可基準規則１２条２項は、「安全機能を有する系統のうち、安全機能の重

要度が特に高い安全機能を有するものは、当該系統を構成する機械又は器具の単

一故障が発生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能で

きるよう、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮し

て、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するものでなければならない。」

と規定している。 

ここでいう「多重性」とは、同一の機能を有し、かつ、同一の構造、動作原理

その他の性質を有する２以上の系統又は機器が同一の発電用原子炉施設に存在す

ること（設置許可基準規則２条２項１７号）、「多様性」とは、同一の機能を有

する２以上の系統又は機器が、想定される環境条件及び運転状態において、これ

らの構造、動作原理その他の性質が異なることにより、共通要因（２以上の系統

又は機器に同時に影響を及ぼすことによりその機能を失わせる要因をいう。）又

は従属要因（単一の原因によって確実に系統又は機器に故障を発生させることと

なる要因をいう。）によって同時にその機能が損なわれないこと（同項１８号）、

「独立性」とは、２以上の系統又は機器が、想定される環境条件及び運転状態に

おいて、物理的方法その他の方法によりそれぞれ互いに分離することにより、共

通要因又は従属要因によって、同時にその機能が損なわれないことをいう（同項

１９号）。 

このように、設置許可基準規則第２章は、安全施設に対し、安全確保のために

必要な機能の重要性に応じて十分に高い信頼性を確保し、かつ、維持し得る設計

であることを要求するとともに、重要度の特に高い安全機能を有する系統につい

ては、その構造、動作原理及び果たすべき安全機能の性質等を考慮して、多重性

又は多様性及び独立性を備えた設計であること、また、その系統を構成する機器

等の単一故障が発生し、かつ、外部電源が利用できない場合においても、その系

統の安全機能が達成できる設計であることを要求することにより、複数の設備が

同時に故障し安全機能が失われることがないよう設計することを求めている。 
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２ 安全評価 *1を行うことにより設計基準対象施設に係る安全設計の妥当性を確認

すべきことが要求されていること 

設置許可基準規則１３条は、設計基準対象施設について、通常運転の状態を超

える異常状態としての「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」におい

て、所定の機能を果たすべきことを求めている。 

その上で、設置許可基準規則１３条が定めるこれらの要求事項に関しては、原

子炉施設の安全設計の基本方針の妥当性を確認するため、安全評価審査指針等に

基づいて、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対する解析及び評価（安

全評価）を実施することを求めている（同規則の解釈同条）。 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故については、事故が不測のものであ

ることを踏まえ、その対策は、より一般的な考察に基づいた有効範囲の広い柔軟

なものである必要がある。そして、このような対策を体系的に整理する方法の一

つとして、原子力施設の設計において広く採用されているものが設計基準事象（Ｄ

ＢＥ：Ｄｅｓｉｇｎ Ｂａｓｉｓ Ｅｖｅｎｔ）の考え方である。 

すなわち、ある特定の事象に特化した対策では、実際に事象が発生した際に対

応できない可能性がある一方で、原子力施設を異常な状態に導く可能性がある事

象は無限に存在するため、それら１つ１つの全てについて安全対策を実施するこ

とは不可能である。もっとも、実際に系統や機器を設計する際には、そのための

具体的な条件が明確でなければ、設計は事実上不可能であり、どのような事象で

あるのかあらかじめ整理されていなければ効果的な対策をとることもできない。

そこで、このような矛盾を解決するため、工学的な観点に基づき、支配因子を組

 
*1 安全評価は、申請者において、通常運転状態を超えるような異常な事態をあえて想定した上

で解析評価を行い、そのような事態においても、当該原子炉施設の基本設計ないし基本的設計

方針において事故防止対策のために考慮された機器系統などの設計が妥当であることを念のた

め確認するものである。 
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み合わせて構成される無数の事象を想定した上で、それらを代表する少数の事象

を人工的に想定し、これらに対する具体的な安全対策を組み立てる方法が、設計

基準事象の考え方に基づくアプローチである。そして、このアプローチにおいて

は、設計基準事象は、現実に発生する可能性のある無数の事故や異常について広

い範囲にわたって有効なものであるために、工学的な観点から、限られた数の事

象の解析で適切に判断するため、類似した事故シナリオを広く包絡して想定され

る。 

このように、設計基準事象とは、工学的な観点から、類似した事故シナリオを

広く包絡する代表的事故シナリオを複数抽出したものであり、設置許可基準規則

においては、原子炉施設の安全設計とその評価に当たって考慮すべきものとして

抽出された事象であり、単一の故障を想定することまでが考慮される。ここで、

想定すべき故障を単一としているのは、設置許可基準規則１２条において安全機

能の重要度に応じて安全機能が確保されたものであることが要求されていること

等により、安全施設の信頼性が確保されているためである。 

原子炉施設の安全設計に係る基本方針の妥当性を確認するための安全評価は、

原子炉施設の内部に起因し、実際に発生する可能性のある運転時の異常な過渡変

化や設計基準事故に対して、安全機能の信頼性が確保されていることを確認する。

安全評価審査指針においては、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の安全

評価を行うに当たって、それぞれの設計基準事象の下で想定される起因事象たる

異常や故障の設定に加えて、解析条件の一つとして、原子炉停止、炉心冷却及び

放射能閉じ込めの各安全機能別に結果を最も厳しくする単一故障を仮定すること

を要求している。 

このように、設置許可基準規則は、設計基準対象施設について、運転時の異常

な過渡変化時及び設計基準事故時においても所定の機能を果たすことを求め、設

計の妥当性を確認するにあたっての評価の保守性の観点から、「単一故障の仮定」

を適用して安全評価を行うこととし、もって、事故防止対策の妥当性を確認する
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ことを要求している。 

 

３ 「単一故障の仮定」の考え方 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の解析に当たっては、それぞれの事

象の想定のもと、原子炉停止、炉心冷却及び放射能閉じ込めを主たる機能とする

系統について、原因を問わず、想定される起因事象である異常や故障の設定とは

別に、解析条件の一つとして、その機能別に結果を最も厳しくする機器の単一故

障を仮定することが要求されている。 

なお、安全設計においては、重要度の特に高い安全機能を有する系統は、その

系統を構成する機器の単一故障に加え、外部電源が利用できない場合においても、

その系統の安全機能が達成できる設計であることが要求される。 
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§２ ２－８ 共通要因に起因する設備の故障を防止する考え方 

 

2-8-3 設置許可基準規則における共通要因に起因する設備の故障（共通要因故障）

に対する考え方はどのようなものか（外部事象関係）。 

 

 

１ 設置許可基準規則における共通要因に起因する設備の故障に係る基本的な考

え方 

設置許可基準規則第２章は、外部事象に係る要求事項についても規定している。

まず、自然現象についていうと、地震及び津波に対する要求事項について規定し

ているほか（設置許可基準規則４条、５条）、「安全施設は、想定される自然現

象（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安全機能を損なわないも

のでなければならない。」旨規定し、洪水、風（台風）等想定される自然現象が

発生した場合においても安全機能が維持できることを求めるなどしている（設置

許可基準規則６条１項、同規則の解釈同条部分）。次に、外部人為事象について

いうと、「安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないものでなければなら

ない。」旨規定し、例えば近隣工場等の火災が発生した場合においても安全機能

が維持できることを求めるなどしている（同条３項、同規則の解釈同条部分）。 

このように、設置許可基準規則第２章は、設計基準対象施設の基本設計ないし

基本的設計方針として、想定される外部事象が発生した場合に、安全機能を損な

うおそれがないことを要求している。そして設置許可基準規則への適合性に関す

る審査では、原子炉施設について、想定される外部事象が発生した場合において

も複数の安全機能が一斉に失われる誘因とならない基本設計ないし基本的設計方

針となっているかを含め審査している。 
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すなわち、設置許可基準規則第２章は、共通要因となることが想定される外部

事象について設計上の考慮を要求することによって、「止める」、「冷やす」、

「閉じ込める」といった安全上の重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系

統及び機器が、設計上想定される外部事象によって機能を失うことを防止するこ

ととしている。これにより、外部事象による影響が原子炉施設に及んだ場合にお

いて、設計上期待される安全機能を果たせる状態を維持することができる。 

以上のとおり、設置許可基準規則第２章においては、想定すべき外部事象を選

定し、当該外部事象による損傷が事故の誘因とならないよう施設の損傷防止を求

め、もって、設計基準対象施設について、設計に当たって想定すべき外部事象に

よる損傷を原因とした故障、すなわち共通要因等により安全機能が失われる状況

が発生しないようにしている。 

なお、共通要因に起因する設備の故障を含めた故障が発生しないことを求めて

いるものの、深層防護の観点から、それでもなお共通要因に起因する設備の故障

が発生したことを想定したものが、重大事故等対策であり、設置許可基準規則第

３章に規定されている。 
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§２ ２－８ 共通要因に起因する設備の故障を防止する考え方 

 

１ 外部事象による損傷の考え方 

設計基準対象施設（設置許可基準規則第２章）は、外部事象に対する事故防止

対策として、外部事象によって安全機能を有する系統が複数同時に故障しないこ

とを求めており（設置許可基準規則３条から９条）、設計上想定する外部事象に

対して損傷の防止を考慮している。外部事象に対する設計上の考慮の妥当性につ

いては、外部事象により安全機能が失われないよう、原子炉施設の基本設計ない

し基本的設計方針に係る事項が審査される仕組みとなっている。 

  より詳細について述べると、外部事象については、設置許可基準規則第２章に

おいて、想定すべき外部事象を起因として安全機能が喪失することがないように

設計することを要求している。すなわち、共通要因による故障の原因となること

が予見される自然現象等をも含めた設計上の考慮を要求している。 

  このような要求によって、「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」といった安

全上の重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器が、想定される

外部事象によって機能を必然的に失うことを防止し、期待される機能を果たすこ

とを確保している。 

  したがって、同規則第２章は、想定すべき外部事象を起因とする故障、すなわ

ち、共通要因による故障を含めた故障が発生しないこととしているのであって、

外部事象との関係でも十分な安全性を確保することを要求している。 

  上記のように、外部事象を起因とする故障の発生を防止し、その上でさらに、

 

2-8-4 地震や津波等の外部事象によって、安全機能を有する系統が多数同時に故

障することを想定し、安全機能を損なうおそれのない設計を求めないのは不合理

ではないか。 
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設計基準として、通常運転時のほか、設備の偶発故障によるトラブルや事故を想

定した対策を講じることとされている。すなわち、同章においては、原子炉施設

の安全確保の見地から、原子炉施設の構築物、系統及び機器に対する各種の要求

事項が定められており、その中で、通常運転の状態のみならず、これを超える異

常状態としての「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」が発生した場

合においても、所定の機能を果たすべきことが求められている。そして、原子炉

施設の基本設計ないし基本的設計方針の妥当性を確認する上では、異常状態とし

ての運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故について解析し、評価を行うもの

とされている（設置許可基準規則１３条）。 

  例えば、設計基準事故の一つとして、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する

配管の破断を想定した冷却材喪失事故に対する安全評価においては、かかる事故

が生じたと仮定したとしても安全性が損なわれないかについての評価において単

一故障の仮定を適用し、多重性又は多様性及び独立性が確保できているか確認す

る。この際、設置許可基準規則４条に規定されている地震による損傷防止に係る

要求などによって、そもそも設計上想定されている外部事象によって壊れないよ

う設計されている構築物、系統及び機器について、あえて地震等の外部事象によ

る損傷を解析条件として追加しなければならないとする技術的な理由はない。 

  以上より、地震や津波等の外部事象に対しては、安全機能を有する構築物、系

統及び機器が多数同時に故障することを条件として評価を行うことを要求してい

ないとする設置許可基準規則の体系に不合理な点はない。 

  なお、想定外の外部事象を原因とする共通要因故障については、福島第一原子

力発電所の事故の教訓や最新の科学的知見を踏まえて、より強化された設計基準

をさらに大幅に超えるものであり、大規模損壊への対応として、別途考慮するこ

とを要求している。 
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§２ ２－８ 共通要因に起因する設備の故障を防止する考え方 

 

１ 「単一故障の仮定」の考え方 

設置許可基準規則１２条２項は、「安全機能を有する系統のうち、安全機能の

重要度が特に高い機能を有するものは、当該系統を構成する機械又は器具の単一

故障が発生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能でき

るよう、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、

多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するものでなければならない。」

としている。そして、「安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に

高い機能を有するもの」は、主として、原子炉の緊急停止機能、格納容器の冷却

機能、非常用交流電源機能などの異常影響緩和機能を有する系統である（設置許

可基準規則の解釈１２条の３）。 

単一故障とは、単一の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失

うことをいい、従属要因による多重故障も含む（設置許可基準規則１２条２項）。

「単一故障の仮定」の考え方は、安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要

度が特に高い機能を有するものについて、多重性又は多様性の要件を満たすかを

確認するための解析手法であり、評価すべき系統の中の一つが原因を問わず故障

した場合を仮定し、その場合でも当該系統が所定の機能が確保できることを確認

するものである。 

ここでいう単一故障は、動的機器の単一故障及び静的機器の単一故障に分けら

れる。動的機器とは、外部入力によって能動的に所定の機能を果たす機器をいい、

静的機器はそれ以外の機器である。例えば、動的機器は発電機やタービン等で、

静的機器は配管やタンクなどである。 

 

2-8-5 「単一故障の仮定」の考え方とはどのようなものか。 
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単一故障は短期間では動的機器の単一故障のみを想定すれば足り、長期間では

動的機器の単一故障又は想定される静的機器の単一故障のいずれを仮定しても、

所定の安全機能を達成できるように設計されていることが必要である（設置許可

基準規則の解釈１２条の４）。短期間と長期間の境界は２４時間を基本とし、運

転モード切替えを行う場合（例えば、ＰＷＲにおいて非常用炉心冷却系及び格納

容器熱除去系の注入モードから再循環モードへの切替え）はその時点を境界とす

る。 

静的機器について短期間での単一故障を想定する必要がないのは、静的機器は、

信頼性の高い機器であれば、動的機器と比較して、故障が想定しにくいからであ

る。 

動的機器の単一故障又は想定される静的機器の単一故障のいずれかを仮定すべ

き長期間の安全機能の評価に当たっては、想定されるもっとも過酷な条件下にお

いても、その単一故障が安全上支障のない期間に除去又は修復できることが確実

であれば、その単一故障を仮定しなくてもよい。また、単一故障の発生の可能性

が極めて小さいことが合理的に説明できる場合、あるいは、単一故障を仮定する

ことで系統の機能が失われる場合であっても、他の系統を用いて、その機能を代

替できることが安全解析等により確認できれば、当該機器に対する多重性は要求

されない（設置許可基準規則の解釈１２条の５）。 

 

２ 単一故障の仮定の評価例 

例えば、炉心への注水機能の評価について説明する。 

（１） ２つのポンプに一つの発電機が電力を供給している系統（図１） 

ポンプＡの単一故障を仮定しても、ポンプＢと非常用ディーゼル発電機が働

き注水機能は維持される。しかしながら、非常用ディーゼル発電機Ａが単一故

障したことを想定した場合、従属故障によりすべてのポンプが故障して注水機

能が喪失することとなり、安全機能は保たれない。したがって、この場合は、
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注水機能は要求事項を満たさない。 

      

図１ 単一故障の結果、安全機能が喪失する例 

 

（２） ２つのポンプの各々に発電機が接続されている系統（図２） 

例えば、非常用ディーゼル発電機Ａが単一故障したことを想定した場合（図

２）、従属故障を考えても、一つのポンプＡが機能喪失するだけであって、注

水機能が喪失することはない。この場合には、安全機能が維持することを確認

できたといえ、注水機能は要求事項を満たしているといえる。 

      

図２ 単一故障しても、安全機能が維持される例 
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３ 設計基準としては単一の設備の故障を想定して対策していること 

単一故障の仮定による解析を行うのは、設備の偶発故障対策として、異常影響

緩和機能を有する系統の安全評価を行うため、事故を想定する場合である。 

そもそも、当該設備は、高度の信頼性が求められることから、偶発故障を引き

起こすこと自体まれであり、かつ、想定される環境条件及び運転状態において、

物理的方法又はそのほかの方法によりそれぞれ互いに分離することが求められる

ことから、複数の設備が同時に偶発的に故障を起こすことは極めてまれであると

いえ、設計基準としては、単一の設備故障のみを考慮すれば十分な安全性を確保

できる。 

なお、外部事象や内部火災等の発電所内の事象は、設備に対して高度の信頼性

を求め、多重性又は多様性及び独立性を求めたとしても、複数の設備を一度に同

時に故障させる要因となり得るものであるから、これらの事象により設備が故障

しないような設計を要求している。また、重大事故等対策では、複数の系統が同

時に故障したことを前提とした安全機能の喪失を想定した対策を行っている。 
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§３ ３－１ 設置許可基準規則の概要 

 

１ 設置許可基準規則により確認しようとしているもの 

原子炉等規制法４３条の３の６第１項４号において、発電用原子炉施設の位置、

構造及び設備について、災害の防止上支障がないものとして設置許可基準規則で

定める基準に適合するものであることを求めているのは、発電用原子炉施設に放

射性物質の有する潜在的危険性を顕在化させないための対策が適切に講じられて

いることを確認するためである。 

そして、かかる危険性を顕在化させないための対策は、 

①新規制基準策定以前から要求されている、通常運転時の対策や事故の防止対

策が適切に講じられていること（設置許可基準規則第２章（設計基準対象施

設）） 

に加えて、 

②かかる事故防止対策が機能を喪失するような万一の事態においても、重大事

故の発生防止及び拡大防止のための安全確保対策が適切に講じられているこ

と（設置許可基準規則第３章（重大事故等対処施設）） 

である。 

上記①と②を分離して要求しているのは、深層防護の考え方を踏まえ、明確に

区別しているためである。すなわち、①の設置許可基準第２章（設計基準対象施

設）は、深層防護において第１から第３の防護レベルに相当する事項を、②の設

置許可基準規則第３章（重大事故等対処施設）は、深層防護において主に第４の

防護レベルに相当する事項を要求している（なお、深層防護の考え方については、

本資料「§２ ２－４」において述べる。）。 

 

3-1-1 設置許可基準規則はどのような内容で、何を確認しようとするものか。 

 



118 
 

 

２ 設置許可基準規則の概要 

（１）対策に必要な施設・設備の要求 

上記１の①及び②が適切に講じられていることを確認するため、原子炉設置

（変更）許可の申請に係る設置許可基準規則に対する適合性審査においては、

申請された発電用原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針について、以下

を確認している。 

ⅰ 平常運転時の被ばく低減対策を適切に講じていること 

ⅱ 自然的条件及び社会的条件との関係をも含めた事故の防止対策 *1（以下

「事故防止対策」という。）を適切に講じていること 

ⅲ 上記ⅱにもかかわらず、万一事故防止対策が機能を喪失した場合におい

ても、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合における炉心等の

著しい損傷を防止するための安全確保対策及び重大事故が発生した場合に

おける大量の放射性物質が敷地外部に放出される事態を防止するための安

全確保対策（以下「重大事故等対策」という。）を講じていること 

上記ⅰ及びⅱは、上記１の①設置許可基準規則第２章の対策の妥当性を確認

するための要求事項であり、設置許可基準規則第２章は、「設計基準対象施設」

について、地震・津波等の外部事象による損傷の防止を求めるとともに、通常

運転時の他、内部事象を原因とする事故防止対策に必要な施設及び設備を要求

している。 

そして、上記ⅲについては、上記１の②の対策の妥当性を確認するための要

求事項であり、設置許可基準規則第３章では、重大事故等対策に必要な施設及

び設備を要求している。 

 
*1 事故の防止対策は、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合に、その事象

を収束させるための対策を含む。 
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（２）設計の妥当性を確認するための安全評価等 

また、要求事項には、上記（１）のⅰからⅲで確認された設計の妥当性を確

認するために設置（変更）許可申請者が、 

ⅰ 通常運転時における被ばく低減対策に係る被ばく線量評価（設置許可基

準規則２９条） 

ⅱ 事故防止対策（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故対策）に係る

安全評価（設置許可基準規則１３条） 

ⅲ 上記（１）のⅲの重大事故等対策の有効性に係る評価（設置許可基準規

則３７条） 

を実施することも含まれている。 

このうち、上記ⅱの事故防止対策に係る安全評価とは、設置（変更）許可申

請者において、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が生じた事態を想定

した上で解析評価を行い、そのような事態の下でも、当該発電用原子炉施設の

基本設計ないし基本的設計方針において事故防止対策のために考慮された機

器、系統などの設計が妥当であることを確認するものである。 

また、上記ⅲの重大事故等対策の有効性に係る評価とは、設置（変更）許可

申請者が、上記ⅱの対策を十分に講じていても、それでもなお重大事故等（重

大事故に至るおそれがある事故又は重大事故をいう。）が発生した場合を想定

した上で解析評価を行い、そのような事態の下でも、当該発電用原子炉施設の

基本設計ないし基本的設計方針において、それぞれ炉心等の著しい損傷に至ら

ない又は原子炉格納容器の破損及び工場等外への放射性物質の異常な水準の放

出に至らないという観点から、重大事故時の手順等を含め重大事故等対策が有

効であるかどうかを確認するものである。そして、原子力規制委員会はその評

価の妥当性を確認している。 
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§３ ３－３ 重大事故等対処施設 

 

3-3-1 設置許可基準規則における重大事故等対策に係る規制上の要求事項は何

か。 

 

 

１ 重大事故等対策の規制の経緯 

新規制基準策定以前は、原子炉等規制法及び原子力安全委員会指針等において

は、設計基準事故が生じた場合、「炉心は著しい損傷に至ること無く、かつ、十

分な冷却が可能であること」のみが要求されていた。  

新規制基準においては、東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、上記

に加えて設計基準事故に対処するための設備が機能喪失した場合、さらに炉心の

著しい損傷が発生した場合も想定した対策を求めることとした。  

具体的には、設計基準事故に対処するための設備が機能喪失した場合における

炉心の著しい損傷防止対策と原子炉格納容器破損防止対策だけでなく、東京電力

福島第一原子力発電所の事故の経験を踏まえて、あえて原子炉格納容器が破損し

た場合を想定した対策を求めるなどし、加えてテロリズム対策も要求することと

した。  

新規制基準の策定に当たっては、諸外国及びＩＡＥＡの規則を調査し、それら

も参考として厳しい要求事項としており、策定後にＩＡＥＡによる総合規制評価

サービス（ＩＲＲＳ）を受け、「福島第一原子力発電所の事故の教訓を日本の法

的枠組みに実効的に反映させた」との評価を得ている。 

  

２ 重大事故の定義 

重大事故等対策は、平成２４年６月２７日に改正された原子炉等規制法が施行

されたことで新たに法的規制の要求事項とされたものである。 
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重大事故とは、発電用原子炉の炉心の著しい損傷又は核燃料物質貯蔵設備に貯

蔵する燃料体若しくは使用済燃料の著しい損傷を指し（原子炉等規制法４３条の

３の６第１項３号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則４条）、それ

に至るおそれのある事故（ただし、運転時の異常な過渡変化や設計基準事故を除

く。）と併せて重大事故等という（設置許可基準規則２条２項１１号）。 

 

３ 重大事故等対策の基本的な考え方 

新規制基準における重大事故等対策に係る要求では、重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な設備及び体制・手順等の技術的能力

を求めており、これらに係る基本的な考え方は、事故の進展の段階や、直面する

事態に応じた、合理的かつ災害の防止上実効性のあるものとなっている。以下、

具体的にその考え方を述べる。 

発生した事故が重大事故に至るおそれのある段階においては、炉心の著しい損

傷を防止するための対策（炉心損傷防止対策）等を要求し、必要な設備及び手順

等を整備することを求めている。また、さらに事故が進展し、炉心の著しい損傷

が発生して重大事故に至った段階においては、原子炉格納容器の破損及び工場等

外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するための対策（原子炉格納容器破

損防止対策）を要求し、必要な設備及び手順等を整備することを求めている。そ

して、これらの対策については、有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンス

グループや格納容器破損モードを特定し、それらに対して対策の成功基準（燃料

被覆管の温度や原子炉格納容器の圧力、放射性物質の放出量等）を設定した上で、

当該対策が、それらの基準を概ね満足することを確認することで、その有効性を

評価することを求めている。 

上記のとおり、新規制基準においては、有効性が評価された炉心損傷防止対策

及び原子炉格納容器破損防止対策が講じられることにより、重大事故が原子炉格

納容器の破損及び工場等外への放射性物質の異常な水準の放出まで拡大する可能
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性は、極めて低く抑えられている。 

さらに、新規制基準においては、東京電力福島第一原子力発電所事故時に現実

に放射性物質が放出された事実及び深層防護の観点を踏まえ、上記の対策を講じ

てもなお想定し難い事情によりこれらの対策が有効に機能せず、原子炉格納容器

が破損し、放射性物質が大気中に放出されるような段階まで事故が進展した場合

も想定し、そのような場合においても、工場等外への影響を可能な限り緩和する

ため、放射性物質の拡散を抑制する対策（放射性物質拡散抑制対策）を要求して

いる。 

原子炉格納容器が破損するような段階まで事故が進展した場合には、原子炉格

納容器等の破損状況や、放出される放射性物質の核種、化学形態、量及び放出経

路など、事故の態様に係る不確かさが非常に大きくなることから、最新の技術的

知見に基づいても、あらかじめ全ての想定を行うことは実質的に不可能であるた

め、そもそも事故の態様を事前に特定できず、対策の成功基準を設定し、対策の

有効性を評価することを求めることはできない。また、発生に至る可能性が極め

て小さく、態様も事前に特定し難い事象まで含めたあらゆる事象に対して、際限

のない対策を求めることは、規制要求として極めて不合理である。さらに、その

ような不確かさが大きい状況において、事故の態様等に係る特定の想定を前提と

した対策を要求することは、実際の事故の態様と、前提とした想定との違いによ

って、要求に基づき用意した対策が実際の事故において機能しないなどといった、

事故対処上の困難をもたらすおそれがあることから、むしろ、状況に応じた臨機

応変な対策を講じることを求める方が、規制要求として合理的である。よって、

新規制基準においては、原子炉格納容器が破損するような段階まで事故が進展し

た場合の対策について、放射性物質の拡散を抑制するために必要な機能を備えた

設備と、これら設備を用いて状況に応じた柔軟な対応を可能とする体制・手順等

を整備することを要求する一方で、当該対策の有効性の評価、例えば、放出され

る放射性物質の拡散抑制の定量的な評価までは求めていない。 
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これらに加えて、新規制基準においては、重大事故等対策までを含んだ設計上

の想定を超える大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突などにより、

原子炉施設が大規模に損壊する場合も想定し、そのような状況においても、炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損の緩和や、放射性物質の放出の低減等を

実施できるよう、大規模損壊対策を要求している。大規模損壊に至るような状況

においては、原子炉施設の状態がその損壊部位などの被害状況によって大きく異

なるものであることから、特定の想定を前提とした対策ではなく、その時点にお

いて機能が維持されている設備を柔軟に活用して重大事故等対策を講じることが

できるよう、体制・手順等を整備するなど、必要な技術的能力を備えることを要

求している。 

 

４ 要求事項の概要  

前記３の考え方を踏まえ、新規制基準における重大事故等対策に係る要求の概

要は以下のとおりとなっている。 

（１）重大事故等の拡大の防止のための対策と有効性の評価の要求  

設置許可基準規則は、重大事故等の拡大を防止するために、炉心損傷防止対

策、原子炉格納容器破損防止対策等の必要な措置を講じなければならないとし

（同規則３７条）、設置（変更）許可申請者において、それぞれの重大事故等

において、網羅的・体系的に事故の原因と事故に至るまでの進展（事故シーケ

ンス）を想定し、当該事故の発生を防止するための対策や拡大を防止するため

の対策を立案し、その対策の有効性を評価することを求めている（同規則３７

条の解釈）。一方で、前記３の考え方のとおり、放射性物質拡散抑制対策（設

置許可基準規則５５条）等に対しては、有効性の評価までは求めていない。 

 

（２）重大事故等対策に係る施設・設備などに対する要求  

設置許可基準規則は、重大事故等対策に係る重大事故等対処施設と重大事故
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等対処設備について、その基本設計ないし基本的設計方針に係る事項の妥当性

を要求している（同規則３８条から６２条）。 

重大事故等対処施設については、自然的条件（地震、津波等）、内部火災及

び社会的条件（故意による大型航空機の衝突等）に対して、重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを要求している（同規則

３８条から４２条。本資料「§３ ３－３ 3-3-2」参照。特定重大事故等対処

施設については本資料「§３ ３－３ 3-3-7 及び 3-3-8」参照）。  

重大事故等対処設備については、全ての設備に共通する一般的要求事項を定

めた上（同規則４３条）で、さらに重要な設備に必要な個別の要求事項を定め

ている（同規則４４条から６２条。本資料「§３ ３－３ 3-3-2」参照）。 

 

（３）重大事故等対策に係る体制・手順等に対する要求  

重大事故等対策に係る体制・手順等については、技術的能力基準 *1において

要求している。前記（２）の各重大事故等対処設備を用いる手順等については、

技術的能力基準１．１から１．１９において定めている。  

さらに、技術的能力基準においては、重大事故等対策に係る共通事項として、

工場等内であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備、予備品及び燃料

等）により、事故発生後７日間は事故収束対応を維持できることを要求すると

ともに、工場等外であらかじめ用意された手段により、事象発生後６日間まで

に支援を受けられる体制を構築し、かつ、中長期的な対応が必要となる場合に

備えて適切な対応を検討できる体制を整備する方針等が要求されている（技術

的能力基準１．０）。 

 

 
*1 原子炉等規制法４３条の３の６第１項３号に係る審査基準である「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力に係る審査基準」。 
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（４）大規模損壊対策に係る体制・手順等に対する要求等 

技術的能力基準は、大規模損壊が発生した場合の対応として、一部の設備が

使用できない場合でも残存した設備を用いて柔軟に活動を実施できるように、

体制・手順の整備及び必要な資機材の整備を要求している（技術的能力基準２．

１）。 

なお、地震、火災その他の災害の発生によって、原子力施設による災害が発

生した場合等においては、設置許可基準規則及び技術的能力基準によってあら

かじめ定められた対策だけでなく、当該施設の事故状況に応じた適切な方法に

より、当該施設の管理を行うことが適当であることから、原子炉等規制法にお

いては、このような事態が生じた場合には、当該施設を「特定原子力施設」に

指定し、具体的な事態を踏まえた措置を講ずることが予定されている（原子炉

等規制法６４条の２ないし４）。 
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§３ ３－３ 重大事故等対処施設 

 

3-3-2 重大事故等対処施設及び重大事故等対処設備に関する要求事項（設置許

可基準規則３８条から６２条）は何か。 

 

 

 設置許可基準規則は、第３章において、重大事故等への対策及び設備を要求して

おり（図２）、ここでは、重大事故等対処施設及び設備に関する要求事項について

詳述する。 

 

１ 重大事故等対処施設に関する要求事項（設置許可基準規則３８条から４２条） 

 設置許可基準規則は、重大事故等対処施設に対して、一般的に要求すべき事項

として、外部事象等への頑健性の観点から、自然的条件（地震、津波等）、内部

火災及び社会的条件（故意による大型航空機の衝突等）によって重大事故等対処

施設の機能が損なわれるおそれがないことを要求している（同規則３８条から４

２条）。 

  これらの要求事項について述べると、まず、同規則３８条は、基準地震動による地

震力が作用した場合においても、建物等の支持機能に重大な影響が生じることにより

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれることがないように、当該重大事

故等対処施設を十分に支持することができる地盤に設けることなどを要求している。

また、同規則３９条は、基準地震動による地震力により、必要な機能が損なわれるお

それがないことなどを要求している。そして、同規則４０条は、基準津波により、必

要な機能が損なわれるおそれがないことを要求している。さらに、同規則４１条は、

施設に発生した火災により重大事故等に対処するための必要な機能が損なわれ

るおそれがないことを要求している。 
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 加えて、同規則４２条は、特定重大事故等対処施設 *1について、原子炉建屋への

故意による大型航空機の衝突等に対してその重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないことなどを要求している。 

 

２ 重大事故等対処設備に関する要求事項（設置許可基準規則４３条から６２条） 

設置許可基準規則は、重大事故等対処設備について、共通する一般的要求事項

を定める（同規則４３条）とともに、個別の設備との関係で、考慮すべき重大事

故等を踏まえて必要な個別の要求事項を定めている（同規則４４条から６２

条）。 

（１）一般的要求事項（設置許可基準規則４３条） 

設置許可基準規則４３条は、重大事故等対処設備の基本設計ないし基本的設

計方針に係る一般的要求事項として、可搬型重大事故等対処設備 *2及び常設重

大事故等対処設備 *3について、それぞれの役割を踏まえた機能等を要求してい

る。 

 

（２）個別的要求事項（設置許可基準規則４４条から６２条） 

発電用原子炉施設の基本的安全機能は、「止める」、「冷やす」、「閉じ込

める」の３つである。 

設置許可基準規則においては、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び

 
*1 特定重大事故等対処施設とは、重大事故等対処施設のうち、故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムにより炉心の著しい損傷が発生するおそれがある場合又は炉心の著しい損傷が

発生した場合において、原子炉格納容器の破損による工場等外への放射性物質の異常な水準の

放出を抑制するためのものをいう（設置許可基準規則２条２項１２号）。 

*2 可搬型重大事故等対処設備とは、重大事故等対処設備のうち可搬型のものをいう（設置許可基

準規則４３条２項）。 

*3 常設重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備のうち常設のものをいい、可搬型重大事故等

対処設備と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な

発電用原子炉施設内の常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む（設置許可基準規則４３条

２項）。 
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設計基準事故時に安全機能を有する系統の各基本的安全機能が維持されるこ

とを求めている。 

それでもなお、深層防護の考え方から、重大事故等対策として、想定外の事

象を排除するため、理由を問わず、設計基準事故等に対処するための設備が機

能喪失した場合においても、炉心の著しい損傷の防止、原子炉格納容器の破損

防止等及び放射性物質の拡散の抑制のための対策を要求している。 

ア 炉心の著しい損傷等を防止するための対策（設置許可基準規則４４条から

４９条１項） 

まず、「止める」機能についていうと、核反応を止める制御棒等（設置許

可基準規則２５条）については、重要度の特に高い安全機能を有するものと

して、合理的に達成しうる最高度の信頼性を確保すること（同規則１２条、

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針）を要求

している。それでもなお、制御棒が動かず緊急停止に失敗した場合を想定し、

同規則４４条は、緊急停止失敗時に炉心の著しい損傷を防止するため、原子

炉を未臨界にするための設備を求めている。 

次に、「冷やす」機能についていうと、事故時に炉心を冷却する非常用炉

心冷却設備である高圧炉心スプレイポンプ等（同規則１９条）も合理的に達

成しうる最高度の信頼性を確保することを要求している。それでもなお、非

常用炉心冷却設備が作動せず炉心の冷却に失敗した場合を想定し、同規則４

５条は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で設計基準事故対処設備

が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合であっても、炉心の著しい

損傷を防止するため、原子炉を冷却するための設備を求めている。 

また、同規則４６条は、原子炉冷却圧力バウンダリが高圧の状態で設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合であって

も、炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するための設備を求めている。 
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そして、同規則４７条は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態で設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合であっ

ても、炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉を冷却するための設備を求

めている。 

このように、同規則４５条から４７条は、設計基準事故対処設備が有する

発電用原子炉の安全機能が喪失した場合であっても、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを高圧の状態から低圧状態にするなどして、発電用原子炉を冷却する

ため、各設備を要求している。 

さらに、「閉じ込める機能」についていうと、格納容器には「閉じ込める

機能」を担保するための格納容器スプレイ（格納容器内の圧力及び温度を低

下させるための設備）等（同規則３２条）の機器が設置されているが、その

ような機器についても、合理的に達成しうる最高度の信頼性を確保すること

（同規則１２条、発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する

審査指針）を要求している。それでもなお、格納容器スプレイ等が機能しな

かった場合を想定し、同規則４９条１項は、設計基準事故対処設備が有する

原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合であっても、炉心の著しい損傷

を防止 *4するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設

備を求めている。 

なお同規則４８条は、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンク *5

 
*4 原子炉冷却材圧力バウンダリが破損し、炉心を冷却するための水が格納容器内に流出した場

合、まずタンクから水を炉心に注入し、その後、格納容器下部に溜まった水を炉心に再注入す

ることで炉心を冷却する。しかし、格納容器内の空気を冷却する格納容器スプレイ注入機能が

喪失した場合、水蒸気が格納容器内に充満することで、格納容器が高圧になり破損に至る。格

納容器が破損すると、急激に格納容器内の圧力が低下することにより、炉心に注入する水が減

圧沸騰し、それにより炉心に注入するためのポンプが損傷し、結果として炉心が冷却できず、

炉心の著しい損傷に至る。よって、格納容器の破損を防ぐことで、「冷やす」機能の喪失を防

ぎ、炉心の著しい損傷を防止することが可能となることから、当該設備は「冷やす」機能も担

保しているとも言える。 

*5 発電用原子炉施設において発生した熱を最終的に除去するために必要な熱の逃がし場をいう。
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へ熱を輸送する機能が喪失した場合であっても、炉心に熱が蓄積することを

防ぐことで炉心の著しい損傷を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送

するための設備を求めている。 

イ 炉心の著しい損傷が発生した場合を想定した上で要求する原子炉格納容

器等の破損防止に必要な対策（設置許可基準規則４６条、４７条及び４９条

２項から５３条） 

 

図１ 格納容器破損に至る現象 

 

設置許可基準規則は、前記アのとおり、炉心の著しい損傷を防止するため

 
例えば、我が国の原子力発電所では、発生した余分な熱を海水と熱交換することで海に逃がして

いる。（設置許可基準規則２条２項３４号、）。 
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の設備を設けることを要求しているが、それでも炉心の著しい損傷が発生し

た場合を想定し、「閉じ込める」機能の観点から、原子炉格納容器等の破損

及び放射性物質の異常な水準での放出を防止する対策を、同規則４６条、４

７条及び４９条２項から同規則５３条において要求している。 

まず、そもそも原子炉格納容器は、原子炉の運転に伴って発生した放射性

物質が一次冷却系統（原子炉圧力容器及び配管等）から漏えいした場合に、

放射性物質の外部への放出を防止するために設けられる容器である。この原

子炉格納容器が破損に至るような現象は、これまでの研究成果により、①原

子炉圧力容器が高圧の状態で溶融炉心が放出されることにより、格納容器雰

囲気が溶融炉心により直接加熱され、急激に温度及び圧力が上昇する現象（高

圧溶融物放出・格納容器雰囲気直接加熱（ＤＣＨ））、②高温の溶融炉心及

び冷却水が格納容器内に放出されることにより、格納容器雰囲気の温度及び

圧力が徐々に上昇する現象（格納容器過圧・過温破損）、③溶融炉心が原子

炉格納容器下部に落下することにより、溶融炉心の熱でコンクリートが侵食

される現象（溶融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ））、④高温の燃

料被覆管と水が反応して発生する水素の爆発（水素燃焼）などが知られてい

る。そこで、同規則４６条から５３条において、格納容器が破損に至るよう

な現象への対策として、一般的に発生すると考えられる現象について設備を

要求している。なお、一般的に発生する可能性が低い現象でも、設備の有効

性評価（同規則３７条）を行う過程で対策が必要となれば、それについての

設備が必要となる。 

まず、同規則４６条は、高圧溶融物放出・格納容器雰囲気直接加熱（ＤＣ

Ｈ）を防止する観点から、前記のとおり、原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するための設備を要求している。また、過圧・過温破損防止の観点から、

同規則４９条２項は、原子炉格納容器内の冷却のための設備を、同規則５０

条は、原子炉格納容器からの除熱のための設備を要求している。さらに、溶
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融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を防止する観点から、同規則４

７条は、前記のとおり、原子炉冷却材バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備を要求し、同規則５１条は格納容器下部の溶融炉心を冷却

するための設備を要求している。加えて、炉心の著しい損傷が発生した場合

において水素爆発が発生し得ることから、同規則５２条は、水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止するための設備、同規則５３条は、水素爆発に

よる原子炉建屋等の損傷を防止するための設備をそれぞれ求めている。 

ウ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための対策（設置許可基準規則５４条） 

設置許可基準規則５４条は、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備を求

めている。 

使用済燃料貯蔵槽には、使用済燃料が保管されており、一定の水位を保ち

ながら冷却を継続している。使用済燃料は炉内の燃料と比較すると発熱量が

小さく、使用済燃料貯蔵槽への補給水系の機能が失われた場合においても損

傷が生じるような事態に至るには長時間を要する。かかる施設の特徴を踏ま

え、同規則５４条１項は、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失

し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済

燃料貯蔵槽の水位が低下した場合を想定し、代替注水設備として可搬型代替

注水設備を配備するなど、貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及

び臨界を防止するための設備を求めている（同規則の解釈５４条）。さらに、

同規則５４条２項は、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において、スプ

レイ設備として可搬型スプレイ設備を配備することなど、貯蔵槽内燃料体等

の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するための設備を求めている

（同規則の解釈同条）。 

エ 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に係る対策（設置許

可基準規則５５条） 
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設置許可基準規則は、上記アからウのとおり、重大事故等対策として、炉

心の著しい損傷の防止、原子炉格納容器の破損の防止、及び貯蔵槽内燃料体

等の著しい損傷の防止のための設備を求めている。それでもなお、敢えて、

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい

損傷に至った場合をも想定し、その場合、周辺環境への放射性物質の異常な

水準の放出防止の観点から、同規則５５条は放射性物質の拡散形態を適切に

考慮し、工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備を求めている。 

オ その他の要求事項 

重大事故等が発生した場合において、炉心の著しい損傷等を防止するため

には、水の供給と電源の確保が重要となることから、同規則５６条は、重大

事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するための設備等を求めてお

り、同規則５７条において必要な電力を確保するための電源設備を求めてい

る。 

さらに、重大事故等に対処するためには、原子炉等の状況を把握し、収集

した情報を元に、事故の進展に応じた対処をする必要がある。そこで、情報

収集及び対処のために必要な設備として、計装設備（同規則５８条）、原子

炉制御室（同規則５９条）、監視測定設備（同規則６０条）、緊急時対策所

（同規則６１条）及び通信連絡を行うために必要な設備（同規則６２条）を

求めている。 
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§３ ３－３ 重大事故等対処施設 

 

3-3-3 実用発電用原子炉の炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等に

係る有効性評価の方法はどのようなものか。 

 

 

１ 設置（変更）許可申請者に対して、重大事故等対策の有効性評価を行うことを

求めること 

 重大事故等対策の有効性に係る評価は、設置（変更）許可申請者に対して、重

大事故等を想定して解析評価を行い、重大事故等対策が有効であるかどうかを確

認することを求めるものである（設置許可基準規則３７条）。具体的には、設置

（変更）許可申請者は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合におい

て、炉心の著しい損傷を防止するための必要な措置について、その有効性がある

ことを確認し（同条第１項の解釈）、さらに、重大事故が発生した場合において

も、原子炉格納容器の破損及び工場等外への放射性物質の異常な水準の放出を防

止するための必要な措置について、その有効性があることを確認するものである

（同条第２項の解釈）。 

 

２ 炉心損傷防止対策における有効性評価の手法 

（１）事故シーケンスグループの選定方法 

設置許可基準規則３７条１項の解釈では、炉心の著しい損傷の防止対策につ

いて、事故シーケンスグループごとに、その対策に有効性があることを確認す

ることを要求している。事故シーケンスとは、炉心の著しい損傷に至る可能性

のある事故のシナリオを、起因事象、安全設備や緩和操作の成功・失敗、物理

現象の発生の有無等の組合せとして表したものである。さらに、これを樹形状

の論理構造図にしたものをイベントツリーという。また、系統・機器等の機能
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喪失について、その発生の原因をたどって樹形状に展開した図式をフォールト

ツリーという（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ イベントツリー及びフォールトツリーによる 

炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出例 

 

そして、著しい炉心損傷に至る事故シーケンスを、起因事象、安全機能（注

水設備等）及びサポート機能（電源等）の作動状態、対策の共通点に着目して

類型化したものが事故シーケンスグループである（図２）。 

 

 

 

 

 

 
 

起因事象 
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大破断ＬＯＣＡを起因事象とするイベントツリー 

 

中破断ＬＯＣＡを起因事象とするイベントツリー 

起因事象

中破断

LOCA

充てん/

高圧注入

蓄圧

注入

CVスプレイ

注入

低圧

再循環

高圧

再循環

CVスプレイ

再循環

安全設備の成功、失敗
事故シーケンス

グループ番号

炉心の著しい損

傷に至らない

７

７

４

成功

失敗

４

６

６

 

出典：関西電力説明資料に一部加筆 

図２ 事故シーケンスを事故シーケンスグループに分類する例 

 

同規則３７条１項の解釈では、これまでの研究の成果等を踏まえ、有意 1な炉

 
1 ここでは、炉心損傷をもたらす事故シーケンスの発生頻度が、対策が必要であると考えられ

る程度に大きいこと。 

起因事象

大破断
LOCA

低圧
注入

蓄圧
注入

低圧
再循環

安全機能の成功、失敗
事故シーケンス
グループ番号

７

６

６

成功

失敗

炉心の著しい損傷

に至らない
事故シーケンスグループ番号(抜粋) 

 

 ４：原子炉格納容器の除熱機能喪失 

 ６：ＥＣＣＳ注水機能喪失 

７：ＥＣＣＳ再循環機能喪失 

  多数の事故シーケンスを起因事象、安全設備の機能喪失状況及び対策の共通性に着

目して、少数の事故シーケンスグループ等に類型化する。 

例えば、上のイベントツリー図において、赤線の「大破断ＬＯＣＡ＋低圧再循環失敗」

と青線の「中破断ＬＯＣＡ＋低圧再循環失敗」はいずれもＬＯＣＡ後の注入には成功す

るが、再循環冷却に失敗する事故シーケンスであることから、いずれも「７：ＥＣＣＳ

再循環機能喪失」に類型化できる。 
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心損傷頻度をもたらす様々な事故シーケンスを概ね網羅すると考えられる事

故シーケンスグループを「必ず想定する事故シーケンスグループ」として定め

ている。具体的には、ＢＷＲでは、高圧・低圧注水機能喪失、高圧注水・減圧

機能喪失、全交流動力電源喪失、崩壊熱除去機能喪失、原子炉停止機能喪失、

ＬＯＣＡ 時注水機能喪失、格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯ

ＣＡ）、ＰＷＲでは、２次冷却系からの除熱機能喪失、全交流動力電源喪失、

原子炉補機冷却機能喪失、原子炉格納容器の除熱機能喪失、原子炉停止機能喪

失、ＥＣＣＳ注水機能喪失、ＥＣＣＳ再循環機能喪失、格納容器バイパス（イ

ンターフェイスシステムＬＯＣＡ、蒸気発生器伝熱管破損）を「必ず想定する

事故シーケンスグループ」としている。 

そして、プラント毎の設計等の違いもあることから、個別プラントの内部事

象に関する確率論的リスク評価*2（以下「ＰＲＡ」という。）及び外部事象に関

する適用可能なＰＲＡ又はそれに代わる方法で評価を実施し、その結果、「必

ず想定する事故シーケンスグループ」に含まれないものの、有意な頻度又は影

響をもたらす事故シーケンスグループが抽出された場合には、「想定する事故

シーケンスグループ」に追加することを求めている（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 
*2 原子炉で想定される事故を対象に、事故を収束するために必要な安全設備が運転に失敗する可

能性を確率を用いて評価し、原子炉の炉心損傷頻度等を評価する手法である。 

なお、設置許可基準規則３７条の解釈では内部事象だけでなく、地震等の外部事象に係るＰＲ

Ａのうち、適用可能なものは評価することを求めている。 
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図３ 炉心損傷防止対策の有効性評価の流れ 

 

（２） 重要事故シーケンスの選定と有効性評価の方法 

まず、想定する事故シーケングループごとに、同時に機能喪失する設備の数、

余裕時間の長短、炉心損傷防止に必要な設備容量の程度、当該事故シーケンス

グループ内の特徴を代表しているかどうかを着眼点として、重要事故シーケン

スを選定する（実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策の有効性評価に関する審査ガイド。以下「有効性評価ガイド」という。）。 

その上で、重大事故等対策として要求される設備等により、当該重要事故シ

ーケンスに対して炉心の著しい損傷を防ぐことができるかについて、計算シミ
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ュレーション等により評価の要件（例えば、燃料被覆管の最高温度が１２００

℃以下）を概ね満足すること、必要な要員及び燃料等について計画が十分なも

のであること等を確認する有効性評価を行う。 

 

３ 格納容器破損防止対策における有効性評価の手法 

（１）格納容器破損モードの選定 

同規則３７条２項の解釈では、格納容器破損防止対策について、格納容器破

損モードごとにその有効性があることを確認することを要求している。 

格納容器破損モードとは、著しい炉心損傷後等に格納容器の破損及び工場等

外への放射性物質の異常な水準の放出に至る可能性のある事象を、格納容器へ

の負荷の種類に着目して類型化したものであり、有効性評価の前提として、格

納容器破損モードを網羅的に抽出する必要がある。そして、同規則３７条２項

の解釈では、これまでの研究の成果を踏まえ、典型的な格納容器破損モードと

して「必ず想定する格納容器破損モード」を定めている。具体的には、雰囲気

圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）、高圧溶融物放出／格

納容器雰囲気直接加熱、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用、水素

燃焼、格納容器直接接触（シェルアタック）、溶融炉心・コンクリート相互作

用としている。そして、プラント毎の設計等の違いもあることから、各個別プ

ラントの特性に基づく格納容器破損モードを選定するため、個別プラントの内

部事象に関するＰＲＡ及び外部事象に関する適用可能なＰＲＡ又はそれに代

わる方法で評価を実施し、その結果、「必ず想定する格納容器破損モード」に

含まれないものの、有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが抽出

された場合には、「想定する格納容器破損モード」に追加することを求めてい

る（図４）。 
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図４ 格納容器破損防止対策の有効性評価の流れ 

 

（２）評価事故シーケンスの選定と有効性評価の方法 

まず、想定する格納容器破損モードごとに、ＰＲＡに基づく格納容器破損シ

ーケンスの中から、格納容器に対する負荷などの観点から厳しい事故シーケン

スを、評価事故シーケンスとして選定する（有効性評価ガイド）。 

その上で、重大事故等対策として要求される設備等により、当該評価事故シ

ーケンスに対して格納容器の破損を防ぐことができるかについて、計算シミュ

レーション等により評価項目（例えば、格納容器にかかる圧力が最高使用圧力

又は限界圧力を下回ること）を概ね満足すること、必要な要員及び燃料等につ

いて計画が十分なものであることなどを確認する有効性評価を行う。 
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§３ ３－３ 重大事故等対処施設 

 

3-3-4 

（１）炉心損傷防止対策において必ず想定する事故シーケンスグループの重畳

を検討する必要はあるか。 

例えば、全交流動力電源喪失と高圧・低圧注水機能喪失が同時に発生する

ことは考慮しないのか。 

（２）個別プラント評価による事故シーケンスグループの抽出に確率論的リス

ク評価（ＰＲＡ）を採用するのはなぜか。 

 

  

１ 事故シーケンスグループについて 

設置許可基準規則３７条では、重大事故に至るおそれのある事故が発生した場

合に、炉心の著しい損傷の防止対策を求めている。この重大事故に至るおそれの

ある事故として考慮する「想定する事故シーケンスグループ」とは、全交流動力

電源喪失等の「必ず想定する事故シーケンスグループ」に、さらに個別プラント

の確率論的リスク評価等で抽出された事故シーケンスグループが追加されたも

のである。 

この「想定する事故シーケンスグループ」は、多数存在する事故シーケンスを、

起因事象、安全機能（注水設備等）及びサポート機能（電源等）の作動状態、対

策の共通点に着目して類型化したものであり、グループごとに、炉心の著しい損

傷の防止対策を定めることとなる。 
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図１ イベントツリーによる炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出例 
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大破断ＬＯＣＡを起因事象とするイベントツリー 

 

中破断ＬＯＣＡを起因事象とするイベントツリー 

起因事象

中破断

LOCA

充てん/

高圧注入

蓄圧

注入

CVスプレイ

注入

低圧

再循環

高圧

再循環

CVスプレイ

再循環

安全設備の成功、失敗
事故シーケンス

グループ番号

炉心の著しい損

傷に至らない

７

７

４

成功

失敗

４

６

６

 

出典：関西電力説明資料に一部加筆 

図２ 事故シーケンスから事故シーケンスグループに分類する例 

 

２ 事故シーケンスグループが重畳する場合の検討について（（１）の回答） 

「必ず想定する事故シーケンスグループ」は、事故等の発生後、設計基準事故

対処設備が多重故障を起こすような重大事故に至るおそれのある事故であるこ

起因事象

大破断
LOCA

低圧
注入

蓄圧
注入

低圧
再循環

安全機能の成功、失敗
事故シーケンス
グループ番号

７

６

６

成功

失敗

炉心の著しい損傷

に至らない
事故シーケンスグループ番号(抜粋) 

 

 ４：原子炉格納容器の除熱機能喪失 

 ６：ＥＣＣＳ注水機能喪失 

７：ＥＣＣＳ再循環機能喪失 

  多数の事故シーケンスを起因事象、安全設備の機能喪失状況及び対策の共通性に着

目して、少数の事故シーケンスグループ等に類型化する。 

例えば、上のイベントツリー図において、赤線の「大破断ＬＯＣＡ＋低圧再循環失敗」

と青線の「中破断ＬＯＣＡ＋低圧再循環失敗」はいずれもＬＯＣＡ後の注入には成功す

るが、再循環冷却に失敗する事故シーケンスであることから、いずれも「７：ＥＣＣＳ

再循環機能喪失」に類型化できる。 
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とから、発生頻度は低いと考えられる。 

そのため、２つの「必ず想定する事故シーケンスグループ」が重畳する場合と

は、それらの発生頻度を掛け合わせた極めて低い頻度になると想定されることか

ら、そのような重畳までを「必ず想定する事故シーケンスグループ」には含めて

いない。 

なお、個別プラント評価により有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンス

グループが「必ず想定する事故シーケンスグループ」以外に抽出された場合には、

それも「想定する事故シーケンスグループ」として追加することが求められてい

る（３７条解釈１－１（ｂ）②）。 

また、事故シーケンスグループごとに炉心の著しい損傷の防止対策を定めるこ

とから、仮に重畳したとしても、それぞれの防止対策を柔軟に活用することがで

きる。 

例えば、全交流動力電源喪失と高圧・低圧注水機能喪失が万一同時に発生した

場合は、全交流動力電源喪失対策である常設代替交流電源(例えば、空冷式大容量

発電機)と高圧・低圧注水機能喪失対策（例えば、常設代替電動注入ポンプ）を活

用することとなる。 

 

３ 確率論的リスク評価を採用する理由（（２）の回答） 

事故シーケンスグループの抽出の際に、ＰＲＡを採用するのは、起因事象、安

全機能（注水設備等）及びサポート機能（電源等）の作動状態に着目して類型化

した事故シーケンスグループを網羅的かつ体系的に検討できるからである。 

すなわち、ＰＲＡでは原子力発電所の設計情報と運転情報を基に、起因事象を

適切に洗い出すとともに、起因事象毎に安全停止状態に移行させるために必要な

設備や操作を明確にした上でイベントツリーを作成することで、起因事象と安全

機能の喪失の組合せを網羅的かつ体系的に検討することができる。 
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§３ ３－３ 重大事故等対処施設 

 

3-3-5 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策

の有効性評価に係る審査ガイドにおいて、「設置許可基準規則の解釈内規第

３７条２－３（ｃ）の『放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境

への影響をできるだけ小さくとどめるものであること』を確認するため、想

定する格納容器破損モードに対して、セシウム１３７の放出量が１００テラ

ベクレルを下回っていることを確認する」とするのは、なぜか。 

 

 

１ 設置許可基準規則及び解釈における規定内容 

発電用原子炉施設は、重大事故が発生した場合において、原子炉格納容器の破

損及び工場等外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置

を講じたものであることを求めている（設置許可基準規則３７条２項）。重大事

故等対策の有効性があることの確認は、設置（変更）許可申請者において、当該

発電用原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針について、重大事故等が発生

した場合を想定して、解析評価を行い、そのような事態の下でも、原子炉格納容

器の破損及び工場等外への放射性物質の異常な水準の放出に至らないという観点

から、重大事故等対策が有効であるかどうかを確認するものである。具体的には、

想定する格納容器破損モードに対して、原子炉格納容器の破損を防止し、かつ、

放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止する対策に有効性があ

ることを確認することを求めている（同規則３７条２項の解釈２－２）。そして、

この有効性を確認する際には、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度、

放射性物質の総放出量等の項目について評価する必要がある（同規則３７条２項

の解釈部分２－３）。 
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２ 審査ガイドにおいて、セシウム１３７ *1の総放出量が１００テラベクレルを下

回ることを確認するとした理由 

放射性物質の総放出量については、放射性物質による環境への汚染の視点も含

め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであることを求められている

ところ（同規則３７条２項の解釈２－３（ｃ））、有効性評価ガイドでは、想定

する格納容器破損モードに対して、セシウム１３７の放出量が１００テラベクレ

ルを下回っていることを確認するとされている（同ガイド３．２．１（６））。 

格納容器破損時において放出されると想定される放射性物質は、希ガス、ヨウ

素１３１ *2、セシウム１３７、セシウム１３４*3などがある。 

原子力発電所のサイトの近隣に住む住民が長期避難を余儀なくされる可能性が

ある放射性物質を基準とする観点から、半減期が短い希ガス、ヨウ素などではな

く、想定される放出量が多く、半減期が長いセシウム１３７の放出量を元に評価

をすることを求めている。 

長期避難を防ぐという観点からすれば、重大事故発生時におけるセシウム１３

７の総放出量が１００テラベクレルを下回れば、セシウム１３７以外の放射性物

質を考慮しても、長期避難を余儀なくされる事態となる見込みは少ないと考えら

れる。 

福島第一原子力発電所の事故では、解析結果等から、福島第一原子力発電所か

ら環境へのセシウム１３７の総放出量は約１万テラベクレルであったと評価され

ている。このため、仮にセシウム１３７の総放出量が約１００テラベクレルであ

ったとすれば、環境への放射性物質による汚染の影響を抑えることができたと考

えられ、１００テラベクレルという値は、現に発生した事故を踏まえても妥当で

ある。 

 
*1 セシウム１３７の半減期は約３０年 

*2 ヨウ素１３１の半減期は約８日 

*3 セシウム１３４の半減期は約２年 
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加えて、諸外国においても、重大事故発生時の放射性物質の放出量を指標にし

ている国がある。イギリス、スウェーデンなどは、放出量を指標にしているもの

の、安全目標に止めており、フィンランドでは、日本と同様のセシウム１３７放

出量１００テラベクレルを規制値として設定している。 
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§３ ３－３ 重大事故等対処施設 

 

3-3-6 重大事故等対処設備として、可搬型設備を要求するのはなぜか。 

 

 

１ 重大事故等対策における可搬型設備の扱いについて 

 重大事故等対策においては、常設設備を設置する場合には設計する際に必ず設

計上の想定を定めなければならないため、設計上の想定を超えた場合の効果が限

定される可能性があるため、常設設備による対策に依存しすぎると想定を超えた

事象に対処することが困難になる可能性がある。 

 他方、可搬型設備の場合は、例えば想定していた配管が使えなくなった場合で

も、他の配管への接続を試みることができるなど柔軟性があり、接続に要する時

間は接続手法の改善で短縮が見込める上、作業環境も接続場所の分散などによっ

て選択肢を広げる等の対策が可能となる。 

 また、可搬型設備は、常設設備に比べると、経験則的に耐震上優れた特性が認

められる。なお、審査において、設置（変更）許可申請者に、配備しようとする

可搬型設備につき、加振試験などによる耐震評価を行うことを求めることとな

る。 

 以上のことから、重大事故等対策では可搬型設備による対策を基本とする。 

 

２ 重大事故等対策における可搬型設備の配備要求の範囲 

  設置許可基準規則の解釈では、時間的余裕、設備の大きさなどを考慮し、原子

炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（４５条の

解釈）、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する設備（４６条の解釈）、原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（４７条の解

釈）、車載代替の最終ヒートシンクシステム（４８条の解釈）、使用済燃料貯蔵
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槽の冷却等のための設備（５４条の解釈）、電源設備（５７条の解釈）につき、

可搬型設備を要求している。加えて、事故発生の早い段階で機能することが必要

と考えられる原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却設備、電源設備には、常

設代替設備も要求するなどにより、可搬型設備を基本としながらも、常設設備も

組み合わせることで、信頼性の向上を図っている。 

なお、設置許可基準規則は、設置（変更）許可申請者において、より良い対策

が立案されることを促すため、性能要求として規定されており、可搬型設備、常

設設備のいずれにおいても、その解釈で例にあげた手段と同等以上で十分な機能

を確保できる方策であれば、審査において、排除するものでなく適切に評価を行

うものである。 
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§３ ３－３ 重大事故等対処施設 

 

3-3-7 特定重大事故等対処施設に係る要求事項は何か。 

    また、特定重大事故等対処施設の設置について、猶予期間（５年）を設

けることは合理的か。 

 

 

１ 特定重大事故等対処施設に係る規制の要求事項 

設置許可基準規則４２条は、発電用原子炉を設置する工場又は事業所（以下「工

場等」という〔同規則２条２項５号ロ〕。）には、特定重大事故等対処施設を設

けなければならないとしている。 

ここで、特定重大事故等対処施設とは、重大事故等対処施設のうち、故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムにより炉心の著しい損傷が発生するおそ

れがある場合又は炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の

破損による工場等外への放射性物質の異常な水準の放出を抑制するためのものを

いう（同規則２条２項１２号）。 

そして、特定重大事故等対処施設については、原子炉建屋への故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないものであること（同規則４２条１号）、原子炉

格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するものであること（同条２号）

及び原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生後、

発電用原子炉施設の外からの支援が受けられるまでの間、使用できるものである

こと（同条３号）が要求されている。 

具体的には、例えば図１のとおり、原子炉から１００メートル以上離れた場所

に、電源、注水ポンプ等の設備を有した特定重大事故等対処施設を設けることが

要求されている（同規則の解釈４２条の１（a）、同３（a）ⅳ、ⅶ等）。 



167 
 

 

図１ 特定重大事故等対処施設の概要 

 

また、自然現象に対しては、耐震重要度分類Ｓクラスに適用される弾性設計用

地震動による地震力・静的地震力が作用した場合及び基準地震動による地震力が

作用した場合においても当該特定重大事故等対処施設を十分に支持することがで

きる地盤に設けること（同規則３８条１項４号、同条の解釈３項）、耐震重要度

分類Ｓクラスに適用される弾性設計用地震動による地震力・静的地震力に十分耐

えることができ、かつ、基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること（同規則３９条１項

４号）、また、基準地震動を一定程度超える地震動に対して頑健性を高めること

（同条解釈４号）、基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないものであること（同規則４０条）及び基準津波を一定程

度超える津波に対して頑健性を高めること（同条解釈２号）が要求されている。 
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２ 特定重大事故等対処施設の規制要求上の位置付け 

特定重大事故等対処施設について要求されている設置許可基準規則４２条１号

所定の機能は、同規則４３条３項５号で、同規則４２条２号所定の機能は、同規

則４６条、４９条ないし５２条、５７条ないし５９条及び６２条等で、同規則４

２条３号所定の機能は、技術的能力基準１．０（３）等で既に重大事故等対処施

設又は重大事故等対処設備の有すべき機能等として要求されているものである。 

このように、特定重大事故等対処施設について要求されている機能は、発電用

原子炉施設における特定重大事故等対処施設以外の施設によって既に重大事故等

対策に必要な機能として要求されているところ、特定重大事故等対処施設は、更

なる安全性向上のため、そのバックアップ対策として求められているものである。 

すなわち、重大事故等対処施設・設備における主として可搬型設備を用いた人

的な対応に加えて、恒設の特定重大事故等対処施設による対応をとることにより、

更に有効な対策を講じることができるよう要求されている。 

 

３ 猶予期間について 

特定重大事故等対処施設の設置に関しては、「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の一部を改正する規則（平成２

８年原子力規制委員会規則第１号）の施行の際、現に設置され又は設置に着手さ

れている発電用原子炉施設については、平成２５年７月８日以後最初に行われる

法第４３条の３の９第１項の規定による認可（略）の日から起算して５年を経過

する日までの間は、第４２条及び第５７条第２項の規定は、適用しない。」とさ

れている（設置許可基準規則附則２項）。 

すなわち、特定重大事故等対処施設に係る規制は、平成２８年１月１２日時点

で現に設置され又は設置に着手されている発電用原子炉施設については、平成２

５年７月８日以後最初に行われる工事計画認可の日から起算して５年間、適用し
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ないものとされている。これは、前記のとおり、設置許可基準規則４２条が、工

場等には「特定重大事故等対処施設を設けなければならない」と規定していると

ころ、上記発電用原子炉施設については、新たにこれを設けるまでの相当期間と

して上記規定の適用を猶予したものである。 

これは、前記２で述べたとおり、特定重大事故等対処施設について要求されて

いる機能は、発電用原子炉施設における特定重大事故等対処施設以外の施設によ

って既に重大事故等対策に必要な機能として要求されていることから、これが設

置されていなければ直ちに重大事故の発生及び拡大の防止に支障が生ずるような

施設ではなく、更なる機能の信頼性向上のためのバックアップ対策として求めら

れているものであり、一方で、特定重大事故等対処施設を設置するためには、審

査、工事等に一定の期間が必要であることを踏まえれば、基準の適用に一定の猶

予を設けることが合理的と考えられる。 

ここで、猶予期間を５年間としているのは、前述したとおり、特定重大事故等

対処施設は更なる機能の信頼性向上のためのバックアップ対策として設けられる

という位置付けであることと、特定重大事故等対処施設を設置するための審査、

工事等に必要な期間とを総合的に考慮したものである。 

また、猶予期間の起算点を工事計画認可後としたのは、特定重大事故等対処施

設に係る審査については、本体施設に係る設置許可申請の審査における重大事故

等対処設備やこれに係る有効性評価の条件が確定し、本体施設に係る工事計画認

可申請の審査において、本体施設等の配管ごとの位置や、圧力、温度、荷重等の

環境条件等の環境条件が確定しなければ、特定重大事故等対処施設等と本体施設

等との接続部分に係る詳細設計を審査することができないことから、本体施設等

の工事計画認可が行われていることを前提に、その時点から、特定重大事故等対

処施設の審査、工事等の期間を考慮することが適切だからである。 

このように、特定重大事故等施設の設置について、本体施設の工事計画認可後

５年間の猶予期間を設けていることは合理的である。  
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§３ ３－３ 重大事故等対処施設 

 

3-3-8   

（１） 設置許可基準規則４２条の解釈では、「原子炉建屋及び特定重大事故

等対処施設が同時に破損することを防ぐために必要な離隔距離（例えば１

００ｍ 以上）を確保すること、又は故意による大型航空機の衝突に対し

て頑健な建屋に収納すること。」と定められているところ、１００メート

ルの離隔距離を満たせばそれでよいのか。 

（２） 特定重大事故等対処施設につき、原子炉建屋への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズム発生後、発電用原子炉施設の外からの支援が

受けられるまでの間、使用できるものであることが求められるところ、そ

れを少なくとも７日間、必要な設備が機能するに十分な容量を有するよう

設計を行うことを求めるのはなぜか。  

 

 

１ 必要な離隔距離について（（１）の回答） 

  特定重大事故等対処施設は、「原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないものであること」が求められており、設置許可基準規則４２

条の解釈では、原子炉建屋及び特定重大事故等対処施設が同時に破損することを

防ぐために必要な離隔距離（例えば１００ｍ 以上）を確保すること、又は故意に

よる大型航空機の衝突に対して頑健な建屋に収納すること又はこれらと同等以

上の効果を有する設備とされている。そして、実用発電用原子炉に係る特定重大

事故等対処施設に関する審査ガイド及び実用発電用原子炉に係る航空機衝突影

響評価に関する審査ガイドでは、設置（変更）許可申請者が、航空機等の特性、

航空機衝突箇所の設定をした上で、航空機衝突時の構造評価及び機能評価を行
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い、評価対象設備の必要な機能が喪失しないとしていることについて、審査官が

その妥当性を判断する、とされている。 

必要な離隔距離については、原子炉建屋と特定重大事故等対処施設が同時に破

損することを防ぐために求められるものであることから、各プラントの地理的特

徴等を考慮して航空機の侵入経路等を特定すべきであり、各プラントの特性に応

じた対策が必要である。そのため、前記設置許可基準規則の解釈で記載された１

００メートルというのは一般的な航空機の翼幅等から導かれた例示に過ぎず、各

プラントの特性に応じた対策が求められるのであって、１００メートルの離隔距

離があれば直ちに設備要求を満たすわけではない。 

 

 

２ ７日間の備蓄を要求していることについて（（２）の回答） 

  特定重大事故等対処施設は、「原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムの発生後、発電用原子炉施設の外からの支援が受けられるまで

の間、使用できるものであること」が求められており、設置許可基準規則の解釈

では、「発電用原子炉施設の外からの支援が受けられるまでの間、使用できるも

のであること」は「例えば、少なくとも７日間、必要な設備が機能するに十分な

容量を有するよう設計を行うことをいう。」とされている。 

 これは、東京電力福島第一原子力発電所事故の例では、免震重要棟のガスター

ビン発電機の燃料供給に３日程度を要したため、より保守的に、少なくとも７日

間と設定したものである。 

なお、大規模自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへ

の対応として、燃料のみならず食料等も入手・輸送が困難になると考えられ、７

日間の備蓄を要求している。 

さらに、関係機関と協議・合意の上、外部からの支援計画を定める方針である

こと、工場等外であらかじめ用意された手段により、事象発生後６日間までに支
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援を受けられる方針であることを要求している（技術的能力基準１．０（３）、

１．１８）。

 

  



173 
 

§３ ３－３ 重大事故等対処施設 

3-3-9 

（１） 設置許可基準規則５５条の要求事項は何か。 

（２） 例えば、東京電力福島第一原子力発電所事故で発生した工場等外への汚染

冷却水の流出のような事象の防止についても設置許可基準規則５５条は想定

しているのか。想定していない場合、その理由は何か。 

 

１ 設置許可基準規則５５条の策定経緯 

原子力規制委員会は、重大事故等への対策を規制の対象と位置づけることとし

た平成２４年改正原子炉等規制法の趣旨にのっとり、発電用原子炉の設置許可の

要件に関する規制基準の見直しを行うため、発電用軽水型原子炉の新安全基準に

関する検討チーム（第２１回から、発電用軽水型原子炉の新規制基準に関する検

討チームと改称。以下「原子炉施設等基準検討チーム」という。）を構成して検

討を行い、新規制基準の骨子案及び規則案等に対する意見公募手続等を経た上で、

新規制基準を策定した。 

新規制基準が全体として各専門分野の学識経験者の有する最新の専門技術的知

見を集約して策定したものであり、意見公募手続等の適正な手続を経て策定され

た合理的なものであることについては、既に本資料「§２ ２－２ 2-2-1」で述

べたとおりであるが、このうち設置許可基準規則５５条の主な策定経緯は次のと

おりである。 

（１）原子炉施設等基準検討チーム等における設置許可基準規則５５条の主な検

討内容 

原子炉施設等基準検討チームは、平成２４年１０月２５日から平成２５年６

月３日までの間、原子炉施設の新規制基準（地震及び津波対策を除く。）策定

のため、学識経験者らの参加の下、計２３回の会合を開催した。このうち、設
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置許可基準規則５５条に係る主な検討内容は以下のとおりである。 

ア 原子炉施設等基準検討チーム第８回会合（平成２４年１２月２７日） 

平成２４年１２月２７日に開催された原子炉施設等基準検討チーム第８回

会合において、設計基準を超える外部事象への対応について議論がされた。

設計基準を超える事故への包括的な対応策（敷地外への影響緩和対策）とし

ては、放射性物質を含んだ空気の一団（放射性プルーム）が大気中に放出さ

れるような状況を想定し、遠距離からの放水により放射性物質を沈降させる

等、周辺環境への影響を緩和する対策が必要とされた。 

イ 原子炉施設等基準検討チーム第１１回会合（平成２５年１月２１日） 

平成２５年１月２１日に開催された原子炉施設等基準検討チーム第１１回

会合において、放水による放射性物質の拡散抑制については、放射性プルー

ムが大気中に放出されるような状況を想定したものであり、対策は要求する

ものの、その成功基準を設定できないため、有効性の評価は要求しないとの

考えが示された。 

  ウ 原子炉施設等基準検討チーム第１２回会合（平成２５年１月２５日） 

平成２５年１月２５日に開催された原子炉施設等基準検討チーム第１２回

会合において、放水による放射性物質の拡散抑制について議論がなされた。

その中で、当該対策については、炉心損傷防止対策及び原子炉格納容器破損

防止対策について有効性の評価を求めていることとは異なり、事故の態様を

特定して対策の成功基準を設定し、対策の有効性を評価することを求めるこ

とは、そもそも事故の態様を事前に特定できないため実質的に不可能である

こと、したがって、事業者に対しては、状況に応じて柔軟に対応することを

要求する考えが示された*1。 

 
*1 このほか、当該検討チームの第１４回会合（平成２５年２月８日）等において、設置許可基

準規則５５条に関する議論が行われている。 



175 
 

エ 平成２４年度第２７回原子力規制委員会（平成２５年２月６日） 

その後、複数回にわたる検討を踏まえ、原子炉施設等基準検討チームは、

平成２５年２月６日に開催された平成２４年度第２７回原子力規制委員会に

おいて、新安全基準（平成２５年４月３日開催の平成２５年度第１回原子力

規制委員会において、「新安全基準」は「新規制基準」に名称変更されてい

る。）のシビアアクシデント対策に係る骨子案について、行政手続法に基づ

く規則案としてのパブリックコメントに先立ち、自主的に事前のパブリック

コメントを実施する旨を報告した。 

オ 原子炉施設等基準検討チーム第１８回会合（平成２５年３月１９日） 

前記エの自主的な事前のパブリックコメントを実施し、敷地外への放射性

物質の拡散抑制対策に関して寄せられた意見を検討した結果、平成２５年３

月１９日開催の原子炉施設等基準検討チーム第１８回会合において、従前の

対策内容に加え、海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備、手段等を整備

することを追加する考え方が示された。 

また、放水設備に関する意見に対しては、東京電力福島第一原子力発電所

事故において放射性物質が大気中に放出された経験を踏まえ、深層防護の考

え方の下、原子炉格納容器破損を想定し、当該設備を要求すること、及び、

その効果に関して、水との慣性衝突や乱流拡散等により放射性物質が液滴に

吸収されることから *2、放水による拡散抑制効果が見込まれるとの考え方が

示された。 

カ 原子炉施設等基準検討チーム第２０回会合（平成２５年３月２８日） 

平成２５年３月２８日に開催された原子炉施設等基準検討チーム第２０回

 
*2 慣性衝突は、空気中の微粒子が、その慣性（物体が運動状態を維持しようとする性質）のため、

液滴やフィルター繊維等の周辺の空気の流れの変化に追随できず、液滴やフィルター繊維等と

衝突することを指す。乱流拡散は、空気中の微粒子が、空気の不規則な流れ（乱流）によって輸

送されることを指す。 
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会合において、前記オの考え方を踏まえ、新安全基準（重大事故対策）骨子

案について、修正理由とともに修正案が示され、検討がなされた。 

その後、平成２５年５月２４日に開催された原子炉施設等基準検討チーム

第２２回会合において、同年４月１１日から５月１０日までの間に実施した

行政手続法に基づく規則案としてのパブリックコメントにおいて寄せられた

意見のうち、放射性物質の拡散抑制対策について、「地下水への拡散抑制は

考慮しないのか」との意見に対しては、「地下水を経て周辺公衆に放射性物

質の影響が及ぶまでには長時間を要するため、外部支援を得て対処すること

を想定しています。」とする考え方の案が示された*3。 

キ 平成２５年度第１１回原子力規制委員会（平成２５年６月１９日） 

２３回にわたる原子炉施設等基準検討チームにおける検討及びパブリック

コメントにおいて寄せられた意見及びこれに対する考え方等を踏まえ、平成

２５年６月１９日に開催された平成２５年度第１１回原子力規制委員会にお

いて、設置許可基準規則（及び同規則の解釈）の最終案が報告され、同案の

とおり決定された。 

 

２ 設置許可基準規則５５条の要求内容 

このように、設置許可基準規則５５条は、その制定経緯に照らせば、原子炉格

納容器が破損等した場合に、発生することが想定される放射性プルームの拡散抑

制（放射性プルームへの放水により生じた放射性物質を含んだ水の拡散抑制を含

 
*3 原子炉格納容器の破損等に伴う汚染冷却水の流出については、液体ないし固体の放射性物質

が地中に浸透した後に海等といった工場等外に流出する事象が想定されるが、かかる事象は、

気体による拡散に比して事象の進展は遅く、事象の進展の速度や形態も個別の原子炉施設ごと

に様々であることから、実際に発生した重大事故の状況に応じて臨機応変に対応していくこと

も考慮する必要がある。そのため、ソフト面に係る要求事項を策定している技術的能力基準に

基づく対応や、あらかじめ定められた対策によるのみならず、当該施設の事故状況に応じた適

切な方法により当該施設の管理を行うことが必要な場合には、当該原子炉施設を「特定原子力

施設」に指定して、具体的な事態を踏まえた措置を講ずることを予定している（改正原子炉等

規制法６４条の２ないし４）。 
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む。）を想定した規定である。 

設置許可基準規則における重大事故等対策の要求では、炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷を防止するといった対

策が求められており、かかる要求を満たさない申請に対しては許可がされないこ

ととなっている。また、これらの対策を講じてもなお想定し難い事情によりこれ

らの対策が有効に機能せず原子炉格納容器が破損するなどして、放射性物質が格

納容器から大気中に放出されるような場合、原子炉施設の状態はその破損・損傷

部位によって大きく異なるものであることから、最新の技術的知見に基づいても

全ての事象を想定することは実質的に不可能であり、あらかじめ全ての事象に対

して設備を要求することは、発生に至る可能性が極めて小さく、態様も事前に特

定し難い事象まであえて想定し、これに対してあらゆる対処設備を設計段階で要

求することとなり、規制要求として極めて不合理である。 

しかしながら、東京電力福島第一原子力発電所事故時に現実に放射性物質が放

出された事実を踏まえ、深層防護の観点から、これらの対策を講じてもなお想定

し難い事情によりこれらの対策が有効に機能せず原子炉格納容器が破損するなど

して、放射性物質が格納容器から放出されるような場合をあえて想定し、放射性

物質の拡散を抑制するための設備について、設置許可基準規則５５条において、

特に追加的な要求を規定したものである。そして、上記及び本資料「§３ ３－

３ 3-3-1」において詳述したように、原子炉格納容器が破損して放射性物質が大

気中に放出されるような、事故が進展し、不確かさの大きい状況については、事

故の態様を事前に特定して、対策の成功基準を設定することは困難であることか

ら、その有効性を評価することまでは、要求していない。 

なお、設置許可基準規則５５条が適用されるような状況においては、原子炉施

設の位置、構造及び設備といったいわゆるハード面からの対策と、状況に的確か

つ柔軟に対処できるような手順、事故発生後に外部からの支援を受けられる体制

の整備等、当該設備や緊急時資機材等を有効に活用する能力（アクシデントマネ
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ジメント能力）といった、いわゆるソフト面からの対策とがあり、同規則５５条

は、前者のハード面において、工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために

必要な設備をあらかじめ設置しておくことを求める規定である。そこで、かかる

状況に関するハード面からの対策（設置許可基準規則５５条に基づき要求される

もの）と、同状況におけるソフト面からの対策（技術的能力基準に基づき要求さ

れるもの）について、以下、それぞれ概要を示す。 

 

（１）設置許可基準規則５５条が要求する具体的な設備等（ハード面からの対策） 

設置許可基準規則５５条（及び同規則の解釈５５条）が要求する設備は、前

記のとおり、重大事故が発生した場合の放射性物質の拡散形態を踏まえ、その

抑制のために、あらかじめ設置しておくことが必要な設備である。 

   原子炉格納容器の破損等が発生した後に発生し得る放射性物質の拡散形態と

して現時点で想定し得るものとしては、原子炉格納容器の破損部等から放出さ

れた放射性物質が放射性プルームを形成し、工場等の外に移動していく形態が

挙げられる。このような拡散形態に対しては、原子炉建屋（ＰＷＲの場合は原

子炉格納容器頂部までを含む。）に放水できる設備をあらかじめ配備すること

で、放射性物質の拡散を抑制することができる。具体的には、これらの放水設

備、例えば放水砲により水を噴霧し、放射性プルームに含まれる微粒子状の放

射性物質に水滴を衝突させて捕集し、水滴とともに落下させることにより、放

射性物質の拡散を抑制する。 

また、この放水により水滴とともに落下した放射性物質を含む放水後の水が

海洋に拡散する事態に対しては、あらかじめシルトフェンス等の設備を整備す

ることにより、海洋への拡散を抑止し、工場等外への放射性物質の拡散を抑制

することができる。 
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図１ 放水設備の例（ＰＷＲの場合） 

（出典：関西電力株式会社大飯発電所３号炉及び４号炉新規制基準適合に係る設置変更許可

申請に関する事業者提出資料） 

 

（２）設備以外による重大事故等対策（ソフト面からの対策） 

一方、前記（１）で述べた事象に対しては、事象発生後に短時間で対処が必

要となることから、設備（ハード面）の整備のみならず、その設備を迅速かつ

有効に使用して対処できるように、放水設備の準備・運用など、あらかじめ必

要な手順等（ソフト面）も適切に整備されることで、放射性物質の拡散を抑制

することができる（技術的能力基準１．１２）。 

なお、本資料「§３ ３－３ 3-3-1」で述べたように、重大事故等対策に係

る共通的な要求の一つとして、技術的能力基準においては、工場等内であらか

じめ用意された手段（重大事故等対処設備、予備品及び燃料等）により、事故

発生後７日間は事故収束対応を維持できることを要求するとともに、工場等外

であらかじめ用意された手段により、事象発生後６日間までに支援を受けられ

る体制を構築し、かつ、中長期的な対応が必要となる場合に備えて適切な対応

を検討できる体制を整備する方針が要求されている（技術的能力基準１．０）。 
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さらに、地震、火災その他の災害の発生によって、原子力施設による災害が

発生した場合等においては、あらかじめ定められた対策だけでなく、当該施設

の事故状況に応じた適切な方法により当該施設の管理を行うことが適当であ

ることから、このような事態が生じた場合には、当該施設を「特定原子力施設」

に指定して、具体的な事態を踏まえた措置を講ずることが予定されている（原

子炉等規制法６４条の２ないし４）。 

 

３ 設置許可基準規則５５条と工場等外への汚染冷却水の流出のような事象との

関係 

設置許可基準規則５５条が想定する事象及び要求する設備は前記２のとおりで

あるが、一方で、東京電力福島第一原子力発電所事故においては、事故後に２号

機の取水口付近において放射性物質を含む水（汚染冷却水）が海洋に流出したこ

とが確認されているところ、次の理由から同条ではこのような汚染冷却水の流出

対策は要求していない。 

すなわち、前記２で述べたとおり、重大事故等対策の要求では、炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷を防止すると

いった対策が求められており、かかる要求を満たさない申請に対しては許可がさ

れないこととなっている。設置許可基準規則５５条が要求する設備が機能する場

面は、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた複数の炉心損傷防止対策や

原子炉格納容器破損防止対策等が存在するにもかかわらず、想定し難い事情によ

りこれらの対策が有効に機能せず原子炉格納容器が破損するなどして、大気中に

放射性物質が放出されるような場合である。このような発生に至る可能性が極め

て小さく、態様も事前に特定し難い事態まであえて想定し、これに対してあらゆ

る対処設備を設計段階で要求することは規制要求として合理的ではない。 

加えて、汚染冷却水の流出等の対策を規制上如何に要求すべきかについては、

現に発生した事象である汚染冷却水の流出過程等を考慮した上で検討すべきであ



181 
 

るところ、東京電力福島第一原子力発電所事故においては、事故後に汚染冷却水

が海洋に流出したことが確認されたのは、平成２３年４月２日午前９時３０分頃

であった。そして、当該事象の開始時期については、同月１日に観測した２号機

スクリーンの近傍海面付近の空間線量（１．５ｍSｖ／ｈ）と、同月２日に汚染水

の流出が発見された直後に、ほぼ同様の場所である２号機スクリーンの床上（海

面より約４ｍ）において観測した空間線量（２０ｍSｖ／ｈ）に照らせば、同月１

日に汚染水の流出が始まったと推定され、かつ、その推定は十分保守的と評価さ

れている。このように、東京電力福島第一原子力発電所事故の後、汚染水の工場

等外への流出が最初に確認されたのは、事故発生から約３週間も経過した後の時

点であった。 

仮に、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損によって、汚染冷却水の流

出など放射性物質が地中に浸透した後に工場等外に流出する事象が発生したとし

ても、このような事象は進展の速度や形態が個別の原子炉施設ごとに様々であり、

前記２（１）で述べた気体による拡散に比べて事象の進展も遅いものであること

を踏まえると、現実に発生した個別具体の事象に対して臨機応変な対応をするこ

とが適切であるから、汚染冷却水の流出等の対策については、あらかじめ設備に

よる対応を要求するのではなく、ソフト面の対応を要求することが合理的である。

このため、設置許可基準規則５５条は、汚染冷却水の流出等の対策として必要な

設備を要求していない。 

なお、東京電力福島第一原子力発電所事故で生じたような汚染冷却水の流出へ

の対策は、前記２（２）で述べた重大事故等の中長期的な対応も見据えた技術的能

力基準による対策や、さらに当該施設の状況に応じた適切な方法による管理が特

に必要と認めるときには、前記２（２）で述べた特定原子力施設に指定して行う対

策によって対応することが予定されている。 
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§６ ６－１ 立地審査指針 

 

１ 立地審査指針の概要 

原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて（以下「立地

審査指針」という。）は、原子力委員会が昭和３９年に決定し、原子力安全委員会

が平成元年に一部改訂*1した。 

これは、平成２４年に改正する前の原子炉等規制法２４条１項４号（現４３条

の３の６第１項４号に相当）における「災害の防止上支障がないものであること」

の基準を具体的に記載した指針の一つで、「陸上に定置する原子炉の設置に先立

って行う安全審査の際、万一の事故に関連して、その立地条件の適否を判断する

ためのもの」であった。 

 

２ 立地審査指針の構造  

立地審査指針は、「基本的考え方」、「立地審査の指針」及び「適用範囲」を示す

「原子炉立地審査指針」（別紙１）、並びに、「原子炉立地審査指針を適用する際に

必要な暫定的な判断のめやす」（別紙２）で構成されている。 

そして、別紙１の「基本的考え方」は、「原則的立地条件」と「基本的目標」で

構成されている。 

（１）原則的立地条件 

「原則的立地条件」は、万一の事故に備え公衆の安全を確保するために必要

 
*1 改訂内容は、原子炉敷地は、人口密集地帯からある距離だけ離れていることを判断するため

のめやすとして、「国民遺伝線量」という指標を使用していたものを、「集団線量」という指標

に置き換えたことや、被ばく線量の単位をレムからシーベルトに変更したもの。 

 

6-1-1 立地審査指針は、どのようなもので、どのような役割を果たしていたのか。 
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な、以下の①から③の条件を規定している。 

① 大きな事故の誘因となるような事象が過去においてなかったことはもち

ろんであるが、将来においても考えられないこと。また、災害を拡大する

ような事象も少ないこと（立地審査指針１．１（１））。 

② 原子炉は、その安全防護施設との関連において十分に公衆から離れてい

ること（立地審査指針１．１（２））。 

③ 原子炉の敷地は、その周辺も含めて、必要に応じ公衆に対して適切な措

置を講じうる環境にあること（立地審査指針１．１（３））。 

①は、原子炉施設の安全性に関し外部事象*2の影響について定めたもので、大

きな事故の誘因となる外部事象がない地点を選ぶためのもの、 

②は、原子炉施設で発生しうる大きな事故が敷地周辺の公衆に放射線による

確定的影響を与えないための要求で、原子炉施設の公衆からの一定の離隔を要

求するもの、 

③は、原子炉施設周辺の社会環境への影響が小さい場所を選ぶためのもので、

必要に応じ防災活動を講じうる環境にあることも意図したもの 

である。 

 

（２）基本的目標 

「基本的目標」は、上記の「原則的立地条件」を踏まえて達成すべき目標を

設定するものである。立地審査指針は、「万一の事故時にも、公衆の安全を確保

し、かつ原子力開発の健全な発展をはかること」を方針として、この指針によ

って達成しようとする基本的目標として、下記の３つのものを示している。 

ａ 敷地周辺の事象、原子炉の特性、安全防護施設等を考慮し、技術的見地

からみて、最悪の場合には起るかもしれないと考えられる重大な事故（以

下「（旧）重大事故」という。）の発生を仮定しても、周辺の公衆に放射線

 
*2 地震などの自然現象と外部人為事象（故意によるものは除く。）といった発電所外の事象。 
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障害を与えないこと 

ｂ 更に、（旧）重大事故を超えるような技術的見地から起るとは考えられな

い事故（以下「（旧）仮想事故」という。）（例えば、（旧）重大事故を想定

する際には効果を期待した安全防護施設のうちいくつかが動作しないと仮

想し、それに相当する放射性物質の放散を仮想するもの）の発生を仮想し

ても、周辺の公衆に著しい放射線災害を与えないこと 

ｃ なお、（旧）仮想事故の場合には、集団線量に対する影響が十分に小さい

こと 

また、「立地審査の指針」において、この基本的目標を達成するため、少なく

とも以下の３つの条件が満たされていることを確認しなければならないと定め

られている。 

（ア）基本的目標ａを達成するために確認すべき条件について 

基本的目標ａは、いわゆる「公衆との離隔」を要求する原則的立地条件②

と関係している。「立地審査の指針」においては、基本的目標ａを達成するた

め、少なくとも「原子炉の周辺は、原子炉からある距離の範囲内は非居住区

域であること」の条件が充たされることを要求している。 

ここでいう「ある距離の範囲」としては、（旧）重大事故の場合、もし、そ

の距離だけ離れた地点に人がい続けるならば、その人に放射線障害を与える

かもしれないと判断される距離までの範囲をとるものとし、「非居住区域」と

は、公衆が原則として居住しない区域をいうものとするとしている。 

この「ある距離の範囲」の判断のめやすとしては、甲状腺（小児）に対し、

１．５Ｓｖ、全身に対して０．２５Ｓｖとしている（立地審査指針別紙２の

１）。 

（イ）基本的目標ｂを達成するために確認すべき条件について 

基本的目標ｂは、必要に応じ防災活動を講じうる環境にある地帯を要求す

る原則的立地条件③と関係している。「立地審査の指針」においては、当該「基
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本的目標」を達成するため、少なくとも「原子炉からある距離の範囲内であ

って、非居住区域の外側の地帯は、低人口地帯であること」の条件が充たさ

れていることを要求している。 

ここにいう「ある距離の範囲」としては、（旧）仮想事故の場合、何らの措

置を講じなければ、範囲内にいる公衆に著しい放射線災害を与えるかもしれ

ないと判断される範囲をとるものとし、「低人口地帯」とは、著しい放射線災

害を与えないために、適切な措置 *3を講じうる環境にある地帯（例えば、人口

密度の低い地帯）をいうものとするとしている。 

この「ある距離の範囲」の判断のめやすとしては、甲状腺（成人）に対し

３Ｓｖ、全身に対して０．２５Ｓｖとしている（立地審査指針別紙２の２）。 

（ウ）基本的目標ｃを達成するために確認すべき条件について 

基本的目標ｃは、集団線量の見地から社会的影響を低減することを要求す

る原則的立地条件③と関係している。「立地審査の指針」においては、当該「基

本的目標」を達成するため、少なくとも「原子炉敷地は、人口密集地帯から

ある距離だけ離れていること」の条件が充たされていることを要求している。 

ここでいう「ある距離」としては、（旧）仮想事故の場合、全身線量の積算

値が、集団線量の見地から十分受け入れられる程度に小さい値になるような

距離をとるものとするとしている。 

この「ある距離」の判断のめやすとしては、外国の例（例えば２万人Ｓｖ）

を参考とすることとしている（立地審査指針別紙２の３）。 

 

（３）立地審査指針により判断する事項 

以上をまとめると、立地審査指針は、まず、事故時に公衆の安全を確保する

ために必要な「原則的立地条件」を定め、これを踏まえて達成すべき「基本的

目標」を設定し、 

 
*3 例えば、公衆の避難など。 
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ａ 敷地周辺の公衆に放射線による確定的影響を与えないため、（旧）重大

事故を仮定したうえで、めやすとして、甲状腺（小児）に対し１．５Ｓ

ｖ、全身に対して０．２５Ｓｖを超える範囲は非居住区域であること（立

地審査指針別紙２の１）。 

ｂ 防災活動を講じうる環境にある地帯とするため、（旧）仮想事故を仮想

したうえで、めやすとして、甲状腺（成人）に対し３Ｓｖ、全身に対し

て０．２５Ｓｖを超える範囲は低人口地帯であること（立地審査指針別

紙２の２） 

ｃ 社会的影響を低減するため、（旧）仮想事故を仮想したうえで、めやすと

して、全身線量の人口積算値が例えば２万人Ｓｖを下回るように、原子

炉敷地が人口密集地帯から離れていること 

をそれぞれ判断していた。 

 

３ 深層防護の考え方と立地審査指針の関係 

（１）深層防護の考え方について 

深層防護は、本資料「§２ ２－４」で述べているとおり、国際原子力機関

(ＩＡＥＡ)においても採用されてきた考え方である。 

 

（２）深層防護に対する立地指針の役割 

改正前原子炉等規制法においては、深層防護の第４の防護レベルであるシビ

アアクシデント対策については、法的要求事項とされておらず、事業者の自主

的な対応という位置付けに留まっていた。 

これについて、立地審査指針は、（旧）重大事故を想定した上で、人に対する

めやす線量を設定し、その条件を満たす離隔距離を確保することで、放射線リ

スクの抑制という目標を達成することにより、深層防護の第４の防護レベルの

シビアアクシデント対策が法的要求事項とされていない中で、一定の役割を担
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ってきた。 

また、立地審査指針において要求している低人口地帯は、急性障害を避ける

ための非居住区域と異なり、避難など適切な措置を講じることにより放射線に

よる影響を低減することが想定されている地域であり、そのような地域におい

て防災を考える際の、避難のしやすさを考慮したものである。これは、深層防

護の第５の防護レベルそのものではないものの、深層防護の第５の防護レベル

の領域である防災活動を容易にする効果を意図するものであった。 

 

４ 既許可の原子炉施設に対する立地審査指針の適用結果 

既許可の原子炉施設に立地審査指針の基本的目標を適用した結果は、以下のと

おりであった。 

ａ （旧）重大事故の発生を仮定した上で、めやす線量（甲状腺（小人）に対し

て１．５Ｓｖ、全身に対して０．２５Ｓｖ）を超える区域、すなわち敷地周辺

の公衆に放射線による確定的影響を与えないための区域である「非居住区域」

は、発電所敷地内におさまっていたため、敷地外において「非居住区域」の設

定はされず、敷地境界ではめやす線量未満となっていた。 

ｂ （旧）仮想事故の発生を仮想した上で、めやす線量（甲状腺（成人）に対し

て３Ｓｖ、全身に対して０．２５Ｓｖ）を超える地帯、すなわち適切な措置を

講じうる環境にある地帯である「低人口地帯」は、発電所敷地内におさまって

いたため、敷地外は「低人口地帯」である必要はなく、敷地境界ではめやす線

量未満となっていた。 

ｃ （旧）仮想事故の発生を仮想した上で、めやす線量（全身線量の人口積算値

は２万人Ｓｖ）を超えるような人口密集地帯に近接した立地地点は、日本国内

に存在しなかった。なお、大都市である東京や大阪が含まれる方位に放射性物

質が流れるという想定をする場合が、全身線量の人口積算値が最大となること

が多いが、その場合においてもめやす線量未満となっていた。  
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§６ ６－１ 立地審査指針 

 

１ 東京電力福島第一原子力発電所事故及び新規制基準策定後の立地審査指針の

位置付け 

東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓により、原子炉等規制法の改正、新

規制基準の策定が行われ、深層防護の考え方をより厳格に適用し、重大事故等対

策が法的要求事項となり、新規制基準である設置許可基準規則等では、重大事故

等対策を具体的に要求することとなった。 

（１）立地審査指針の法的な位置付け（総論） 

平成２４年改正原子炉等規制法は、その第３段階目の施行により、原子炉設

置許可の要件として、新たに重大事故等対策を要求事項とした。 

改正原子炉等規制法４３条の３の６第１項４号は、「発電用原子炉施設の位置、

構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電

用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定

める基準に適合するものであること」と規定され、同号の要件の審査基準は、

原子力規制委員会が定める規則に委任された。この同号の委任を受けて原子力

規制委員会が策定した設置許可基準規則においては、立地審査指針は採用され

ず、また、同規則の解釈においても立地審査指針は引用されていない。 

つまり、立地審査指針自体は、東京電力福島第一原子力発電所事故後におい

ても、規制機関によって改廃されていないが、規則ではないため、平成２４年

改正原子炉等規制法の施行後においては、同法４３条の３の６第１項４号の審

査基準ではなく、また、設置許可基準規則の解釈においても引用されていない。 

 

 

6-1-2 現在の立地審査指針の位置づけはどのようなものか。 
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（２）立地審査指針の内容と設置許可基準規則等の関係 

現在、立地審査指針は、審査基準として使用されていないが、立地審査指針

における原則的立地条件は設置許可基準規則等の現在の法体系において、以下

のように考慮・判断された。 

ア 原則的立地条件①について 

立地審査指針の原則的立地条件のうち、上記①「大きな事故の誘因となる

ような事象が過去においてなかったことはもちろんであるが、将来において

も考えられないこと。また、災害を拡大するような事象も少ないこと」につ

いては、設置許可基準規則においては、原子炉施設の敷地及び周辺の外部事

象に関する審査事項として、地盤（設置許可基準規則３条）、地震（設置許可

基準規則４条）、津波（設置許可基準規則５条）及びその他火山、洪水、台風、

竜巻などの外部事象（設置許可基準規則６条）などによる損傷防止の観点で、

個別具体的に要求されている。例えば、耐震重要施設を断層の露頭の存する

地盤に設置しようとする場合や火砕物密度流が到達する恐れがある場所等は、

立地不適と評価する（設置許可基準規則３条３項、同規則の解釈 別記１第

３条３項、原子力発電所の火山影響評価ガイド６．２）。また、これらの外部

事象により安全機能が損なわれると評価される場合には、許可されないこと

により、立地が制限される。 

したがって、立地審査指針の上記①の事項は、設置許可基準規則において

は、地盤の安定性や地震等による損傷防止など、自然的条件ないし社会的条

件に係る個別的な規定との関係で考慮されている。 

イ 原則的立地条件②について 

立地審査指針の原則的立地条件のうち、上記②「原子炉は、その安全防護

施設との関連において十分に公衆から離れていること」は、立地評価に係る

事項であるが、設置許可基準規則においては採用されていない（設置許可基

準規則第１章・第２章）。 
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新規制基準策定以前については、原子炉施設を構成する安全上重要な構築

物・系統・機器は、安全設計審査指針によりその信頼性が担保されており、

かつ、原子炉施設全体としての安全設計は発電用軽水型原子炉施設の安全評

価に関する審査指針（以下「安全評価指針」という。）により安全評価を行う

ことで、その適切性が担保されていた。さらにその上で、設計基準事故より

厳しい解析条件を（旧）重大事故の想定において設定して立地評価を実施し

ていた。 

しかし、東京電力福島第一発電所事故の発生を契機に、深層防護の考え方

をより厳格に適用することとされ、改正原子炉等規制法４３条の３の６第１

項の施行によって、従前、自主的対策として強く推奨されていた原子炉施設

の重大事故等対策が、新たに設置（変更）許可にかかる規制要求事項として

追加された。そして、同項４号の委任を受けた設置許可基準規則は、設計基

準対象施設（同規則第２章）と重大事故等対処施設（同規則第３章）につい

ての要求事項を定めた。 

このように、改正原子炉等規制法により重大事故等対策が法的な要求事項

として追加されたことから、従前、立地審査指針及び安全評価指針を用いて

設計基準事故を超える事象の想定をしていた内容が再検討された。立地審査

指針に基づく上記原則的立地条件②については、無条件に原子炉格納容器が

健全であることを前提に評価しているとの批判もあり、他方、福島第一発電

所事故を踏まえて重大事故等対策を法的要求事項としたことから、そのよう

な前提による評価よりも、炉心の著しい損傷や原子炉格納容器破損に至りか

ねない事象を具体的に想定した上で重大事故等対策自体の有効性を評価する

ことが、より適切に、「災害の防止上支障がないこと」について判断できると

評価した。 

そして、設置許可基準規則においては、立地審査指針における立地評価に

係る事項（上記②「原子炉は、その安全防護施設との関連において十分に公
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衆から離れていること」）を、基準として採用しなかった。 

ウ 原則的立地条件③について 

１）現在の法体系における深層防護の考え方 

改正原子炉等規制法は、上記のとおり、深層防護の第４の防護レベルに相

当する重大事故等対策を法的要求事項とし、設置許可基準規則は、重大事故

等対策について規定した。 

また、原子力災害対策特別措置法等により、我が国の法体系は、深層防護

の考え方の第５の防護レベルにも対応しており、国際原子力機関(ＩＡＥＡ)

作成の安全基準である「原子力発電所の安全：設計」における深層防護の考

え方に整合している。 

２）現在における、立地審査指針に対する評価 

立地審査指針により要求していた、（旧）仮想事故の発生を仮想した上で、

めやす線量（甲状腺（成人）に対して３Ｓｖ、全身に対して０．２５Ｓｖ）

を超える地帯、すなわち適切な措置を講じうる環境にある地帯である「低人

口地帯」は、既許可の原子炉施設では発電所敷地内に収まっていた。また、

立地審査指針策定時には制定されていなかった原子力災害対策特別措置法等

により原子力災害防止対策の強化がなされていることなどから、立地審査指

針における要求（上記③「原子炉の敷地は、その周辺も含めて、必要に応じ

公衆に対して適切な措置を講じうる環境にあること」のために低人口地帯を

設定すること）はその役割を終えたと判断した。 

また、立地審査指針が、社会的影響の観点から、集団線量を考慮して「原

子炉敷地は、人口密集地帯からある距離だけ離れていること」を要求するこ

とについては、本資料「§６ ６－１－６」で詳述するとおり、合理的では

ないと判断した。  

したがって、現在の原子炉等規制法において、立地審査指針における要求

（上記③「原子炉の敷地は、その周辺も含めて、必要に応じ公衆に対して適
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切な措置を講じうる環境にあること」）は採用していない。  
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§６ ６－１ 立地審査指針 

 

１ 立地審査指針における「（旧）重大事故」と「（旧）仮想事故」 

立地審査指針における、「（旧）重大事故」とは、立地審査指針における「敷地

周辺の事象、原子炉の特性、安全防護施設等を考慮し、技術的見地からみて、最

悪の場合には起こるかもしれないと考えられる重大な事故」である。 

更に厳しい条件の設定である「（旧）仮想事故」とは、立地審査指針における

「（旧）重大事故を超えるような技術的見地からは起こるとは考えられない事故」

であり、例えば、「（旧）重大事故を想定する際には効果を期待した安全防護施設

のうちのいくつかが動作しないことを仮想し、それに相当する放射性物質の放散

を仮想するもの」である。 

これらは、いずれも、設計基準事故を超える条件を想定しており、（旧）重大事

故や（旧）仮想事故の発生を想定しても、公衆の安全が確保される程度に原子炉

と公衆とが隔離されているか等を確認することにより、立地が適切であるかを評

価していた。 

具体的には、立地審査指針における「（旧）重大事故」及び「（旧）仮想事故」

は、例えば、核燃料が損傷し放射性物質が一定程度放出されると仮定する一方、

ＥＣＣＳ（非常用炉心冷却設備）が運転できること、交流動力電源も利用できる

こと、放射性物質の漏えい条件については、原子炉格納容器内の圧力に対応した

漏えい率に余裕を見込んだ値を仮定するものの、原子炉格納容器は破損しないこ

と等を前提とした評価条件を設定した上で、事故の具体的な事故シナリオ等を考

慮せず、事故を想定し評価していた。 

 

6-1-3 立地審査指針の「（旧）重大事故」、「（旧）仮想事故」と原子炉等規制法、

設置許可基準規則の「重大事故」は同じ意味か。 
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２ 改正原子炉等規制法、設置許可基準規則における「重大事故」及びその対策 

原子炉等規制法の委任規則である設置許可基準規則における「重大事故」とは、

炉心、核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料が著しく損傷するこ

と（実用炉規則４条）をいう。 

設置許可基準規則における重大事故等対策においては、①炉心の著しい損傷（つ

まり重大事故）に至るおそれがある事故について、具体的な事故シナリオを検討

し、その事故シナリオに対して講じた対策が有効であることを評価し（設置許可

基準規則３７条１項）、また、②炉心の著しい損傷が発生したとしても、格納容器

の破損を防止するため、具体的な事故シナリオを検討し、その事故シナリオに対

して講じた対策が有効であることを評価する（設置許可基準規則３７条２項）。こ

れらの事故シナリオは、最新の科学的知見を踏まえた確率論的リスク評価の手法

を用いて、具体的な事故の進展を検討し、用意した重大事故等に対する対策の有

効性を評価する。この評価においては、例えば、ＥＣＣＳの機能が喪失する事故

を想定する場合、必要に応じて全交流動力電源の喪失等の事故も同時に発生する

と仮定し、一度機能喪失した機器等は、機能復旧を認めないなど、厳しい条件を

設定した上で、重大事故等対策の有効性を評価する。 

（なお、確率論的リスク評価については、本資料「§３ ３－３」において述

べる。） 

さらに、格納容器が破損した場合において、工場等外へ放射性物質の拡散を抑

制するために必要な設備も要求している（設置許可基準規則５５条）。 

 

３ 結論  

したがって、設置許可基準規則と立地審査指針は、同じ「重大事故」という用

語を使用しているものの、５０年以上前に策定された立地審査指針で想定するこ

ととされていた「（旧）重大事故」と「（旧）仮想事故」よりも、技術的には、設
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置許可基準規則における「重大事故」の方が、最新の科学的知見を踏まえ、事故

の条件として具体化され、大幅に厳しい状態における対策を要求している。 
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§６ ６－１ 立地審査指針 

 

6-1-4 立地審査指針で要求していた、原子炉施設で発生し得る大きな事故が

敷地周辺の公衆に放射線による確定的影響を与えないという観点について、

現在の法体系においてはどのように考えられているか。 

 

 

１ 立地審査指針における要求とその内容 

（１）立地審査指針における要求 

立地審査指針では、原子炉施設で発生し得る大きな事故が敷地周辺の公衆に

放射線による確定的影響を与えないため、「原子炉の周辺は、原子炉からある

距離の範囲内は非居住区域であること」を要求している。ここでいう「ある距

離の範囲」としては、（旧）重大事故の場合、もし、その距離だけ離れた地点

に人がいつづけるならば、その人に放射線障害を与えるかもしれないと判断さ

れる距離までの範囲をとるものとし、「非居住区域」とは、公衆が原則として

居住しない区域をいうものとする。 

この「ある距離の範囲」の判断のめやすとしては、甲状腺（小児）に対し、

１．５Ｓｖ、全身に対して０．２５Ｓｖとしている（立地審査指針別紙２の１）。 

 

（２）（旧）重大事故の想定内容 

発電用原子炉施設の立地の妥当性を評価するにあたり、立地審査指針におけ

る「（旧）重大事故」は、設計基準事故を超えるものとして、その影響を評価

する際、事故の具体的な進展等を考慮せず、安全評価指針に定められた評価条

件を前提として設定し、評価していた。 

この評価条件は、例えば、核燃料が多少損傷し、核分裂生成物が一定程度放

出されると仮定する一方、ＥＣＣＳ（非常用炉心冷却設備）が運転できるこ
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と、交流動力電源も利用できること、放射性物質の漏えい条件については、原

子炉格納容器内の圧力に対応した漏えい率に余裕を見込んだ値を仮定して評価

するものの、原子炉格納容器は破損しないこと等を前提としたものであった。 

 

（３）（旧）重大事故の想定を基に「非居住区域」に設定すべき区域を評価した

結果 

既許可の発電用原子炉施設の審査において「非居住区域」に設定すべき区域

を評価した結果、その範囲は発電所敷地内に収まっていたため、敷地外におけ

る「非居住区域」の設定はされず、敷地境界で受ける線量は、甲状腺（成人）

に対して３Ｓｖ未満、全身に対して０．２５Ｓｖ未満となっていた。 

 

２ 設置許可基準規則等における考え方 

（１）設置許可基準規則等における要求 

平成２４年改正原子炉等規制法は、その第３段階目の施行により、原子炉設

置許可の要件として、新たに重大事故等対策を要求事項とした。具体的には、

設置許可基準規則において、発電用原子炉施設は、設計基準事故を超えるもの

として、重大事故（つまり炉心の著しい損傷）に至るおそれがある事故が発生

した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたも

のであることを要求している（設置許可基準規則３７条１項）。 

 

（２）設置許可基準規則等における事故の想定内容 

上記炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置については、事故の発生

及び具体的な事故の進展を検討し、その事故の進展に対して講じた対策が有効

であることを評価する。その際、最新の科学的知見を踏まえた確率論的リスク

評価の手法を用いることで、具体的な事故の進展を検討する。 

また、この評価においては、例えば、ＥＣＣＳの機能が喪失する事故を想定
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する場合、一度機能喪失した機器等は、機能復旧を認めないなど、厳しい条件

を設定した上で、事故対策の有効性を評価する。 

上記のような、炉心の著しい損傷を防止する対策の有効性を評価した結果、

対策が有効であれば、炉心の著しい損傷はなく、格納容器は健全であり、外部

への放射性物質の放出はほぼないため、敷地周辺の公衆に放射線による確定的

影響を与えないと考えられる。 

ただし、ＢＷＲにおいては、除熱のためフィルタ・ベント設備等の格納容器

圧力逃し装置を使用し、放射性物質が放出される事態が想定されるため、その

場合においても周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えない

ように、敷地境界において、発生事故当たり概ね５ｍＳｖ以下であることを要

求している。原子力発電所の敷地は人が居住しない区域であるため、この要求

は言い換えると、発生事故当たり概ね５ｍＳｖ（０．００５Ｓｖ）以上の区域

は、非居住区域であることを要求していることと同等であり、立地審査指針に

おける非居住区域を定めるめやす線量（甲状腺（小児）に対し、１．５Ｓｖ、

全身に対して０．２５Ｓｖ）より大幅に厳しい基準となっている。 

 

３ 結論 

上記のとおり、立地審査指針の「原子炉施設で発生しうる大きな事故が敷地周

辺の公衆に確定的影響を与えない」こと、すなわち「原子炉の周辺は、原子炉か

らある距離の範囲内は非居住区域であること」に関する要求は、事故の具体的な

進展などを考慮せず、安全評価指針に定められた評価条件を前提とした上で、

「非居住区域」の境界における線量は０．２５Ｓｖ以下等であることとしてい

た。更に実態上、「非居住区域」は発電所の敷地内に収まっていた。 

一方、設置許可基準規則等における要求は、最新の科学的知見を踏まえた確率

論的リスク評価の手法を用いて具体的な事故の進展を検討し、一度機能喪失した

機器等は機能復旧しないなど、立地審査指針より厳しい条件を設定した上で、炉
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心の著しい損傷を防止し、放射性物質が放出されないような対策について、その

有効性を評価することを要求している。また、放射性物質が一部放出される場合

においても、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないため、

敷地境界において、発生事故当たり概ね５ｍＳｖ以下であることを要求してい

る。 

よって、発電用原子炉施設の立地の妥当性を評価するにあたり、立地審査指針

が「原子炉の周辺は、原子炉からある距離の範囲内は非居住区域であること」を

要求することで達成しようとしていた、「原子炉施設で発生しうる大きな事故が

敷地周辺の公衆に確定的影響を与えない」ことについては、設置許可基準規則等

により、設計段階においてより厳しい条件を設定した上でより厳しい基準を達成

できることを要求している。 
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§６ ６－１ 立地審査指針 

 

6-1-5 立地審査指針で、「必要に応じ公衆に対して適切な措置を講じうる環境

にあること」の観点から要求していた「原子炉からある距離の範囲内であっ

て、非居住区域の外側の地帯は、低人口地帯であること」について、現在の

法体系においてはどのように考えられているか。 

 

 

１ 立地審査指針における要求とその内容 

（１）立地審査指針における要求 

立地審査指針では、原子炉施設敷地周辺の社会環境への影響が小さい場所を

要求するため、必要に応じ適切な措置を講じうる環境にある地帯として、「原

子炉からある距離の範囲内であって、非居住区域の外側の地帯は、低人口地帯

であること」を要求している。 

ここでいう「ある距離の範囲」としては、（旧）仮想事故の場合、何らの措

置を講じなければ、範囲内にいる公衆に著しい放射線災害を与えるかもしれな

いと判断される範囲を取るものとし、「低人口地帯」とは、著しい放射線災害

を与えないために、適切な措置（住民の避難など）を講じうる環境にある地帯

（例えば、人口密度の低い地帯）をいうものとしている。 

この「ある距離の範囲」の判断のめやすとしては、甲状腺（成人）に対し、

３Ｓｖ、全身に対して０．２５Ｓｖとしている（立地審査指針別紙２の２）。 

 

（２）（旧）仮想事故の想定内容 

発電用原子炉施設の立地の妥当性を評価するにあたり、立地審査指針におけ

る「（旧）仮想事故」は、（旧）重大事故と同様、その影響を評価する際、事故
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の具体的な進展などを考慮せず、安全評価指針に定められた評価条件を前提と

して設定し、評価していた。 

この評価条件は、例えば、核燃料が著しく損傷し、核分裂生成物が原子炉格

納容器内に大量に放出されると仮定する一方、ＥＣＣＳ（非常用炉心冷却設

備）が運転できること、交流動力電源も利用できること、放射性物質の漏えい

条件については、原子炉格納容器内の圧力に対応した漏えい率に余裕を見込ん

だ値を仮定して評価するものの、原子炉格納容器は破損していないこと等を前

提としたものであった。 

 

 

（３）（旧）仮想事故の想定を基に「低人口地帯」である地帯を評価した結果 

既許可の発電用原子炉施設の審査において、（旧）仮想事故の発生を仮想し

た上で、めやす線量（甲状腺（成人）に対して３Ｓｖ、全身に対して０．２５

Ｓｖ）を超える地帯、すなわち適切な措置を講じうる環境にある地帯である

「低人口地帯」であるべき地帯を評価した結果、その範囲は発電所敷地内に収

まっていたため、敷地外が「低人口地帯」である必要はなかった。 

 

（４）立地審査指針の役割 

ア 立地審査指針の決定当時の原子力防災について 

立地審査指針の決定当時においては、原子力災害は災害対策基本法におい

て対応することとなっており、原子力防災体制は、現在の原子力災害対策特

別措置法による原子力防災対策と比較すると弱いものであった（原子力防災

対策（避難計画）については、本資料「§２ ２－５」において述べる。）。 

そのような状況において、立地審査指針において要求している、（旧）仮

想事故の発生を仮想した上で、めやす線量（甲状腺（成人）に対して３Ｓ

ｖ、全身に対して０．２５Ｓｖ）を超える地帯は、適切な措置を講じ得る環
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境にある地帯である「低人口地帯」であることについては、例えば、原子炉

の立地が、避難を容易にする環境であることで、その地域の公衆に著しい放

射線災害を与えないようにするためのものであるが、深層防護の第５の防護

レベルである原子力防災そのものの要求をしているわけではなかった。 

 

イ 現実の防災活動と低人口地帯の設定との関係 

また、上記のとおり、実際の既許可の発電用原子炉施設の審査において

は、（旧）仮想事故の発生を仮想した上で、めやす線量（甲状腺（成人）に

対して３Ｓｖ、全身に対して０．２５Ｓｖ）を超える地帯、すなわち適切な

措置を講じうる環境にある地帯である「低人口地帯」に設定すべき区域を評

価した結果、敷地境界で受ける線量は、０．２５Ｓｖ未満となっており、そ

の範囲は発電所敷地内におさまっていたため、敷地外が「低人口地帯」であ

る必要はなく、敷地外での防災活動に役立つものではなかった。 

 

２ 原子力防災対策の充実・強化 

上記のとおり、５０年以上前の立地審査指針の決定当時においては、原子力災

害については災害対策基本法において対応することとなっていた。しかしなが

ら、平成１１年のウラン加工工場での臨界事故の発生を契機に、災害対策基本法

の特別法として原子力災害対策特別措置法を制定し、異常発生時における事業者

から国や関係自治体への通報の義務化、通報基準及び原子力緊急事態宣言等の発

出に係る基準の明確化、原子力災害対策本部を設置しその本部長（内閣総理大

臣）に強力な権限を付与する等の国の緊急時対応体制の強化といった、原子力防

災対策の充実・強化を行った。また平成２３年の東日本大震災の発生を契機に、

原子力災害対策特別措置法を改正して新たに法定化された原子力災害対策指針に

おいて、段階的避難の考え方を導入し（ＰＡＺ、ＵＰＺの導入）、防護措置の判

断基準を具体的に規定し（ＥＡＬ、ＯＩＬの導入）、要配慮者の防護措置につい
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て規定するなど、原子力防災対策を大幅に充実・強化した。したがって、立地指

針の決定当時に比べ、深層防護の第５層である原子力防災対策は格段に充実・強

化されている。 

 

３ 結論 

以上の通り、 

①発電用原子炉施設の立地の妥当性を評価するにあたり、立地審査指針は、

（旧）仮想事故の発生を仮想した上で、めやす線量（甲状腺（成人）に対し

て３Ｓｖ、全身に対して０．２５Ｓｖ）を超える地帯は、措置を講じ得る環

境にある地帯である「低人口地帯」であることを要求していたが、その範囲

は発電所敷地内に収まっていたため、敷地外が「低人口地帯」である必要は

なく、現実には、具体的な防災の実行と結びついてはいなかった。 

②原子力防災体制は、５０年以上前の立地審査指針の決定当時と比較し、大幅

に強化された。 

以上のことから、立地審査指針において（旧）仮想事故の発生を仮想した上

で、めやす線量（甲状腺（成人）に対して３Ｓｖ、全身に対して０．２５Ｓｖ）

を超える地帯は、措置を講じうる環境にある地帯である「低人口地帯」であるこ

とを要求していたことは、現在においては意義を失っており、この点において立

地審査指針は、その役割を終えている。 
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§６ ６－１ 立地審査指針 

 

１ 立地審査指針における要求とその内容 

 立地審査指針では、原子炉施設で発生し得る大きな事故による社会的影響を

低減するために、「原子炉敷地は、人口密集地帯からある距離だけ離れているこ

と」を要求している。これは、（旧）仮想事故の場合、集団が被る放射線リスク

の社会的影響を評価したものであり、「ある距離だけ離れていること」の判断の

めやすとしては、全身線量の積算値（例として、２万人Ｓｖ）を考慮するとし

ている（立地審査指針別紙２の３）。 

 

２ 社会的影響の適切な考慮 

この「人口密集地帯からある距離だけ離れていること」の評価においては、実

際には、大人口地帯である東京や大阪といった大都市の方向が評価対象となって

しまい、極めて低線量（数十μＳｖ程度）と非常に大きな人口数の積算により定

まっていた。 

集団線量については、国際放射線防護委員会の２００７年勧告でも、「大集団

に対する微量の被ばくがもたらす集団実効線量に基づくがん死亡数を計算する

のは合理的ではなく、避けるべきである。集団実効線量に基づくそのような計

算は、意図されたことがなく、生物学的にも統計学的にも非常に不確かであ

り、推定値が本来の文脈を離れて引用されるという繰り返されるべきでないよ

うな多くの警告が予想される。このような計算はこの防護量の誤った使用法で

 

6-1-6 新規制基準等において、社会的影響の観点から、「原子炉敷地は、人口

密集地帯からある距離だけ離れていること」について、現在の法体系におい

てはどのように考えられているか。  
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ある。」と指摘されている。 

そこで、社会的影響については、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏ま

え、半減期の長い放射性物質の総放出量という観点から規制を行うことが合理

的と考えられ、環境保全（原子力基本法２条２項、原子炉等規制法１条）の観

点からも適切であるといえる。また、東京電力福島第一原子力発電所事故の知

見を踏まえると、重大事故が生じた際、仮に、原子炉発電所サイトの近隣に居

住する住民が避難する事態が生じたとしても、長期間帰還できない地域を生じ

させないことが、より重要であるといえる。 

 

３ 新規制基準等における社会的影響の考慮 

設置許可基準規則においては、発電用原子炉施設は、重大事故が発生した場合

において、原子炉格納容器の破損及び工場等外への放射性物質の異常な水準の放

出を防止するために必要な措置を講じたものであることを求めている（設置許可

基準規則３７条２項）。そして、放射性物質の総放出量については、放射性物質に

よる環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるもの

であることを求められているところ（同規則３７条２項の解釈２－３（ｃ））、実

用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価

に関する審査ガイドでは、想定する格納容器破損モードに対して、セシウム１３

７の放出量が１００テラベクレルを下回っていることを確認するとした（同ガイ

ド３．２．１（６））（具体的には、ＢＷＲの場合、炉心損傷後、事故が拡大し格

納容器内の圧力が高まることにより格納容器の破損が懸念される場合、例えば、

格納容器内を減圧するためベントを行うが、フィルタ・ベントを使用することに

より、放射性物質の放出量が大幅に低減できているか等を評価する。ＰＷＲの場

合、格納容器再循環ユニット（格納容器内を冷却するための熱交換器）があるた

め、格納容器内を減圧するためフィルタ・ベントを使用する必要はないが、例え

ば、放射性物質が電線貫通部等を通じて一部、外部に漏えいするため、その放出
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量を評価する。）。 

これは、原子力発電所の近隣に住む住民が長期避難を余儀なくされる可能性が

ある放射性物質を基準とする観点から、想定される放出量が多く、半減期が約３

０年と長いセシウム１３７の放出量を元に評価することを求めている。 

なお、東京電力福島第一原子力発電所事故では、福島第一原子力発電所から環

境へのセシウム１３７の総放出量は約１万テラベクレルであったと評価されてい

る。このため、セシウム１３７の総放出量が約１００テラベクレル以下であれば、

環境への放射性物質による汚染の影響を抑えることができ、長期避難を余儀なく

される区域が発生するほどの環境の汚染が生じるリスクは、相当程度少なくなる

ことが見込まれることから、社会的影響を低く抑えることが出来る数値である。 

 

４ 結論 

このように、放射線リスクの社会的影響として、立地審査指針における、大人

口が極めて低線量の被ばくを受けることを含んだ集団線量の見地に基づいて評価

するのは効果的でないため、設置許可基準規則においては、これを採用しなかっ

た。他方で、長期間に渡って帰還できない地域を生じさせないことが重要である

ことから、設置許可基準規則においては、半減期の長い放射性物質であるセシウ

ム１３７の総放出量を規制することとしており、より実効的な規制が行われるこ

ととなっている。 

 

 


